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藤沢市経営戦略基本方針」に基づく「藤沢市経営戦略プラン「

取組項目 実施計画」について

「藤沢市経営戦略基本方針 （以下「基本方針」という ）は、経営とい」 。

う新しい発想に立ち、行政運営から「行政経営」へ、市民の目線で「市民

経営」という視点で、行政改革に取り組むこととしたものです。

この「基本方針」に基づき 「藤沢市経営戦略プラン （以下「戦略プ、 」

ラン」という ）は、次のとおり５４項目に取り組むこととしています。。

「 」 、 、戦略プラン は 経営という新たな視点で限られた経営資源を効率的

効果的に活用し、公共サービスの充実を図るためのものです。

この目標の達成に向け、具体的な「実施計画」による進行管理を行い、

その実施状況を毎年度、検証してまいりました。

全職員が経営的視点を持って、全力で実施計画に取り組み、平成２１年

度から平成２３年度までの３年間で「戦略プラン」を推進し、今年度が、

その最終年度となります。

（平成23年４月１日現在）○取組項目数・実施計画数

１．市民と取り組む公共経営

取組項目数：２１ 実施計画数２８

２．市民のための分権

取組項目数：１１ 実施計画数１１

３．人材の最適活用

取組項目数： ６ 実施計画数 ７

４．効率的で効果のある行政経営

取組項目数：１１ 実施計画数１２

５．健全な財政運営

取組項目数： ５ 実施計画数 ５

合計 取組項目数５４、実施計画数６３※
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主 な 実 施 計 画 の 進 捗 状 況

１．市民と取り組む公共経営

（２）官民連携の推進、（３）広域連携の推進、（４）情報公開と説明責任の更なる
推進まで、全体としてほぼ予定どおりの進捗となっている。
今後も、新しい公共の実現に向けて、課題の整理を行いながら取り組んでいくこ
とが重要であると考える。

　　（１）市場主義と市民主義 （具体的な取組項目なし）

・公民連携事業化提案制度については、基本方針及びそれに基づく提案制度
を策定し、４６事業という多くの提案を受けた。平成２３年度には、審査委員会が
採択した２７提案のうちの３事業について事業に活かした。残りの事業について
も、事業への反映に向け、研究・検討を進める。
・公民館・図書館については、「市民力」・「地域力」をさらに活かした運営方式を
検討してきた。平成２３年度に公民館については全併設館が地域住民組織によ
り、図書館は辻堂市民図書館がＮＰＯスタッフによる運営が開始されている。
・子育て支援サービスは、待機児童の解消に向けた取り組みや多様な保育提供
手段の導入等について、ほぼ予定どおり進捗している。家庭的保育事業は、保
育者の確保が課題である。
・コンビニエンスストアを活用した証明書の交付については、平成２３年２月より住
民票・印鑑証明の交付が可能となり、市民の利便性を高めることができた。
・ＰＦＩ事業の推進については、(仮称)藤沢市リサイクルセンター整備・運営事業
について導入し、平成２２年度に事業者を選定し工事に着手。平成２３年度につ
いても引き続き建設工事を進め、当初の予定どおり平成２５年度の竣工を目指
す。
・湘南台文化センターは課題の整理、手続きが終了し、予定どおり平成２３年度
から指定管理者制度を導入した。
・多様な任用形態の活用については、それぞれの業務領域に即した任用を行
い、効率的な業務執行を行うことができている。

　「藤沢市経営戦略プラン」に基づく取組成果（見込み）

◎各取組項目の成果（見込み）について
　経営戦略プラン実施計画は、進行管理の過程において新たに取り組むべき課題が生じた場合は、随時取組課
題を追加できることとしている。当初、取組項目数は５４、実施計画数は６１。現時点では６３実施計画について取
り組んでいる。また、殆どの実施計画に数値目標を設定し、取組を進めてきた。

　　（２）官民連携の推進
　　（多様な主体との協働）

方 針 施 策

　第３次までの効率性、経済性の追求による人員削減効果、歳出削減効果を成果として求める行政改革に加え、
経営戦略プランでは、こうした「削減」による行政システムのスリム化だけではなく、経営という新たな視点で限られ
た経営資源を効率的、効果的に活用し、公共サービスの充実を図るための施策として、「市民と取り組む公共経
営」、「市民のための分権」、「人材の最適活用」、「効率的で効果のある行政経営」、「健全な財政運営」をその柱
として進めてまいりました。
　経営戦略プランによる「新しい公共」の視点に基づく取組の主な成果として、多様な主体との協働による公民連
携の推進により、公民館や図書館の運営にあたって「市民力」・「地域力」を活かした「地域住民組織」或いは、「市
民主体のＮＰＯ団体」による市民運営がスタートしました。また、広域連携の推進によって、スポーツ施設や図書館
等の近隣自治体との相互利用の拡大を図ってまいりました。平成２４年７月にはパスポートセンターを辻堂駅前の
湘南Ｃ－Ｘにおいて開設する予定で具体的な取組を進めております。地域分権の推進では、地域経営会議を創
設し、平成２２年度から１２６件の業務を本庁から地域に移譲し、予算と権限を地域に移すことによって、地域完結
型事業執行を推進してまいりました。
　こうした取組に加え、効率的な行政運営と健全な財政運営に努めるべく、事務事業評価への成果指標とコスト
分析の導入と公表等、様々な取組を合わせて進めてまいりました。
　今後につきましても、長引く景気低迷と人口減少傾向の中、将来的な税収をはじめとした収入の減収が見込ま
れる一方、老朽化した公共施設の再整備、或いは、下水道、橋梁等の公共インフラの更新、適切な維持管理によ
る長寿命化等の喫緊の課題に加え、少子高齢化に伴う介護・医療費の負担等、財政支出の負担要素は増すば
かりであります。こうした現状を直視し、将来を見据えた対応を図るためには、手綱を緩めることなく引き続き、行政
改革に取組んでいかなければなりません。
　この３年間の取組により培ってまいりましたこれらの成果を生かし、継続・発展させることにより、生産性の高い組
織を構築し、市民満足度の向上と行財政の効率化に立脚した行政経営の実現を引き続き目指してまいります。
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主 な 実 施 計 画 の 進 捗 状 況

　　（３）広域連携の推進

・広域行政の推進については、法定協議会として「湘南広域都市行政協議会」を
設立。平成２４年７月（予定）にはパスポートセンターの開設など、具体的な取組
について検討を進めている。また、鎌倉市や大和市との災害時の相互応援協定
など、近隣自治体との連携を深めている。
・市町村消防の広域化については、｢神奈川県消防広域化推進計画｣で示され
た市町で検討・協議を進め、相模川を東西に分けた新たな枠組みで検討を進め
ていくこととした。
・スポーツ施設、図書館等の相互利用については、近隣市との積極的な連携に
より拡大が図られた。美術館の広域利用についても２市１町の収蔵作品展を開
催した。
・観光振興の推進については、市外での観光ＰＲや、藤沢・鎌倉市都市連携懇
談会による新たな観光商品の開発を進めている。
・その他の広域行政の推進については、村岡・深沢地区全体整備構想の推進や
鉄（軌）道の整備の促進をはじめ、十分に協議をしながら進めている。

・資産白書の公表、事業別・公共料金のトータルコストなどについての掲示や、
市民センター・公民館のトータルコストを各施設に設置された災害ベンターに表
示するなど、積極的な情報公開に努めている。

２．市民のための分権

全体としては、ほぼ予定どおり進捗している。
（３）市民参画の促進については、おやじの会の設置数や公園愛護会の設立数
等に未達成の部分はあるものの、市民のための分権という大きなカテゴリーに
おいては、概ね順調に推移していると認められる。
今後も、多くの市民が行政に参画できる体制づくりを進めていくことが重要であ
ると考える。

　　（１）庁内分権の推進

・市民ニーズに迅速かつ的確に対応できる組織体制の確立については、平成２
２年４月に本庁から地域への権限の移譲を開始し、それに対応できる職員を配
置した。また、平成２３年度には、移譲した業務についての検証を行った。
・内部統制の強化については、平成２３年８月に全庁的な導入フレームの構築を
行い、１１月に基本方針を策定し、平成２４年１月から全庁的な導入を進めてい
る。

　　（２）地域分権の推進

・地域防災力の強化の推進については、訓練等の予算と権限の移譲、防災教
育・応急手当教育の実施、救命講習会の実施等、予定どおりに進捗している。
・地域完結型事業執行の推進については、地域住民ニーズへの迅速な対応を
基本としており、平成２２年度には５９件、平成２３年度６７件の業務を本庁から地
域へ移譲した。現時点で平成２４年度２９件の業務の移譲を予定している。
・地域独自の収入の確保については、平成２２年４月に「地域まちづくり基金」を
設置し、また、広告料収入の確保などにも努めている。
・地域経営会議の創設については、湘南台地区におけるモデル実施を経て、当
初予定よりも早く平成２１年１０月には全地区に設置することができた。そのため、
取組項目名を｢地域経営会議の運営｣に変更し、各地域ごとに地域まちづくり計
画の策定等を行った。今後、地域独自の施策の展開を支援していく。

　　（３）市民参画の促進

・審議会等への市民公募委員の参画の促進については、平成２２年２月に新た
な基本方針等を制定し、市民公募委員の割合など、具体的な数値目標も設定し
て取り組んでいる。
・多様な世代による地域貢献活動の促進については、おやじの会の設置数は、
目標を下回っているが、各団体へのアンケート調査や交流会、活動事例発表会
や講演会を実施するなど活発に活動している。今後も全校設置を目指していく。
・公園等公共施設の市民及び地域団体主体の管理の推進については、平成２２
年度に１３地区で連絡協議会を設立し、連携を密にしているが公園愛護会の設
立数は目標を下回っている。

　　（４）情報公開と説明責任の
　　　　　更なる推進

方 針 施 策
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主 な 実 施 計 画 の 進 捗 状 況

３．人材の最適活用
全体として、ほぼ予定どおりに進捗している。
今後も各種研修を実施し、職員自らが経営者であるという意識及び組織力の向
上を図ることが重要であると考える。

　　（１）人材育成・適正配置

・専門分野への社会人採用等優れた人材の確保とスペシャリスト・エキスパート職
員の育成については、採用年齢を拡大した民間経験技術者の採用試験を実施
した。また、平成２２年度に５人、平成２３年度には４人の職員について、専任職
制度の活用による人事配置を行った。
・計画的なジョプローテーションとジョブチャレンジ制度及びフリーエージェント制
度の導入の検討については、平成２２年度に２人、平成２３年度に２人の職員に
ついて、フリーエージェント制度による人事配置を行った。

・アントレプレナーシップ事業や特定課題等をテーマとした提案制度の推進につ
いては、平成２１年度は３７件、平成２２年度は５２件、平成２３年度は４６件と職員
から多くの提案がされた。平成２２年度に提案された事業については、基本的に
全事業実施に向けて取組を進めていく。平成２３年度から｢職員政策イノベーショ
ン事業｣に改め、職員のモチベーションの向上と若手職員の政策立案・形成能力
の向上を図っている。

　　（３）人事評価制度の強化

・目標設定研修や人事評価研修を実施するとともに、人事評価推進委員会及び
人事評価苦情審査会を設置した。新たな評価項目の検討及び評価結果の給与
等への反映の検討については、部長級職員の評価を勤勉手当に反映させてい
る。

行政評価制度のリニューアルを行い、事業仕分けの実施と事業再構築手法を
確立したことは、計画どおりに進捗したものと認められる。また、経済危機の影
響による市税収入の大幅な減収が予測されるなかで、収入確保対策としてコン
ビニ収納を予定どおり開始するなどの取り組みを強化しており、今後も体系的な
取組が必要であると考える。

　　（１）行政評価制度の改善

・事務事業評価シート等の改善及び評価結果の公表については、簡素でわかり
やすい評価システムの構築を行い、評価結果の公表を行うなど、予定どおりに進
捗している。
・事務事業評価における第三者評価の更なる推進については、外部評価委員会
により、平成２１年度は従来どおり事務事業評価シートに基づく評価を、平成２２
年度は事業仕分けの仕分け人としての評価をしていただいた。平成２３年度は過
去、事業仕分けの対象となった事業の進捗状況を検証してもらうなど、第三者に
よる評価を充実させていく。

・劣後順位方式の導入については、｢行政評価｣・｢事業仕分け｣・｢スクラップ・アン
ド・ビルド｣の視点による事業再構築手法へ移行した。平成２３年度予算編成にお
いて事業再構築による要求制度を構築した。
・事業仕分けの導入については、平成２１・２２・２３年度と改善を加えて実施。平
成２１年度は２６事業を対象として約５，４００万円の財源効果を、平成２２年度は４
４事業を対象として約１４，２００万円の財源効果が得られた。平成２３年度は政
策・施策課題をテーマとしたテーマ型事業仕分けを実施。対象事業をはじめ、関
連事業も含めた事業の再構築を図っていく。

　　（３）収入の確保

・ネーミングライツ制度の導入については、提案要綱の策定及び募集を実施した
が、社会経済状況の低迷等の要因により、応募件数は少なく、予定どおりの進捗
には至らなかった。しかし、平成２２年度に１事業について実施することができた。
・保有資産の有効活用については、公有地活用検討委員会において検討を続
けている。
・コンビニ収納は平成２２年４月から実施した。これにより、全国４４，０００店舗のコ
ンビニで３６５日２４時間、税料の納付が可能となり、納付環境が整備された。平
成２３年１１月現在の利用率は２０．５６％となっている。また市税の徴収率は、滞
納繰越分で１．６８％上昇しており、コンビニ対象税目全体では前年同月対比０．
３９％の増となっている。
・滞納整理手法の体系化と滞納処分等のノウハウの共有化については、滞納整
理手法のマニュアル作成に取り組み、税・料等の相互連携を図っている。
・公共料金のトータルコストに基づく使用料・手数料等の見直しは、平成２２年度
に見直しを行い、平成２３年度に料金を改定した。
・法人立保育所への保育料収納事務の委託については、法人立保育園との協
議を重ね、一部の園で平成２２年度に実施を開始した。

方 針 施 策

　　（２）職員の意識改革
　　（経営的な意識の向上）

　　（２）スクラップ・アンド
　　　　・ビルドの徹底

４．効率的で効果のある
　　行政経営
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主 な 実 施 計 画 の 進 捗 状 況

５．健全な財政運営

年々増加する扶助費などの義務的経費の負担に対応するため、事務事業の見
直しと選択と集中による事業の重点化を図り、長期安定的な財政運営を確保す
ることが重要であると考える。
公債費比率や市民病院の経常収支比率など目標を達成していることから、現在
のところは予定どおり進捗している。

　　（１）健全な財政運営の確保

・市債の計画的な発行と有効活用による財政健全性の維持について、公債費
は、第３次行政改革での数値目標のひとつでもあり、１０％以下を達成できた。
・市民病院については、経常収支比率について平成２２年度は目標を上回る実
績を上げており、平成２３年度も１００％以上の確保を目指す。再整備事業につ
いては、予定どおり進んでいる。

　　（２）新たな財政指標の活用

・財政健全化法お知らせ版の作成については、財政指標により財政の健全化を
チェックし、市民への情報提供を行うものとして、平成２１年度に第３次行政改革
継続課題でも掲げている実質公債費比率等も示された、「わかりやすい藤沢市
の財政」を平成２１年度から作成、配布。各種審議会、出張講座、研修等でも活
用されており、予定どおり進捗している。

・簡素でわかりやすい財務４表の作成と公表については、貸借対照表・行政コス
ト計算書・資金収支計算書・純資産変動計算書を作成し、ホームページ等で広く
公開した。予定どおり進捗している。

　　（３）公会計制度の
　　　　整備・改善

方 針 施 策
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経営戦略プラン　取組項目　実施計画 一覧表

取組項目

実施計画

(1) 市場主義と市民主義

 ① 市場主義による市場メカニズムを活用した改革の推進

② 市民本位の市民主義の視点に立った人によるサービスの充実

(2) 官民連携の推進（多様な主体との協働）

① 官民連携事業の推進

ｱ （仮称）公共サービス民間事業化提案制度の導入 8

ｲ ＮＰＯ及び市民活動団体等との協働事業の推進

　(ｱ)　市民団体・行政からの提案事業　 9

　(ｲ)　生ごみの堆肥化等地域レベルの廃棄物対策・資源化事業　 10

  (ｳ)　公民館運営における地域住民組織による管理運営方式の導入　 11

  (ｴ)　新たな図書館の経営体制の構築 12

ｳ 子育て支援サービスにおける官民連携事業の推進

　(ｱ)　保育環境の整備と充実　 13

　(ｲ)　子育て支援事業の推進　 16

ｴ コンビニエンスストアを活用した住民票等の証明書交付の検討 19

ｵ 地方卸売市場の活性化 20

② ＰＦＩ事業・指定管理者制度の推進

ｱ ＰＦＩ事業の導入の推進

　(ｱ)　公共施設建設時のＰＦＩ事業導入の推進　 21

　(ｲ)　ＰＦＩ方式によるリサイクルセンター整備事業の検討　 22

ｲ 指定管理者制度の導入の推進 23

③ 多様な任用形態職員の活用  

ｱ 窓口業務等における多様な任用形態職員の活用 24

(3) 広域連携の推進

① 広域行政の推進・強化

ｱ 広域行政の推進 25

ｲ 市町村消防の広域化 27

ｳ スポーツ施設・図書館等公共施設の相互利用の拡充

　(ｱ)　体育館等体育施設の相互利用の拡大　 28

　(ｲ)　図書館の相互利用の拡大　 29

　(ｳ)　美術館の広域利用の推進　 30

ｴ 村岡・深沢地区全体整備構想の推進 31

② 環境対策、産業振興対策及び観光施策等の広域連携の推進

ｱ 湘南エコウェーブの推進等環境関連事業の広域的展開 32

ｲ 広域連携による産業振興の推進 35

ｳ 広域連携による観光振興の推進 36

ｴ 主要幹線道路整備事業の促進 37

ｵ 鉄（軌）道の整備の促進 38

(4) 情報公開と説明責任の更なる推進

① 保有資産の状況、事業別のトータルコスト、公共料金のトータルコスト及び借入金の状況等の公表

ｱ 資産白書の作成と公表 40

ｲ 事業別のトータルコスト、公共料金のトータルコストの公開 41

ｳ 借金時計の設置 42

② 情報通信機器等を活用した情報発信の推進

ｱ 広報メディアを活用した情報発信の充実 43

ページ

１．市民と取り組む公共経営
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取組項目

実施計画
ページ

(1) 庁内分権の推進

① 庁内分権の推進

ｱ 市民ニーズに迅速かつ的確に対応できる組織体制の確立 44

ｲ 内部統制の強化 45

(2) 地域分権の推進

① 権限と予算の地域移譲

ｱ 地域防災力の強化の推進 46

ｲ 地域完結型事業執行の推進 48

ｳ 地域独自の収入の確保 49

② 地域主体のまちづくりの推進

ｱ 地域経営会議の運営 50

(3) 市民参画の促進

① 福祉・環境・教育施策等の取り組みへの市民参画の促進

ｱ 審議会等への市民公募委員の参画の促進 51

ｲ 多様な世代による地域貢献活動の促進 52

ｳ 地域経営会議の運営（再掲） 50

ｴ 低炭素都市づくり事業の推進 53

② 公共施設の市民及び地域主体の管理の推進

ｱ 公園等公共施設の市民及び地域主体の管理の推進 57

(1) 人材育成・適正配置

① 優れた人材の確保・育成と専門職制の確立

ｱ 専門分野への社会人採用等優れた人材の確保とスペシャリスト及びエキスパート職員の育成

　（ｱ)　社会人採用・スペシャリスト及びエキスパート職員の育成　 58

　（ｲ)　子育てコーディネーターの育成　 59

② 適材適所の職員配置を推進するための制度の充実

ｱ 計画的なジョブローテーションとジョブチャレンジ制度及びフリーエージェント制度の導入の検討 60

③ 横断的な人材配置による組織のスリム化及び活性化の推進

ｱ 技能労務職員のあり方の検討

(2) 職員の意識改革（経営的な意識の向上）

① 事業化提案制度の導入

ｱ アントレプレナーシップ事業や特定課題等をテーマとした提案制度の推進 61

② 職員の意識改革の推進

ｱ 人材育成システムの機能的運用 62

(3) 人事評価制度の強化

① 人事評価制度の充実・推進

ｱ 新たな評価項目の検討及び評価結果の給与等への反映の拡大 63

３．人材の最適活用

２．市民のための分権
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取組項目

実施計画
ページ

(1) 行政評価制度の改善

① 行政評価制度の見直し

ｱ 事務事業評価シート等の改善及び評価結果の公表 64

② 第三者評価の充実

ｱ 事務事業評価における第三者評価の更なる推進 65

(2) スクラップ・アンド・ビルドの徹底

① 事業選択の優先順位方式から劣後順位方式への転換

ｱ 劣後順位方式の導入（事業再構築へ移行） 66

② スクラップ・アンド・ビルドの徹底による事業の選択と集中

ｱ 事業仕分けの導入 67

(3) 収入の確保

① 保有資産の有効活用による新たな収入の確保

ｱ ネーミングライツ制度の導入 68

ｲ 公有財産の有効活用

　(ｱ)　保有資産の有効活用　 69

　(ｲ)　地方卸売市場の遊休地活用　 70

② 効率的な税・料等の収入の確保

ｱ コンビニ収納の導入による納付環境の整備 71

ｲ 滞納整理手法の体系化と滞納処分等のノウハウの共有化 72

ｳ 公共料金のトータルコストに基づく使用料・手数料等の見直し 73

ｴ 法人立保育所への保育料収納事務の委託 74

③ 積極的な企業誘致による税収の拡大

ｱ 企業立地等促進事業の推進 75

(1) 健全な財政運営の確保

① 計画的な市債発行による財政健全性の維持

ｱ 市債の計画的な発行と有効活用による財政健全性の維持 76

② 財政収支均衡の維持と自主財源の確保

ｱ 実質収支比率の維持と自主財源の確保 77

③ 病院事業の健全経営

ｱ 市民病院経営健全化プランに基づく健全経営の推進及び新たな経営形態の研究 78

(2) 新たな財政指標の活用

① 財政指標の公表

ｱ 財政健全化法お知らせ版の作成（家計簿等に例えた具体的で分かりやすい財政指標） 79

(3) 公会計制度の整備・改善

① 財務4表の作成と公表

ｱ 簡潔で分かりやすい財務４表の作成と公表 80

５．健全な財政運営

４．効率的で効果のある行政経営
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所管課

ア

・
・

・

・

・

・

・

・

・

検討委員会による検討 公募・選定、実施

概要

目標

取
組
項
目
の
内
容

平成21年度
具体的な
取組内容

「藤沢市公民連携基本方針」の策定及び「藤沢市公民連携事業化提案制度要綱」を制
定した

取組
項目名

・本市における官民連携のあり方を検討する委員会として、「藤沢市公民連携あり方検
討委員会」を設置し、官民連携に関する基本的な考え方を整理するとともに、（仮称）
公共サービス民間事業化提案制度について検討を進めた

平成22年度
具体的な
取組内容 審査委員会によって採択された２７提案について、その事業化の可能性について検

討・整理を行った

平成22年度公民連携事業化提案制度により提案のあった次の3事業について、この提
案によるアイデアを活用し、これらの事業を継続実施する
（市民電子会議室事業、環境啓発事業、子育て情報ネットワーク事業）

平成23年度
具体的な
取組内容

目標値
（効果額等）

事業化する件数
実績値(見込み)

（効果額等）

スケジュール

（仮称）公共サービス民間事業化提案
制度の導入

平成２１年度（実績）

３件－

３件

取組項目番号

公民連携を有効かつ効果的に活用するための課題整理を進める

市民経営推進課

　質の高い公共サービスを適切なコストで提供することを基本として、官と民の役割
を明確にしながら、多様な主体との協働による行政サービスの提供を進めることを目
的として、（仮称）公共サービス民間事業化提案制度を導入する。

　官と民の役割を明確にし、質の高い公共サービスを適切なコストで提供することに
よって、効率的かつ効果的な執行体制を構築するとともに、組織のスリム化や定員の
削減にも併せて取り組む。

平成２３年度（予定）

取組項目　実施計画書

所管部

1

（2）

① 官民連携事業の推進

推
進
方
策

官民連携の推進（多様な主体との協働）

市民と取り組む公共経営

1-(2)-①-ｱ

公民連携推進委員会及び公民連携事業化提案審査委員会を設置した

公民連携事業化提案制度による提案の募集・審査委員会による審査（４６提案）を
行った

・藤沢市公民連携あり方検討委員会より、「藤沢市公民連携のあり方について」の提言
を受けた
・藤沢市公民連携基本方針（案）を策定した
・（仮称）公民連携事業化提案制度を構築した

平成22年度に審査委員会により採択された提案の事業への反映について新総合計画や
様々な課題を踏まえ検討をさらに進め、推進委員会により本制度のモニタリングにつ
いて検討する

平成23年度に事業化を進める３事業について、事業者の選定等を行った

経営企画部

平成２２年度（実績）

（仮称）公共サービス民間事業化提案制度の導入

公民連携を有効かつ効果的に活用するための課題整理を進めた

－

－ －

制度設計 モニタリング 
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所管課

イ

　

　

・相互提案型協働事業（前年度審査選考）の実施

　

　

実施 　

・市民活動団体からの提案事業（来年度実施予定協働事業）について、公募・審査選
考・公開プレゼンテーション・最終審査選考の実施

・相互提案型協働事業（前年度事業実施）の報告会及び評価の実施

　　自己評価・第三者機関評価

・行政からの提案事業は公民連携事業化提案制度と統合

・市民活動団体からの提案事業（来年度実施予定協働事業）について、公募・審査選
考・公開プレゼンテーション・最終審査選考の実施
・市民活動団体からの提案事業は、改定した｢藤沢市市民活動推進計画｣に基づいて取
り組んでいる
【基本的な施策３－４】市民活動団体提案協働事業の充実
　①事業の継続とともに、書類選考やプレゼンテーションを含めた選定方法の改善
　②市民活動団体がより申請しやすくなるよう、手続の見直し
　③協働コーディネーターの配置に向けた、他市事例研究と必要な機能の整理
　④市民活動団体のステップアップを促すための、制度設計の検討

取組項目　実施計画書

所管部

1

（2）

①

1-(2)-①-ｲ-(ｱ)取組項目番号

平成23年度
具体的な
取組内容

平成22年度
具体的な
取組内容

官民連携事業の推進

推
進
方
策

市民と取り組む公共経営

取
組
項
目
の
内
容

市民自治部

ＮＰＯ及び市民活動団体等との協働事業の推進

（ア）市民団体・行政からの提案事業
　多様化する公共サービスへの新たな対応として、市民活動団体と行政との相互の提
案による協働事業を推進し、市民力・地域力を活かしたまちづくりを進める。
・行政からの提案事業
・市民活動団体からの提案事業

官民連携の推進（多様な主体との協働）

概要

取組
項目名

市民自治推進課

目標 多様化する公共サービスへの新たな対応を図るとともに、市民協働を推進する。

平成２２年度（実績）平成２１年度（実績）スケジュール

・平成22年度以降に実施する協働事業について、公募・審査選考の実施
　　公開プレゼンテーションの実施
・前年度に審査選考された協働事業の実施
　　協定書の締結
・前年度に実施した協働事業の報告会及び評価の実施
　　自己評価・第三者機関評価

平成21年度
具体的な
取組内容

・平成22年度以降に実施する協働事業について、最終選考の実施
・行政からの提案事業について、（仮称）公民連携事業化提案制度との統合に向けて
の調整を行った

・「藤沢市市民活動推進計画」を改定

２０件
５件

5,000千円

５件
３件

11,583千円（9件）

・応募事業数
・選考事業数
・市提案事業実施に
よる削減額（千円）

目標値
（効果額等）

２０件
５件

5,000千円

２０件
５件

5,000千円

７件
３件

11,910千円（7件）

実績値(見込み)
（効果額等）

１６件
７件

4,037千円（7件）

平成２３年度（予定）

協働事業の実施



10

所管課

イ

・

・

・

・ 地域レベルでの生ごみ堆肥化推進モデル事業実施要綱及び申請関係書類等の作成

・ 生ごみ堆肥化推進モデル団体の選定（善行地区自治会連合会）

・ 選定団体と事業実施へ向けた詳細内容の調整、協定書の締結

・

・

・

・

・

事業実施準備 実施

平成２３年度（予定）

△１，２４４千円

△２８，０７０円 △１８４，０３２円

取組項目　実施計画書

所管部

１

（2）

①

生ごみ処理費・収集経費

△１，２４４千円０円

０円

推
進
方
策

資源廃棄物対策課

市民と取り組む公共経営

1-（2）-①-ｲ-(ｲ)

官民連携の推進（多様な主体との協働）

環境部

取組項目番号

官民連携事業の推進

目標値
（効果額等）

平成２２年度（実績）平成２１年度（実績）スケジュール

生ごみの堆肥化

実績値(見込み)
（効果額等）

目標

大型生ごみ処理機の機種の性能、特性等の比較検討

事業実施に向けた調査・研究

取
組
項
目
の
内
容

ＮＰＯ及び市民活動団体等との協働事業の推進

概要

取組
項目名

（要綱作成検討、先進的に取り組んでいる自治体を視察）

（イ）生ごみの堆肥化等地域レベルの廃棄物対策・資源化事業
　共同住宅や自治会などの地域団体と協働し、ごみの減量化・資源化を図る事業を
実施する。

　地域レベルでの生ごみの堆肥化に向け、高速生ごみ処理機を配備し、本事業の担
い手となる地域団体を選定し、３０～５０世帯の共同住宅のケースと地域の自治会
のケースの２パターンの実施団体によりモデル実施する。
　このモデル実施により、日々の生ごみ投入や堆肥の抜き取り、活用などの高速生
ごみ処理機の運営管理のシステムを構築し、併せてデータ取得による検証のうえ、
事業の見直しを行う。

１台目（１２ヶ月）、２台目（２ヶ月）稼働予定

平成22年度
具体的な
取組内容

平成23年度
具体的な
取組内容

平成21年度
具体的な
取組内容

生ごみ堆肥化モデル事業の検証

生ごみ堆肥化推進モデル団体の選定（集合住宅を中心とした自治会等）

大型生ごみ処理機の設置（２台目）及びモデル事業実施

大型生ごみ処理機の設置及びモデル事業開始（Ｈ２３．１善行地区に導入，約３ヶ月間稼働）

ごみＮＥＷＳによる事業周知
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市民と取り組む公共経営

所管課

イ取
組
項
目
の
内
容

１館 １１館

取組項目　実施計画書

所管部

1

（2）

①

推
進
方
策

概要

取組
項目名

ＮＰＯ及び市民活動団体等との協働事業の推進

（ウ）公民館運営における地域住民組織による管理運営方式の導入
　公民館の運営について、地域団体とのより一層の協働を図るため、地域住民組
織による管理運営方式を導入する。

官民連携事業の推進

生涯学習部 生涯学習課

取組項目番号 1-(2)-①-ｲ-(ｳ)

官民連携の推進（多様な主体との協働）

１館 １１館

残りの併設公民館
１０館に導入

平成２２年度（実績）

湘南台公民館で
先行実施

平成２３年度（予定）平成２１年度（実績）

目標値
（効果額等）

実績値(見込み)
（効果額等）

自主運営方式の導入
導入に向けた
準備・調整

スケジュール

自主運営方式の
導入館数

平成22年度
具体的な
取組内容

　より地域に密着した公民館の運営を図るため、地域に根ざした住民組織による
自主運営方式の研究・検討を進め、モデル館を選考して先行実施するとともに、
その状況を検証するなかで、併設公民館全てに住民組織による自主運営方式の導
入を目指す。

　平成２２年度より、湘南台公民館で、従来より行政職員が担ってきた公民館業
務を地域住民自らが主体となって運営管理にあたる自主運営方式を先行実施する
ため、住民組織の編成・執行体制・業務委託の仕様の検討・運営方法・生涯学習
課の支援等々について、湘南台公民館をはじめとする各公民館と連絡調整を図
り、円滑な住民組織による自主運営方式への移行準備をすすめた。

・湘南台公民館での地域住民組織による自主運営方式の先行実施の状況について
検証及び検証結果を踏まえた改善に向けた調整を行った
・残りの１０併設公民館で、地域住民組織の立ち上げに向けた人材の確保や業務
引き継ぎのための準備をすすめた
・公民館の市民運営や地域の社会教育活動を支える人材育成のため「社会教育
コーディネーター養成講座」を開催した
・市民運営に移行した際に必要となる環境の整備や、全館に共通する業務にかか
る手引き書・帳票類の整備等、準備に取り組んだ

目標

平成21年度
具体的な
取組内容

・湘南台公民館における先行実施の状況をもとに、４月１日から残りの１０市民
センター併設公民館においても市民運営団体による自主運営方式を導入した
・利用者に実施したアンケートでは、公民館の運営・サービスについては前年と
変わりなく提供されているとの意見が多く、市民運営に移行後も順調な運営がさ
れていることがうかがわれた。また、市民運営団体等への聞き取りによる検証も
行い、現状の確認や課題の把握などに努めた
・各公民館ごとに設置されていた公民館長の諮問機関である公民館運営審議会
は、全市的な視野で公民館運営等について審議するひとつの公民館運営審議会と
して再編した
・生涯学習課は各地域の公民館が円滑に運営されるよう支援するとともに、全公
民館共通の課題解決に取り組む

平成23年度
具体的な
取組内容
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市民と取り組む公共経営

所管課

イ

・

・

・

・

・

・

・

・

・ 4月から辻堂市民図書館においてＮＰＯ法人による図書館運営とその検証を開始した

・ 検証結果は良好で、利用者アンケートを実施したが、満足度は直営時と変わらなかった

・ ＮＰＯ法人との定期的な連絡・調整を行った。図書館協議会に運営状況を報告した

・ 辻堂市民図書館での運営が順調に行われているため、平成２４年度から、湘南大庭市民

図書館にＮＰＯ法人による図書館運営を拡大するために準備を開始した

　

検討・協議 ＮＰＯ等の設立支援 移行

移行準備

目標値
（効果額等） 協働事業の実施に

伴うコスト削減額

平成２３年度（予定）

実績値(見込み)
（効果額等）

スケジュール 平成２２年度（実績）平成２１年度（実績）

11,265(千円）

13,012(千円）（見込み）

取組項目　実施計画書

所管部

1

（2）

①

推
進
方
策

総合市民図書館

取組項目番号 1-（2）-①-ｲ-(ｴ)

取
組
項
目
の
内
容

生涯学習部

官民連携の推進（多様な主体との協働）

概要

取組
項目名

ＮＰＯ及び市民活動団体等との協働事業の推進

（エ）新たな図書館の経営体制の構築
　第３次行革で導入した専門業務員制度の成果を踏まえて、市民との協働事業を主
体とした新たな図書館の経営体制（ＮＰＯによる図書館運営等）を構築する。

官民連携事業の推進

目標
　図書業務員や図書館ボランティアなどの人材を活用して、藤沢市独自の「市民
力」による市民主体の新たな図書館の執行管理体制の導入を実施する。

平成21年度
具体的な
取組内容

第３次行革課題の検討結果として、新たな「市民力」による図書館経営の方向付け
を行った

ＮＰＯ等による運営の課題整理と検討を行った（検討プロジェクトの設置）

新たな運営体制について関係団体との協議を進めた

新たな執行管理体制への移行

新たな運営体制について関係団体との協議を進めた

平成23年度
具体的な
取組内容

ＮＰＯ等の設立に向けた支援を行った

委託仕様の策定、契約準備等を行う

現行業務員等のＮＰＯスタッフ等への移行準備、研修等を行う

平成22年度
具体的な
取組内容

検討プロジェクトでＮＰＯ等による運営の課題整理と検討を行った
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所管課

ウ

取組項目　実施計画書

所管部

１

（2）

① 官民連携事業の推進

推
進
方
策

保育課こども青少年部

子育て支援サービスにおける官民連携事業の推進

①平成23年度までに３箇所以上の施設（法人）に投資を図り、藤沢市保育所整備計画（ガイ
ドライン）に基づく保育所の新設及び改修等により、待機児童の解消と特別保育の拡充を図
る
②公立保育所は、建て替え等の整備に合わせて、運営形態を含めた検討を行う
③地域力・市民力を活用して、地域団体やＮＰＯ等と連携した、保育ママ制度の導入等多様
な保育提供手段の体制を確立する
④客観的な観点から保育所の運営等の評価を行うことで、保育の質の維持と改善を図る

官民連携の推進（多様な主体との協働）

取組項目番号 1-（2）-①-ｳ-(ｱ)

市民と取り組む公共経営

平成21年度
具体的な
取組内容

平成22年度
具体的な
取組内容

・社会福祉法人立保育所１園の耐震改築補助事業について工事が着手されたが、工期が延長
となったため補助金予算を翌年度に繰り越し、平成22年6月中の新園舎完成を目指すことと
した
・安心こども基金（国県制度）を活用して平成22年4月開設の社会福祉法人立保育所及びＮ
ＰＯ法人立保育所計２園の開設経費を助成し、定員120人増を図った

公民連携の視点に加え、国等の助成制度が活用できることから、法人による施設整備を進
め、待機児童の解消と特別保育の拡充を図った。
・4月1日に新園2園を開設した
　石上保育園（定員60人）
  保育園小さなほし（定員60人、一時預かり10人、病後児保育6人）
・前年度から繰り越した法人立保育所の耐震改築工事が7月に完了し、8月より新園舎での保
育を開始した
　富士見保育園（定員23人増、一時預かり10人）
・平成23年4月開設に向けて社会福祉法人による新設保育所2園の建設費等の助成及び準備・
調整を行い、年年度内に工事を完了した
　キディ湘南Ｃ－Ｘ（定員200人）
　グリーンキッズ湘南（定員140人）
・平成23年4月開設に向けて法人による既存保育所の分園設置・増改修に対する建設費等の
助成及び準備・調整を行い、年度内に工事を完了した
  キディ鵠沼・藤沢分園（定員24人）併せて本園の定員を拡大（定員28人増）
　五反田保育園分園増築改修（定員57人増）
・安心こども基金（国県制度）の活用　※平成23年度まで延長
・法人の借入金元金補助（県制度）活用　※平成22年度借入開始分まで

取組
項目名

（ア）保育環境の整備と充実
　待機児童の解消を図るために、社会福祉法人による保育所の新設や施設整備に対する助成
等の投資を積極的に行う。また、公立保育所は、建て替え等の時期に合わせて、運営形態を
含めた検討を行う。さらに地域で活動する団体・ＮＰＯ等の資源やスキルを活用した多様な
保育提供手段の導入を推進する。
＜事業名＞
①保育所の施設整備への積極的な助成等の投資
②公立保育所の整備と運営形態を含めた検討
③ＮＰＯ等との協働保育事業の実施
④第三者評価制度の導入

取
組
項
目
の
内
容

概要

目標

藤沢市保育所整備計画（ガイドライン）を策定し、次の取組を推進する。
①保育所の施設整備への積極的な助成等の投資
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実施

　　②小糸・高山保育園屋上防水工事を実施

運営形態を含めた整備の検討

公立保育所の整備

　　①小糸保育園庇修繕・ホール床張替工事を実施した

4,769人

・既存施設の改修等（またの保育園空調設備）
・藤沢市保育所整備計画の策定

保育環境の整備として、施設の改修及び園庭の芝生化の実施。
①柄沢保育園の３歳児・４歳児・５歳児クラスの空調整備工事を実施した
②園庭の芝生化　１１園実施予定。善行保育園９月実施済み。他園３月実施予定

運営形態を含めた整備の検討
 
 公立保育所については、役割・責務を明確にし、地域子育て支援ネットワークを構築してい

く上で、最低１０箇所以上は必要であるとし、保育所の施設整備計画については、平成24年
度に策定していくこととした。
なお、その施設整備については、周辺の公共施設整備計画等に合わせ、民設民営も含めた手
法や運営形態の検討を含め、公民連携の視点で検討を進めていく。

平成２１年度（実績）

②公立保育所の整備と運営形態を含めた検討

地域の子育て支援を推進していくために、市内を４つのブロック（南東部、南西部、中部、
北部）に区分した地域子育て支援ネットワークの構築の検討と合わせて、公立保育所の運営
形態の検討を行った。

平成２３年度（予定）平成２２年度（予定）

2施設（340人増）

国・県等の助成制度を活用し、法人による施設整備を進め、引き続き、次世代育成支援行動
計画（後期計画）又は藤沢市保育所整備計画に基づき、待機児童の解消及び特別保育の拡充
を図っていく。
・4月1日に新園2園、分園1園を開設するとともに、既存分園の増築改修と既存本園の定員拡
大により定員449人増を図った
　キディ湘南Ｃ－Ｘ（定員200人、休日保育10人、病後児保育6人、一時預かり10人）
  グリーンキッズ湘南（定員140人、休日保育10人、一時預かり10人）
　キディ鵠沼・藤沢分園（定員24人）併せて本園の定員を拡大（定員28人増）
　五反田保育園分園増築改修（定員57人増）
・平成24年4月開設に向けて法人による分園設置・増築改修に対する建設費等の助成及び準
備・調整を行っている
  高谷保育園増築改修（定員38人増）
　下土棚保育園改修（定員6人増）
　ときわぎ保育園分園新設・本園改修・屋内遊戯場改築（定員50人増）・・・一時預かり実
施予定（分園・本園ともに）
　藤沢ベビーセンター保育室増設（定員11人増）
・平成24年10月開設に向けて社会福祉法人による新設保育所の建設費等の助成及び準備・調
整を行っている。※12月補正で翌年度に繰越
　柄沢区画整理区域内保育所（定員140人）

平成23年度
具体的な
取組内容

4施設（105人増）

4,635人

2施設（120人増）

4,555人

実績値(見込み)
（効果額等） 4,192人 4,664人

3施設（143人増）

4,215人

スケジュール

平成22年度
具体的な
取組内容

平成21年度
具体的な
取組内容

公立保育所の整備

保育環境の整備として、国の交付金（きめ細やかな臨時交付金）制度を活用して、施設の改
修を行った。

平成23年度
具体的な
取組内容

5施設（472人増）

保育所の施設整備への積極的な助成等の投資

目標値
（効果額等） 投資対象施設数

・
保育所定員数
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屋根、外壁、給排水・空調設備改修

運営形態を含めた検討

1 箇所 4 箇所

1 箇所 2 箇所

１．家庭的保育事業の導入

検討・研究 実施

団体募集等準備

0 人

・公立保育所実施に向け、評価者の選定を行った

検討・試行 実施

13園以上

実績値(見込み)
（効果額等）

2園 2園 2園

目標値
（効果額等）

実施園数

2園 4園以上

目標値
（効果額等）

0人

第三者評価制度の導入

平成２３年度（予定）平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績）スケジュール

ＮＰＯ等との協働保育事業の実施

④第三者評価制度の導入

　民間の評価機関による保育所の運営等に関する第三者評価を行うことで、保育の質の維持と改
善を図った。

8件締結（4件追加）

40人（20人増）協働事業締結件数
・

保育定員数

平成２１年度（実績）スケジュール

平成23年度
具体的な
取組内容

１．家庭的保育事業については、引き続き保育者の募集を行い、事業の拡充を図っていく。
　　　①家庭的保育者　　　　　　　１名認定
　　　②家庭的保育の実施　　　　　９月より１名保育開始
　　　③家庭的保育者認定申請　　　２名（うち１名研修受講終了）

③ＮＰＯ等との協働保育事業の実施

平成21年度
具体的な
取組内容

１．家庭的保育事業（保育ママ）のガイドライン策定及び家庭的保育者を募集
２．NPO及び子育てグループ等との協働保育事業の研究、検討

実績値(見込み)
（効果額等）

平成22年度
具体的な
取組内容

　市民力の活用により、待機児解消・多様な保育形態の導入を図るために、家庭的保育事業
を再検討し、家庭的保育者の募集を行った。

　　　保育者の認定研修・施設改修助成の実施

２．学生から提案のあった「参加型保育」の研究を行ったが、保育時間や保護者が保育に参加す
　　るなど、課題があり、実践に至らなかった。

１2箇所

スケジュール 平成２１年度（実績） 平成２３年度（予定）平成２２年度（実績）

１件

１人

平成２３年度
具体的な
取組内容

保育所の質の維持・向上を図るために、引き続き、民間の評価機関による第三者評価を実施。
・公立保育所での実施（鵠沼・柄沢保育園）
・子ども・子育て新システムの中で、第三者評価の実施が努力義務化することが検討されているこ
とから、その実施について法人立保育所への働きかけを行っていく

4件締結

20人（20人増）

・公立保育所で実施した（辻堂・善行乳児保育園）

平成21年度
具体的な
取組内容

・公立保育所２園（藤沢・湘南台保育園）で評価実施

平成22年度
具体的な
取組内容

実績値(見込み)
（効果額等）

0件

平成２２年度（実績） 平成２３年度（予定）

公立保育所の整備と運営形態を含めた検討

目標値
（効果額等）

保育所数
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所管課

ウ

①つどいの広場の増設及び「藤沢版つどいの広場」事業の実施

・

・ 「藤沢版つどいの広場」事業の実施

明治地区　　　　　　　　　　月９回　

長後地区　　　　　　　　　　月３回

村岡地区　　　　　　　　　　月２回

湘南大庭・片瀬・藤沢地区　　月１回　　　

合計６地区で実施されている「つどいの広場」に準じた取り組みに対して補助金を交付

市民力・地域力を活かした子育て支援事業を実施した。

１．公設民営型のつどいの広場事業

２．地域子育て支援団体の活動を支援し、藤沢版つどいの広場事業として実施

市民力・地域力を活かした子育て支援事業の推進

１．公設民営型のつどいの広場事業

　中里子供の家内に４カ所目の「中里つどいの広場」を開設した。（４月）

２．地域子育て支援団体の活動を支援し、藤沢版つどいの広場事業を７地区で実施

平成23年度
具体的な
取組内容

目標

つどいの広場事業

鵠沼と善行に続き３カ所目となる藤が岡地区での開設に向けた準備

取組項目　実施計画書

取組項目番号 1-(2)-①-ｳ-(ｲ)

推
進
方
策

１ 市民と取り組む公共経営

（2） 官民連携の推進（多様な主体との協働）

① 官民連携事業の推進

取
組
項
目
の
内
容

所管部

中里子供の家改築事業に合わせ、北部方面での開設に向けた準備
平成22年度
具体的な
取組内容

藤が岡地区に市内３カ所目となる「つどいの広場」を開設（４月）

取組
項目名

子育て支援サービスにおける官民連携事業の推進

概要

平成21年度
具体的な
取組内容

こども青少年部 子育て支援課

（イ）子育て支援事業の推進
　子育て家庭(世帯）への支援が求められている中で、地域で活動する子育て支援団
体や市民・商店・企業・ＮＰＯなどと行政が連携や協働を図り、子育て家庭（世帯）
に効果的な様々な子育て支援事業を積極的に進める。
＜事業名＞
①つどいの広場の増設及び「藤沢版つどいの広場」事業の実施
②「子育て応援メッセｉｎふじさわ」の充実
③シニア世代による子育て支援参加「子育てサポータークラブ～シニアパパ、シニア
ママクラブ」の設立
④「地域ぐるみ子育て応援団」事業の実施

中里子供の家改築事業に合わせ、北部方面での開設に向けた調整

①つどいの広場を増設（１カ所）するとともに、「藤沢版つどいの広場」事業を実施
する（１３地区）
②「子育て応援メッセｉｎふじさわ」を継続的に実施する。また団体間の連携を図る
ため（仮称）子育て支援サークル等連絡会を設立し、情報交換や交流会を開催する
③「子育てサポータークラブ～シニアパパ、シニアママ」を設立する
④子育て世帯（小学生以下のいる世帯）や妊娠中の方を対象に支援をする「地域ぐる
み子育て応援団」事業を実施する

遠藤地区で新たに月１回実施　　合計７地区で実施
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②「子育て応援メッセｉｎふじさわ」の充実

・

・

応援メッセｉｎふじさわ」を実施するとともに、団体間の交流を図った。

・

・

・

・

・

　

・「子育てサポータークラブ　きらきらぼし」を設立

・ 藤沢子供の家・八松子供の家の２カ所にて週１回実施

・

　子育てボランティアの育成人数　１１人

１．「子育てサポータークラブ　きらきらぼし」の活動

・藤沢子供の家・八松子供の家にて週１回実施

２．子育てボランティアの育成

平成21年度
具体的な
取組内容

１３地区

平成22年度
具体的な
取組内容 11月より生涯学習大学かわせみ学園はばたき学部で「子育てボランティア養成コー

ス」を開催

・12月より生涯学習大学かわせみ学園はばたき学部で「子育てボランティア養成コー
　ス」を開催

・新たに湘南台子供の家にて月２回実施

③シニア世代による子育て支援参加
　「子育てサポータークラブ～シニアパパ、シニアママクラブ」の設立

　

　１２月より生涯学習大学かわせみ学園はばたき学部で「子育てボランティア養成
コース」を開催
　子育てボランティア育成人数　１３人

地域の中で安心して子育てができるように、市民力を活かした子育てボランティアによ
る子育て支援活動を実施するとともに、新たなボランティアを育成

子育てボランティアの育成

平成２１年度（実績） 平成２３年度（予定）

　子育て応援メッセ開催 　1回 　

目標値
（効果額等）

３ヵ所

平成21年度
具体的な
取組内容

つどいの広場
18,500人
藤沢版つどいの広場
7団体8,000人

「第７回子育て応援メッセｉｎふじさわ」の実施（１１月１９日）

メッセ参加団体を中心にした交流会を開催し、（仮称）子育て支援サークル等連絡会の
設立に向けた検討、準備

実績値(見込み)
（効果額等）

　藤沢版つどいの広場の実施

実施（開催）回数

子育て応援メッセ　1回
交流会　3回

子育て応援メッセ　1回
（仮称）子育て支援ｻｰｸﾙ等
連絡会設立・運営

子育て応援メッセ　1回
交流会　3回

平成23年度
具体的な
取組内容

子育て応援メッセ　１回
（仮称）「ふじさわ子育て支援連
絡会」準備会への支援

目標値
（効果額等）

子育て応援メッセ　1回
（仮称）子育て支援ｻｰｸﾙ等連絡
会運営

子育て応援メッセ　1回
交流会　3回

設立 運営　 (仮称）子育て支援サークル等連絡会設立

実績値(見込み)
（効果額等）

３回

つどいの広場
9,000人
藤沢版つどいの広場
12,000人

つどいの広場
13,000人
藤沢版つどいの広場
13,000人

つどいの広場
17,377人
藤沢版つどいの広場
7団体 7,699人

つどいの広場  11,264人
藤沢版つどいの広場
6団体･9,244人

平成２１年度（実績）

平成２２年度（実績）

平成２２年度（実績）

つどいの広場：参加者数
藤沢版つどいの広場：
　　　団体数・参加者数

スケジュール

　つどいの広場の実施 ２ヵ所

スケジュール

つどいの広場
16,000人
藤沢版つどいの広場
14,000人

４ヵ所

平成２３年度（予定）

平成22年度
具体的な
取組内容

安心して子育てができるように、市内の子育て支援団体と行政とが協働で「第８回子育て

団体間の連携を図るための(仮称）「子育て支援サークル等連絡会」の設立に向け、
メッセ参加団体を中心とした交流会を開催した。その中で、子育て支援団体等から、
名称を（仮称）「ふじさわ子育て支援連絡会」として自主運営組織としたいとの意向
が示され、その準備会が立ち上げられた

平成23年度
具体的な
取組内容

市内の子育て支援団体との協働事業として「第９回子育て応援メッセｉｎふじさわ」
を実施した（１１月１０日）
（仮称）「ふじさわ子育て支援連絡会」準備会において、この連絡会への参加団体等
を募っており、行政としてはその活動を支援している

子育て支援団体等の実行委員会によるメッセの実施（１１月１８日）
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育成　 　

活用

設立

・ 協賛店舗の募集

・

・

・地域ぐるみでの取り組みを推進するため、協賛店舗拡大に向けた大規模小売店等への戸別

訪問の実施、外食チェーン店への依頼を実施した（年度末登録店舗数：２９４店舗）

・３歳半健診や子育て応援メッセの会場において事業のＰＲや受付を行い、登録者数の拡大

を図った （年度末登録者数：９，８３０人）
・

・この事業の広域連携については、県が同様のカード事業実施の意向を示したため、その

動向を踏まえた中で検討することとした

・

・

・

・

・

・

準備・協賛
店等募集

実施
（10月）

1３人
地域子供の家にて１９人活動
ボランティア30人育成

子育てｻﾎﾟｰﾀｰｸﾗﾌﾞを設立
地域子供の家にて１３人活
動
ボランティア11人育成

利用登録者が１万人を超えたことを機に、広報ふじさわ９月２５日特集面で事業概要
と全協賛店舗を掲載し、併せて協賛店舗を募った

協賛店舗拡大に向け、大手外食チェーン店等の本部への訪問を実施した。平成２３年
度から開始した「幼児二人同乗用自転車購入費補助制度」の協力店舗である藤沢市輪
業組合に対して協賛を依頼

子供の家・児童館で活動 子育てｻﾎﾟｰﾀｰｸﾗﾌﾞ設立

ボランティア育成30人

スケジュール

　地域ぐるみ子育て応援団事業の実施
　（すくのびカード事業） 協力（協賛）店の拡大　協力（協賛）店の拡大　

実績値(見込み)
（効果額等）

256店舗
4,495人

294店舗
9,830人

400店舗
15,000人

  協力（協賛）店舗数
  カード申込者数

400店舗
4,000人

500店舗
8,000人

600店舗
10,000人

目標値
（効果額等）

平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績） 平成２３年度（予定）

平成２４年２月上旬から、県が同様のカード事業の実施を予定しており、どのような連
携ができるか県と調整する

平成21年度
具体的な
取組内容

市民、地域、企業、団体で力を合わせ、安心して子育てができるよう、地域ぐるみで
子育てを支える環境づくりをめざし、取り組みを進めた。(10月より事業開始）

インターネットや携帯電話から協賛店舗の登録、利用者登録、協賛店舗検索ができる
専用ホームページを作成した。

利用登録者の募集

専用ホームページの作成

協賛店舗については、商工会議所、商店会連合会、技能職団体、コンビニエンススト
ア、大規模小売店など、２５６店舗から協力を得る中で、商品割引や優待サービスな
ど、子育て家庭に向けたさまざまなサービスの提供が得られた。

公共施設のほか、保育園・幼稚園等にチラシを配布し、事業周知・募集を行い、利用
登録者に対しカードの発行を行った。（４，４９５人）

平成22年度
具体的な
取組内容

専用ホームページにおいて事業周知と最新情報（新規協賛店舗等）の提供を行っている

事業案内パンフレットの内容を見直し、改訂を行った

対象者の集うイベントなど、さまざまな場面において事業周知を図っている

専用ホームページにおいて事業周知とともに、最新情報（新規協賛店舗等）の提供を
行った

（１２月末登録店舗数：３８１店舗）

平成23年度
具体的な
取組内容

 （１２月末登録者数：１４，５３２人）

④地域ぐるみ子育て応援団事業の実施

　子育てボランティアの育成

　子育てボランティアの活用

　子育てサポータークラブの設立

目標値
（効果額等）

ボランティア育成
人員数

子育てサポーター
クラブ設立

スケジュール 平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績） 平成２３年度（予定）

実績値(見込み)
（効果額等）
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所管課

エ

　

　

　

目標値
（効果額等） コンビニ証明書

交付通数(年間）

実績値(見込み)
（効果額等）

スケジュール

情報収集・調査研究
実証実験・他市の状況把握

実施に向けての整備
民間事業者との連携事業

－

　　　200～400通
年度途中での実施のため、
市川市の実績を参考とし
た。

平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績）

平成21年度
具体的な
取組内容

・総務省が実証実験を行った渋谷区・三鷹市・市川市の情報収集及び調査研究
・コンビニ証明交付事業の内容を把握
・住基カード普及への取組

取組項目　実施計画書

所管部

1

（2）

①

　『「１００センチの目線」地域活性化包括協定』に基づく検討及び総務省で他市に
おいて行う実証実験の検証を踏まえ、コンビニエンスストアを活用した住民票発行等
の証明書交付の方法についての検討を進める。

概要

取組
項目名

取組項目番号

官民連携事業の推進

目標
　民間事業者との連携をとおして、行政サービスの向上をめざし、市民の利便性を図
る。

3000通402通

　　　　　40,000通
住基カードの交付率が約
10%のため住民票・印鑑証
明の交付通数の同率を目
標値として見込んだ。

平成２３年度（予定）

拡大に向けての環境整備

推
進
方
策

市民と取り組む公共経営

官民連携の推進（多様な主体との協働）

１-（2）-①-ｴ

平成23年度
具体的な
取組内容

１．コンビニでの証明交付に必要な住基カードの普及促進を図った。
　(1)6/8から写真の無料撮影を本庁で開始し、現在も継続中
　(2)11月から12月には各市民センターでも無料撮影を実施
　結果として、住基カード有効交付枚数が、４月時点の４３，２００枚から１２月時
　点で４６，５００枚に増加した。人口に対する交付率は約１１％で、県内の平均値
　の約５％を上回っており、県内２番目の交付率となっている。
２．コンビニ証明交付事業を広報5/25号、10/25号及びＨＰに掲載しＰＲした。
３．コンビニ証明交付実績が、２月の２００通から１２月には３００通と逓増してお
　り、一定の効果が現れている。更にコンビニでの交付通数の増加を図るため、住基
　カード写真無料撮影と本事業のＰＲを継続。
４．コンビニでの証明交付通数の状況を見極めながら自動交付機のあり方について検
　討をしていく。

・平成22年2月～３市区（渋谷区・三鷹市・市川市）において開始されたコンビニ証
明交付状況の実態を把握した
・コンビニ証明交付事業導入団体として「ＩＣカード標準システムを活用したコンビ
ニ交付・自動交付機導入推進支援事業」の応募に提案公募を行った
・９月補正により予算の確保を行った
・コンビニ証明交付事業導入にあたり、現状の証明書交付状況を把握した中でのコス
ト比較を行った

・平成22年度の各市区町村におけるコンビニ証明交付事業の状況等の把握を引き続き
行った
・住基カードの普及促進(11／25号広報ふじさわへの掲載を行った。）
・平成23年2月1日からコンビニでの証明発行を開始した。またコンビニ証明交付のＰ
Ｒを行った（セブン-イレブン・庁内・各市民センターでのポスターの掲示、ＨＰ、
ケーブルテレビ・レディオ湘南・タウンニュース・tvk・NHKの取材による掲載・放
映）

平成22年度
具体的な
取組内容

市民窓口センター

取
組
項
目
の
内
容

市民自治部

コンビニエンスストアを活用した住民票等の証明書交付の検討
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所管課

オ

・

・

・

・

・ 市場関係者全体による民営化への協議の場を設置

「民営化協議の場」･･･１３回開催（行政を含む市場関係各団体代表者により構成）

「民営化説明会」･･･２回開催（市場関係全団体に対する説明会）

・

・

・ 市場関係者全体による民営化への協議の場の運営

「民営化協議の場」･･･９回開催（行政を含む市場関係各団体代表者により構成）

・ ３者間の合意に基づき、民間資本による民営化に向けた市場施設の改修・整備

①卸売棟の建設･･･倉庫棟を解体し、４月から建設開始。８月１２日竣工

②配送棟の建設･･･青果棟、管理棟を解体し、１１月から建設開始。平成２４年

　　　７月末に竣工予定

・ １２月定例会において、「藤沢市地方卸売市場業務条例の廃止」「財産の譲渡」

「市場特別会計の廃止」が議決され、平成２４年４月１日から民営化する

100%

5% 70% 100%

スケジュール 平成２１年度（実績）

民営化の条件確定及び
結果報告

5% 70%

実績値(見込み)
（効果額等）

目標値
（効果額等）

民営化進捗状況

地方卸売市場の民営化の検討

平成２２年度（実績） 平成２３年度（予定）

民間事業者主導による新
流通体制の確立

指定管理者制度導入後
の検証

指定管理者制度導入後
の検証

所管部 経済部 農業水産課（卸売市場担当）

概要

取
組
項
目
の
内
容

取組
項目名

地方卸売市場の活性化

　平成19年に策定した再整備５ヶ年計画に基づき、卸売市場の活性化を推進してい
る。その基本方針の一つである「卸売市場会計の健全化」の達成に向けて、市場の
管理運営については、平成21年度から23年度までの３年間、指定管理者制度を導入
したところであるが、その検証を踏まえながら卸売市場経営の自由度を増す方向へ
の経営形態として民営化の可能性について検討する。

取組項目　実施計画書

取組項目番号 1-(2)-①-ｵ

推
進
方
策

1 市民と取り組む公共経営

① 官民連携事業の推進

（2） 官民連携の推進（多様な主体との協働）

　卸売市場における取引の規制緩和が進むなか、民間事業者のノウハウを活用し、
卸売市場の活性化を図り、地産地消の役割を担う産地市場として、その機能を向上
させる。

平成21年度
具体的な
取組内容

目標

先例市場の情報収集

指定管理者制度導入後の検証

市場関係者の意見聴取

民営化への条件整備の検討

指定管理者制度導入後の検証･･･第三者評価の実施

藤沢市、湘南青果㈱、横浜丸中青果㈱の３者間において、３月に藤沢市地方卸売市

場の民営化について協議が整った

平成23年度
具体的な
取組内容

平成22年度
具体的な
取組内容
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所管課

ア

　

　

　

　

・

・

・

　 　

平成23年度
具体的な
取組内容

目標

・平成２５年度竣工予定の（仮称）藤沢市リサイクルセンターの整備・運営につい

てＰＦＩ手法を適用する

・建設、建て替えを行う公共施設へのＰＦＩ事業の導入検討

・ＰＦＩ手法が適当と思われる事業への適用

・建設、建て替えを行う公共施設へのＰＦＩ事業の導入検討
平成21年度
具体的な
取組内容

市民と取り組む公共経営

官民連携の推進（多様な主体との協働）

概要

取組
項目名

市民経営推進課

取
組
項
目
の
内
容

経営企画部

ＰＦＩ事業の導入の推進

（ア）公共施設建設時のＰＦＩ事業導入の推進
　本市の全ての公共施設の建設、建て替えにあたり、民間の専門技術や運営方法、資
金等を活用することで、コストの削減や財政支出の平準化及び効率的な運営を図るた
め、ＰＦＩ事業の導入を推進する。

平成22年度
具体的な
取組内容

取組項目　実施計画書

所管部

1

（2）

②

1-(2)-②-ｱ-(ｱ)取組項目番号

ＰＦＩ事業・指定管理者制度の推進

推
進
方
策

11

平成２２年度（実績）平成２１年度（実績）

目標値
（効果額等）

実績値(見込み)
（効果額等）

ＰＦＩ導入検討数

1 1 1

1

平成２３年度（予定）

ＰＦＩ事業の導入検討

・新しい公共を実現するためのツールの一つとして位置づけ、公民連携事業化提案制
度との整合を図った

・ＰＦＩ手法導入に伴う諸課題の整理を行い、財政支出の軽減と平準化を視野に入れ
た藤沢版ＰＦＩ活用モデルの研究を進めた

ＰＦＩ手法が適当と思われる事業への適用及び藤沢市ＰＦＩ導入基本方針に基づくモ
ニタリングを実施する

　ＰＦＩ手法が適当と考えられる事業について、積極的な適用を図ることで資産の有
効活用を進め、事業コスト等の削減を図る。

・（仮称）藤沢市リサイクルセンターの整備・運営について、所管課により民間事業
者の募集を行い、優先交渉権者等を決定した

・市民病院再整備・経営検討委員会において市民病院再整備手法としてＰＦＩ導入に
関する検討を行った

・ＰＦＩ手法が適当と思われる事業への適用及び藤沢市ＰＦＩ導入基本方針に基づく
モニタリングの実施

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入に伴う課題整理の手順を整理し、財政支出の軽減と平準化を
視野に入れた藤沢版のＰＰＰ／ＰＦＩの活用について研究を進める

建設、建て替えを行う公共施設へのＰＰＰ／ＰＦＩ事業の導入検討を行う

スケジュール
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所管課

ア

・ アドバイザリー業務

・事業者選定に係る応募書類の受付

　

・

・

・

・ 平成25年度竣工に向け建設中

・

整備支援事業 建設着手
リサイクルセンター整備・運営事業

・アドバイザリー業務（藤沢市ＰＦＩ導入基本方針に基づく事業審査委員会の支援）

　・実施方針の策定から特定事業の選定に係る業務

　・事業者選定審査に必要な各種公表資料の作成等

　・事業者選定に係る募集・審査

　・事業条件、事業スキーム、事業者選定方式等の整理・検討

建設工事に係る実施設計協議及び工事着手

・事業の経緯等報告書の作成

優先交渉権者との契約詳細協議等による内容の決定及び建設工事請負等の契約締結

・事業者選定の審査に必要な資料作成及び関連業務

・契約詳細の協議及び関連業務の支援
平成22年度
具体的な
取組内容 事業審査委員会による優先交渉権者の選定

支援事業進捗率 82%
支援事業進捗率   100%
建設工事進捗率 0.004%

建設工事進捗率 25.2%
目標値

（効果額等）

支援事業進捗率 82%
支援事業進捗率   100%
建設工事進捗率 0.004%

取組項目　実施計画書

所管部

１

（2）

②

推
進
方
策

資源廃棄物対策課

1-(2)-②-ｱ-(ｲ)取組項目番号

市民と取り組む公共経営

目標

取
組
項
目
の
内
容

環境部

ＰＦＩ事業の導入の推進

　リサイクルセンター整備・運営事業に関して、アドバイザリー業務を行い、効果
的・効率的な事業手法を選定し、平成２５年度竣工に向けて、建設に着手する。

（イ）ＰＦＩ方式によるリサイクルセンター整備事業の検討
　湘南東ブロックごみ処理広域化実施計画に基づき、リサイクルセンター整備・運営
事業をＰＦＩ方式により検討を進めるため、アドバイザリー業務を行い、平成25年度
竣工に向け建設に着手する。

官民連携の推進（多様な主体との協働）

概要

取組
項目名

ＰＦＩ事業・指定管理者制度の推進

平成２２年度（実績）平成２１年度（実績）スケジュール

実績値(見込み)
（効果額等）

建設工事進捗率 25.2%

平成21年度
具体的な
取組内容

平成23年度
具体的な
取組内容

湘南東ブロックごみ処理広域化実施計画に基づき、平成２４年度からの第二次湘南東地
域循環型社会形成推進地域計画は策定済みで、県をとおして国に提出する

建設中

平成２３年度（予定）
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市民と取り組む公共経営

所管課

イ

・

・

・

・

・ 指定管理者制度導入に向けた手続きの整備を行った

・8月12日(木)第１回審査選定委員会を開催

　  （開催内容：指定管理者の選定方法、及び応募要領等の承認）

・9月市議会定例会にて指定管理者制度導入に基づく条例を一部改正

・10月1日～31日　指定管理者応募要領を配布　

・11月7日　指定管理者申請書を受理（申請期間：11月5日～7日）　　

・11月25日(木)第２回審査選定委員会を開催

 （開催内容：応募者によるﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ、指定管理者候補者を決定）

・H23年2月市議会定例会  2月18日、指定管理者の指定議案議決（議案第69号）

・H23年2月28日　指定管理者の指定告示(藤沢市告示第375号)

　H23年4月1日  基本協定・年度協定締結、指定管理者による管理運営開始

・ 空調設備（冷温水発生機）改修工事　9月25日～12月15日

・

・

・

・

・

半期の事業執行に当たっては、当初の年度計画に沿い滞りなく執行されている

導入効果
　指定管理者事業計画書に基づき、地域及び広域へのＰＲ活動の徹底による広報活
動の充実、夏休み期間中の休館日開館（こども館）等を実施し、今年度上半期、こ
ども館入場者数103千人・前年同期26％増（収入30％増)、市民シアター入場者数37
千人・前年同期30％増(収入10％増)を図ることができた。

平成23年度
具体的な
取組内容

指定管理者の評価（指定管理者自己評価：４半期ごと、担当課による評価：半期ご
と）を実施し、指定管理者制度導入に対する検証を行う

湘南台文化センター事業を支障なく指定管理者に引き継ぐことができた

1-(2)-②-ｲ取組項目番号

官民連携の推進（多様な主体との協働）

目標
　総合計画による整備計画に基づき、老朽化した建物設備の整備改修を実施し、更
なる市民サービスの向上と効率的な運営を実現するために、指定管理者制度の導入
を目指す。

概要

取組
項目名

指定管理者制度の導入の推進

取組項目　実施計画書

所管部

1

（2）

②

取
組
項
目
の
内
容

ＰＦＩ事業・指定管理者制度の推進

生涯学習部

　湘南台文化センターは、「こども」「地域」「対話」という３つのコンセプトに
より、北部方面での芸術文化活動の拠点施設として建設された複合施設であり、こ
どもから大人まで幅広く利用されている。今後は、事業執行管理、市民シアター、
こども館の運営について、更なる市民サービスの向上と経費節減を図る観点から、
指定管理者制度の導入を引き続き検討する。

推
進
方
策

文化推進課（湘南台文化センター）

市民シアター舞台照明設備更新　改修期間：11月16日～1月22日

指定管理者制度導入に向けた検討・協議

雨漏り防止工事

プラネタリウムのリニューアルオープン(7月）

募集要項と仕様書の試案作成

平成21年度
具体的な
取組内容

平成22年度
具体的な
取組内容

平成２３年度（予定）平成２２年度（実績）平成２１年度（実績）

実績値(見込み)
（効果額等）

０人

指定管理者移行に向けた施設整備・
手続き等

スケジュール

指定管理者の導入

目標値
（効果額等）

０人
△３人

（３９，００１千円）

人員の削減
（指定管理者制度の導入を決

定した場合）

０人 ０人
△３人

（３９，００１千円）
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所管課

ア

・

・

・ 任期付任用職員の配置可能な職場・配置できる人数等の調査・調整を実施した

・

・

・

・

配置の拡大 配置の拡大 配置の拡大

平成21年度
具体的な
取組内容

平成２３年度に向けての配置計画を作成した

任期付職員　２人
(△１人)△３，７１９千円

多様な任用形態職員の
配置拡大

（正規職員の削減数）

任期付職員　１０人
(△６人)△２７，５７３千円

任期付職員　１５人
(△９人)△４０，８５５千円

平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績）スケジュール

多様な任用形態職員の配置

取
組
項
目
の
内
容

平成23年度
具体的な
取組内容

いて検討を進めるとともに、他の任用形態の職員についても、適正な配置に努める

取組項目　実施計画書

所管部

1

（2）

③ 多様な任用形態職員の活用

推
進
方
策

市民と取り組む公共経営

1-(2)-③-ｱ

官民連携の推進（多様な主体との協働）

取組項目番号

保健福祉部、こども青少年部を中心とした職域において、業務内容を精査し、

経営企画部・総務部 市民経営推進課・行政総務課

窓口業務等における多様な任用形態職員の活用

　効率的な行政経営を行うために、事務事業の見直し等を行った上で、一般職員が
担っている業務をより専門化、高度化するとともに、再任用職員、任期付職員、非常
勤職員等の多様な任用形態の職員の積極的な活用を図り、これまで一般職員が担って
いた業務をシフトし、一般職員の定員数を削減する。

　再任用職員、任期付職員、非常勤職員等の多様な任用形態の職員の積極的な活用を
図ることにより、効率的な業務執行、人件費の抑制及び定員の削減を併せて達成す
る。

定員管理基本方針に基づき、各職域における業務内容を精査し、任期付職員の配置につ

任期付職員を配置していない職域においても、業務内容を精査し、配置の拡大を図る
とともに、他の任用形態の職員についても、適正な配置を図った

これまでに任期付き職員を配置した職場について、導入の効果や課題等について検証
を行った

取組
項目名

概要

平成22年度
具体的な
取組内容

目標

平成２３年度（予定）

任期付職員　１０人
(△６人)△２７，５７３千円

任期付職員の配置の拡大を図るとともに、他の任用形態の職員についても、

適正な配置計画を作成した

実績値(見込み)
（効果額等）

既存の配置職場の再精査を行い、配置可能な職場の再確認を進める

目標値
（効果額等）

任期付職員　６人
(△４人)△２０，１４３千円

任期付職員　９人
(△６人)△２９，９６０千円
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所管課

ア

●２市１町による取組み

　

　

平成22年度
具体的な
取組内容

目標
　湘南広域都市行政協議会での活動による２市１町の連携事業を拡充するとともに、近隣自治体との連携
を深めることにより、公的資源等の有効活用、行政サービスの効率化を図る。

「具体的に実施した取組み」

平成21年度
具体的な
取組内容

・湘南地域就労援助センターの機能を拡充し、茅ヶ崎から湘南Ｃ－Ｘへの移転をした(平成２３年３月)

・４月１日付けで地方自治法第２５２条の２第１項に基づく法定協議会（連絡調整協議会）として「湘南
広域都市行政協議会」を設立した

・「湘南エコウェーブ」プロジェクトの実施等

・各市町及び件と合意が得られたものから共同利用等を実施

●２市１町による取組み

・湘南エコウェーブ・プロジェクトの電気自動車導入１周年記念イベントとして、電気自動車試乗会、電
気バイク試乗会、親子ソーラーカー工作教室等を実施した

取
組
項
目
の
内
容

広域行政の推進

　湘南広域都市行政協議会等を通じた近隣自治体及び神奈川県と連携強化を進め、協議会に設置されてい
る事務研究会、都市農業部会、広域情報部会、広域ごみ処理部会、広域環境部会、広域文化活動部会及び
産業振興部会での多分野において取組・研究を行い、広域連携の推進を図る。

取組
項目名

概要

・湘南広域都市行政協議会事務局（２市1町及び県で構成）を常設し、協議会のあり方に関する調査・研究
をするとともに、地方自治法に基づく法定協議会（連絡調整協議会）の設立に向けた取組みをした

・広域行政サービス（パスポート発給業務）に係る調査研究

・広域連携、共同利用等拡大に向けた調査検討の継続及び既存部会組織の強化

・パスポート発給業務については、２市１町の広域での取組とし、重点プロジェクトとして位置付けた上
で、県との間で必要な調整を行いながら、設置に向けた諸課題について調査研究を進めた

・近隣自治体との都市連携として綾瀬市・大和市との都市連携懇談会を設置

・南足柄市との都市連携として”ﾌﾗﾜｰﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼﾃｨｰ”を締結

・新たな産業活性化に向け製造業実態調査を実施し、地域内の事業者が抱えている課題、施策への要望な
どを把握した

推
進
方
策

経営企画課

広域連携の推進

経営企画部

取組項目番号

●近隣自治体との連携

取組項目　実施計画書

所管部

1

（3）

① 広域行政の推進・強化

1-（3）-①-ｱ

市民と取り組む公共経営

・南足柄市との都市連携において、金太郎祭に”遊行の盆”の参加などの交流を行った

・鎌倉市と都市連携懇談会を設置し、景観、観光、環境の検討を行い、津波災害に連携する相互応援協定
の締結をした

・綾瀬市との都市連携において、市境の確定、特定保留区域、藤沢厚木線境における企業誘致施策及びま
ちなみのルールづくり、綾瀬ＩＣに関する課題、並塚周辺地区の都市計画上の課題に対する検討を開始、
蓼川横断部の橋梁整備に関する協議を開始した

・大和市との都市連携において、災害時相互応援協定を締結し、引地川を活用した環境、健康、市民団体
のネットワーク化の検討を開始した

・工業技術見本市「テクニカルショウヨコハマ」に参加し、参加企業のイノベーションを促進し、商談機
会の拡充に寄与した

・法定協議会のスタートアッププロジェクトとして、初めて２市１町収蔵作品の展覧会を茅ヶ崎市美術館
において実施した

・生活圏域を共にする地域であり、更なる広域連携の推進の視点から、堂本前千葉県知事をお招きし、男
女共同参画週間の特別講演会を実施した

●近隣自治体との連携
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実施 　

平成23年度
具体的な
取組内容

16

近隣市との連携事業数 0 3 3

実績値
（効果額等）

2市1町による連携事業数 14 16

14

0

平成２３年度（予定）平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績）

16

3

15

3

●２市１町による取組み

・製造業実態調査の結果を分析し、２市１町の広域産業振興戦略の策定に取り組む

・パスポート発給業務については、平成２４年７月のパスポートセンターの設置に向け、関係機関との協
議を進め、平成２３年１０月には、県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案が可決され
た。今後は、事務の委託により本市が受託団体となり、事務執行するための作業等をおこなう

・大和市との都市連携においては、災害時相互応援協定による住民参加の総合防災訓練の実施に向けた検
討を開始した。引地川の文化、観光、環境保全の活性化を目的とした引地川が育む市民ネットワークの構
築を進めるためマップの作成、引地川水系一斉清掃デイなどの検討を開始した

スケジュール

●近隣自治体との連携

・綾瀬市との都市連携においては、特定保留区域、企業誘致等の検討を更に進めた

近隣市との連携事業数

目標値
（効果額等）

2市1町による連携事業数

広域連携の推進

（広域連携項目の拡大等）

・湘南エコウェーブ・緑の保全と普及プロジェクトとして、日本大学生物資源科学部の連携・協力によ
り、新たに親子植林プロジェクトを実施し、緑の重要性や地球温暖化防止、生物多様性などに関する意識
啓発を図った

・鎌倉市との都市連携においては、江ノ島鎌倉ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会を実施した。手広・川名緑地の特別緑地保全地
区の指定に向けた取組みを開始し本市緑の基本計画の改定に着手した。広域観光振興施策として観光施設
パスポート券と１日乗車券のセット券を商品化した

・湘南広域都市行政協議会事務局をパスポートセンター設置にあわせ独立させ、広域連携の拠点として、
地域情報発信の強化等を図っていく

・昨年度に引き続き、工業技術見本市「テクニカルショウヨコハマ」に参加し、参加企業のイノベーショ
ンを促進し、商談機会の拡充を図る

・南足柄市との都市連携において、観光交流、海山交流、親子自然体験に向けた取組みに係る本市要望書
を提出した

・横浜市との災害時相互応援協定の締結、８市連携会議への参画

・湘南東部医療圏における看護師確保対策の一環として、分科会において（仮称）湘南看護専門学校の新
設支援に係る諸課題について協議を行う
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所管課

イ

・

　

・

・

・

・

・

・

・

 

・

平成22年度
具体的な
取組内容

平成22年度からは各市町の企画所管部長も交えて、検討・協議を実施

県知事に対し(7月15日付)、４市３町の市町長の総意により、次のとおり報告
「神奈川県消防広域化推進計画に示された４市３町における消防の広域化は行わない。
ただし、将来にわたっての広域化そのものを否定するものではない。
　今後は、将来にわたっての広域化及び広域連携等を視野に、消防救急無線デジタル化
や指令室の共同運用等のあり方について、相模川を東と西に分けた新たな枠組みで検討
する。」
上記の結論を受け、相模川を境に東西に分けた枠組み（藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、寒
川町の３市１町）にて、次の項目の検討・協議を開始

　(1)　消防の広域化に関すること
　(2)　新たな相互応援体制の構築に関すること
　(3)　消防救急無線のデジタル化等に関すること
　(4)　消防指令業務の共同運用等に関すること
　(5)　その他、消防の広域化に関し必要な事項に関すること

当面の課題である消防救急無線デジタル化及び消防指令業務の共同運用等の連携につい
て検討を開始した

３市１町における「(仮)湘南東部消防広域化等連絡調整会議」発足のための準備会合開催

平成２３年度（予定）平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績）

市町村消防の広域化

目標値
（効果額等）

10%

検討・協議

消防本部

　市町村消防の広域化

広域行政の推進・強化

　広域連携の推進

平成23年度
具体的な
取組内容

（仮）湘南東部消防広域化等連絡調整会議の発足に向けた準備会合において、当該会議
の設置及び運営に関する事項を定める要領について検討・協議を行い、年度内に「湘南
東部消防広域化等連絡調整会議」を設置し進める

※平成24年度末までが県消防推進化計画に基づく市町村の消防の広域化の実現期限

（仮）湘南東部消防広域化等連絡調整会議に関する消防部門準備検討会を開催し、消防
指令業務の共同運用及び消防広域連携施策等の検討を行った

(1)  消防指令業務の共同運用については、整備に向けた課題を解消することが困難で
あったことから、当面の間、３市１町における共同運用は行わないこととなった

(2)  広域連携を具現化するため、「湘南東部における消防の広域連携施策についての
「覚書」の締結に向けた検討・協議を行った

　市町村消防の広域化により、消防本部の規模を大きくし、消防体制の一層の充実強化
と高度化を図ることを目的として、「神奈川県消防広域化推進計画」（平成20年3月）
で示された組み合わせ市町と、消防広域化の実現に向けて協議を行う。
・湘南地区の消防の広域化に関する検討委員会を設置し、各市町消防長による広域化の
　検討・協議を行う
・（仮称）広域再編検討委員会を設立し、基本的事項を協議をする。その内容により実
　施計画を策定する
・（仮称）広域再編設立委員会を設立し、運営計画を策定する

平成21年度
具体的な
取組内容 湘南地区の消防の広域化に関する検討委員会、幹事会及び専門部会で検討、協議し、各

市町消防本部において、市町長に検討協議結果を報告

４市３町（藤沢市、鎌倉市、平塚市、茅ヶ崎市、寒川町、大磯町、二宮町）の消防本部
を中心とした協議を開始（4月10日：要綱等策定）

　広域化にともなう常備消防の規模を拡大し、行財政上の様々なスケールメリットによ
る効率化の推進、署所の適正配置など消防体制の整備及び充実強化を図り、住民サービ
スの一層の向上を図る。

概要

取
組
項
目
の
内
容

取組
項目名

目標

取組項目　実施計画書

所管部

1

（3）

①

推
進
方
策

消防総務課

取組項目番号 1-(3)-①-ｲ

　市民と取り組む公共経営

スケジュール

検討・協議

広域連携進捗率

　　　検討・協議

30%

50%

実績値(見込み)
（効果額等）

0%
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市民と取り組む公共経営

所管課

ウ

・

　

・

・ トレーニング室、体育館個人利用について相互利用を開始
  体育館個人利用者数  45,002人 （うち寒川・茅ヶ崎1,930人） 全体前年比

  トレーニング個人利用者数 112,571人 （うち寒川・茅ヶ崎 762人） 1,244人増

・ トレーニング室、体育館個人利用について相互利用の状況を検証した

・ 上記を踏まえ、相互利用の拡大等について市町間の調整、協議を行った
　（スポーツ施設の団体利用部分の相互利用）

・

検討・協議 実施

体育館団体利用
（９施設）

体育館個人利用(９施設)
トレーニング室(６施設）

取組項目　実施計画書

所管部

1

（3）

①

推
進
方
策

  スポーツ課・まちづくりみどり推進課　

1-(3)-①-ｳ-(ｱ)取組項目番号

取
組
項
目
の
内
容

生涯学習部・まちづくり推進部

広域連携の推進

概要

取組
項目名

スポーツ施設・図書館等公共施設の相互利用の拡充

（ア）体育館等体育施設の相互利用の拡大
　現在、藤沢市・茅ヶ崎市・鎌倉市・寒川町の３市１町で行っているプールの相互利
用を他のスポーツ施設に拡大していく。

広域行政の推進・強化

目標

平成２３年度（予定）平成２２年度（実績）平成２１年度（実績）スケジュール

　３市１町のスポーツ施設が相互利用により有効に活用される。

平成21年度
具体的な
取組内容

藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の２市１町によるスポーツ施設の相互利用に関する検討会
議を７月に開催し、８月には鎌倉市を加えた３市１町によるワーキングを開始した。
平成２２年度からの相互利用の実施に向け、トレーニング室及び体育館個人利用の相
互利用を検討した

相互利用が可能な施設について決定し、各市町間の調整及び市民周知を実施した
・相互利用実施施設及び開始時期等の決定
・指定管理者との調整
・市民への周知（広報・ホームページ等）

実績値(見込み)
（効果額等）

目標値
（効果額等）

利用拡大する施設数

平成22年度
具体的な
取組内容

平成23年度
具体的な
取組内容

・

・ 鎌倉市との相互利用についての調整を継続している

トレーニング室、体育館個人使用について相互利用の状況を検証し、利用の促進に努
めた

体育館個人利用(７施設)
トレーニング室(６施設）

検証・検討・協議プール以外のスポーツ施設に拡大

体育館団体利用
（３施設）

体育館の団体利用部分の相互利用及について状況を検証、諸課題を整理し継続して研
究している
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市民と取り組む公共経営

所管課

ウ

・

・

・

・ 綾瀬市、大和市との間に相互利用協定を締結した（４月１日）

・ 利用開始に向けた準備を進めるとともに、市民への周知を図った

・

・

・

・

・

・

　

・

・

・

検討・協議 実施

5,700人・61,000冊
（見込み）

9,000人・108,000冊

平成２３年度（予定）

目標 隣接市との広域利用を促進し、市民への図書館サービスの充実を図る。

（イ）図書館の相互利用の拡大
　２市（茅ヶ崎市、鎌倉市）１町（寒川町）との間で締結している「公立図書館の広
域利用実施協定書」を継続するとともに、隣接市（綾瀬市、大和市、海老名市、横浜
市）との相互利用を促進し、市民への図書館サービスの充実を図る。

綾瀬市、大和市に相互利用を働きかけ、協定締結に向けた協議の場を設けた

２市１町（茅ヶ崎市、鎌倉市、寒川町）との相互利用を継続した

４市１町との市境周辺における市民図書室の相互利用について検討を行った

４市１町との相互利用実績の検証を行った

6,000人・72,000冊

  総合市民図書館　

1-(3)-①-ｳ-(ｲ)取組項目番号

取
組
項
目
の
内
容

広域連携の推進

概要

取組
項目名

スポーツ施設・図書館等公共施設の相互利用の拡充

広域行政の推進・強化

生涯学習部

平成21年度
具体的な
取組内容

取組項目　実施計画書

所管部

1

（3）

①

推
進
方
策

４市１町（茅ヶ崎市、鎌倉市、綾瀬市、大和市、寒川町）との相互利用を継続した

４市１町との連絡調整及び交流を図った

寒川町)との相互利用を継続する

２市１町との連絡調整及び交流を図った

平成22年度
具体的な
取組内容

平成23年度
具体的な
取組内容

綾瀬市、大和市との相互利用を開始した（７月１日）

相互利用の周知・広報を実施し、利用の促進を図る

４市１町との連絡調整・情報交換を実施し、利用の促進を図る

目標値
（効果額等）

5,226人・60,967冊

平成２１年度（実績）スケジュール

４市（横浜市、大和市、綾瀬市、
海老名市）との広域利用の拡大

4,461人・56,835冊

藤沢市民の他市町図書館
登録者数・利用冊数

4,500人・54,000冊

実績値(見込み)
（効果額等）

平成２２年度（実績）

海老名市、横浜市との間で相互利用についての意見交換を行う

市境の住民にサービスを提供するため４市１町(茅ヶ崎市､鎌倉市､綾瀬市､大和市、
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市民と取り組む公共経営

所管課

ウ

・

・

・ 第２回実行委員会を開催した

・ 「藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町収蔵作品展」を開催した(2010年4月29日～6月13日)

・ 第３回実行委員会を開催した

・

・

・

会期：2012年1月7日～3月4日とした

・

・ 平成24年度展示会開催に向けて準備作業を継続する

・

検討・協議 実施

・茅ヶ崎市美術館との広域連携を行うことにより、藤沢市が有する資料の公開活用事
業の充実を図る

・隣接する茅ヶ崎市、寒川町等と共通するテーマ設定の展示会を行い、２市１町の保
有する資料・情報の公開活用の充実を図る

２市１町所蔵作品及び田口画伯遺族所蔵作品、藤沢・真徳寺所蔵の襖絵（遺作）を調
査し、借用・展示の承諾を得た

目標

負担金及び今後のスケジュールについて協議を継続した

平成21年度
具体的な
取組内容

平成22年度の茅ヶ崎市美術館を利用した合同展示会の実施に向けて、共通テーマの内
容及び執行方法について協議・検討し、開催日時案等を決定した

・広域連携の枠組みのなかで、美術専門学芸員等の人的資源を活用することで、本市
の美術資料等に関する収集・活用事業の充実を図る

・隣接市町との文化的地域課題の共有化を図るとともに、連携市町が有する資料の公
開活用事業の充実を図る

・茅ヶ崎市美術館において藤沢市所有資料の展示を定期的に行い、市民が文化資料に
接する機会を拡大する

1-(3)-①-ｳ-(ｳ)取組項目番号

取
組
項
目
の
内
容

生涯学習部

広域連携の推進

取組
項目名

スポーツ施設・図書館等公共施設の相互利用の拡充

広域行政の推進・強化

（ウ）美術館の広域利用の推進

概要

平成22年度
具体的な
取組内容

藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町美術展実行委員会を開催した

平成23年度展示事業準備会を開催して２市１町による共通テーマを研究し、故田口雅
巳画伯の回顧展開催について、湘南広域都市行政協議会事務局へ上申した

取組項目　実施計画書

所管部

1

（3）

①

推
進
方
策

  生涯学習課

平成23年度
具体的な
取組内容

平成23年度展示会を、テーマ：「アノ世とコノ世と湘南と　田口雅巳カイコテン」

平成23年度事業の運営経費については、（財）神奈川県市町村振興協会から市町村広
域行政助成事業助成金を得て全額を賄う（各市町の負担金額は0円）

平成２２年度（実績） 平成２３年度（予定）

3,900人／36日

平成２１年度（実績）

共通テーマの研究と合同展示会開催

スケジュール

実績値(見込み)
（効果額等）

0人／0日 2,081人／36日 3,900人／49日

目標値
（効果額等）

合同展示会への入場者数

0人／0日 3,600人／36日
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所管課

エ

　

　

【湘南地区整備連絡協議会(構成ﾒﾝﾊﾞｰ：神奈川県，鎌倉市，藤沢市)の取組み】

【村岡地区まちづくりの取組み】

　

【湘南地区整備連絡協議会(構成ﾒﾝﾊﾞｰ：神奈川県，鎌倉市，藤沢市)の取組み】

検討・協議 策定

　 検討・調整

１００％
１００％

・インフラ整備、まちづくりの検討

１００％
１００％

スケジュール 平成２３年度（予定）

概要
　藤沢市、鎌倉市の両市が協働して策定した、村岡新駅の設置を含めた「村岡・深沢
地区全体整備構想」の実現に向け、両市および神奈川県をはじめ関係機関も含めた広
域的な都市連携により、新たな交通拠点としての村岡新駅の実現に向けて取り組む。

平成22年度
具体的な
取組内容

・交通インフラに関する調整・検討

・新駅・駅前広場の規模や概算事業費の報告（H23.9建設経済常任委員会報告）

平成２１年度（実績）

取組項目　実施計画書

所管部

1

（3）

① 広域行政の推進・強化

推
進
方
策

  村岡地区整備事務所　

取組項目番号

市民と取り組む公共経営

・村岡新駅設置期成同盟会準備会発足に向けた調整

・村岡地区まちづくり計画の市長提言
・村岡地区まちづくり計画の報告(H22.6建設常任委員会)
・村岡地区まちづくり計画の説明会開催(H22.8)、宮前町内会組別説明会開催(H23.2)
・実現化に向けた地元調整、権利調査、都市施設概略設計等
・都市計画手続きの事前調整、相談
・新駅・駅前広場の規模や概算事業費の検討

【村岡地区まちづくりの取組み】

1-(3)-①-ｴ

取
組
項
目
の
内
容

まちづくり推進部　

村岡・深沢地区全体整備構想の推進
取組

項目名

広域連携の推進

目標

・交通インフラに関する調整・検討

・新駅設置に向けた期成同盟会の発足準備
平成21年度
具体的な
取組内容

　神奈川県、鎌倉市との連携による新駅誘致の促進と村岡新駅を中心としたまちづく
り計画(案)の策定により、村岡新駅の実現を目指す。平成23年度には、具体的な事業
計画の策定を目標とする。

・新駅設置に向けた期成同盟会の発足準備

・村岡地区まちづくり計画の策定（村岡地区まちづくり会議）

・整備計画（案）の策定
・都市計画決定に向けた検討、調整
・身近な生活環境の改善対応(町屋橋歩道整備（地元調整、警察協議、河川事前協議、
　鎌倉市との橋梁協議）)
・地元調整(シンボル道路ルート案の説明会開催(H23.11)など)

平成２２年度（実績）

平成23年度
具体的な
取組内容

目標値
（効果額等）

村岡新駅設置期成同盟会準備会発足に
向けた調整

事業計画の策定

・事業計画策定率
・村岡新駅設置期成同
盟会準備会発足準備状
況

８０％
８０％

８０％
８０％

実績値(見込み)
（効果額等）

５０％
５０％

５０％
５０％
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所管課

ア

①

②

③

①

②

③

①湘南エコウェーブ

① 各市町で行う環境イベント等に「エコウェーブ」をＰＲ

ふじさわ環境ﾌｪｱ（6/27、6/28)、茅ヶ崎環境ﾌｪｱ(7/4、7/5)、寒川ﾌﾘｰﾏｹｯﾄ(5/16)

② 「環境活動プロモーションプロジェクト」の一環として茅ヶ崎環境ﾌｪｱの内容を

「ふじさわエコ日和」に紹介した

③ 「公共施設緑大作戦」の一環として、市庁舎本館、新館、長久保公園で壁面緑化

を実施した

④ 「環境カレッジプロジェクト」の一環として、近隣大学生との意見交換会を実施した

（11/7、慶應、日大、湘南工科大学）

⑤温暖化防止月間（１２月）の取組として次のプロジェクトを実施した

・「アイドリングストップ・ノーカーデー推進プロジェクト」（12/10)

・「イルミネーションライトダウンプロジェクト」（12/10、商店街連合会を通じて、

藤沢駅南北、湘南台、鵠沼海岸等で１８時から１８時３０分の間に実施）

・「ＥＶネットワークプロジェクト」の一環として12/6にＥＶ共同導入式を県立里山

公園で実施した。併せて東京電力、昭和シェル、エネオスなど、二市一町内で急速充

電器を設置してある施設をＰＲした

・「レジ袋削減マイバック持参キャンペーンプロジェクト」(12/12、鵠沼藤が谷のフ

ジスーパーで店頭キャンペーンを実施）

⑥ 「ＥＶネットワークプロジェクト」の一環として、1月に急速充電器を設置

湘南エコウェーブ事業については、環境保全・啓発事業として２市１町での取り組みを紹介
する環境イベント開催、電気自動車用急速充電器の相互利用、レジ袋削減や公共施設緑化等
の事業を進める

リサイクルセンターについては、整備・運営事業に関してアドバイザリー業務を行い、効果
的・効率的な事業手法を選定し、平成25年度竣工に向け建設に着手する

バイオガス化施設については、平成27年度以降工事着工に向け、各種調査及び整備基本計画
等の準備事業を進める

取組期間において、

平成21年度
具体的な
取組内容

市民と取り組む公共経営

広域連携の推進

環境対策、産業振興対策及び観光施策等の広域連携の推進

湘南エコウェーブの推進等環境関連事業の広域的展開

取組項目　実施計画書

所管部

１

（3）

②

推
進
方
策

環境都市政策課・資源廃棄物対策課経営企画部・環境部

１-(3)-②-ｱ取組項目番号

取
組
項
目
の
内
容

茅ヶ崎市、寒川町と連携し、環境保全・啓発・施設整備等、次の事業を展開する。

環境保全・啓発事業として、環境イベント、電気自動車用急速充電器の相互利用、レジ袋削
減や公共施設緑化等（「湘南エコウェーブ」）

取組
項目名

施設整備として、湘南東ブロックごみ処理広域化実施計画に基づく、市民啓発機能を含めた
リサイクルセンターの整備
※取組項目番号1-(2)-②-ｱｰ(ｲ)参照（再掲）

概要

施設整備として、湘南東ブロックごみ処理広域化実施計画に基づく、バイオガス化施設の整
備

目標
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・

・ 緑のカーテンの公共施設への設置（藤沢保育園など１５園で実施）

・ 環境カレッジプロジェクト

・

・

・

・

・

・

緑のカーテンの公共施設への設置（藤沢保育園など２６ヶ所で実施）

・ 環境イベントプロジェクト

各市町で行う環境イベント等に「エコウェーブ」をＰＲ

ふじさわ環境ﾌｪｱ（12/11)、茅ヶ崎環境ﾌｪｱ(11/3)、寒川ﾌﾘｰﾏｹｯﾄ(5/15)

・

・

②リサイクルセンター

・ アドバイザリー業務

・事業者選定に係る応募書類の受付

　

・

・

・ アドバイザリー業務

　

・

「レジ袋削減キャンペーン」を12月5日実施

地球温暖化防止月間（12月10日）にイルミネーションダウンを実施

インクカートリッジ里帰りプロジェクトへの参加を行う（H24.3参加協定の締結予定）

事業審査委員会による優先交渉権者の選定

湘南東ブロックごみ処理広域化実施計画に基づき、計画された２箇所の施設整備のうち、藤沢
市域のリサイクルセンター整備事業を進める。

・事業者選定に係る募集・審査

４項目

湘南東ブロックごみ処理広域化実施計画に基づき、計画された２箇所の施設整備のうち、藤沢
市域のリサイクルセンター整備事業を進める。

ＥＶ（電気自動車）ネットワークプロジェクト

平成23年度
具体的な
取組内容

各取り組みをホームページを作成し、二市一町でリンクを貼り広報ＰＲを実施中

ＥＶ（電気自動車）ネットワークプロジェクト(9/24)

環境イベントプロジェクト

建設工事に係る実施設計協議及び工事着手

平成22年度
具体的な
取組内容

・事業者選定の審査に必要な資料作成及び関連業務

・契約詳細の協議及び関連業務の支援

・事業の経緯等報告書の作成

・契約詳細の協議及び関連業務の支援

優先交渉権者との契約詳細協議等による内容の決定及び建設工事請負等の契約締結

・実施方針の策定から特定事業の選定に係る業務

９項目

湘南エコウェーブプロ
ジェクト項目の実施

・アドバイザリー業務（藤沢市ＰＦＩ導入基本方針に基づく事業審査委員会の支援）

・事業条件、事業スキーム、事業者選定方式等の整理・検討

・事業の経緯等報告書の作成

平成22年度
具体的な
取組内容

広報プロジェクト

区域内5大学生を集めて、身近な話題から地球温暖対策などをワールドカフェ形式で行っ
た。　11月13日　参加　約30人

緑の保全と普及プロジェクト　　里山の保全策の具体化について平成２３年度に実施予定。
（日本大学植林事業）

11/23茅ヶ崎市内自動車教習所において電気自動車の試乗会を実施した。参加人員約200人

１０項目

実績値
（効果額等）

スケジュール

目標値
（効果額等）

１０項目

プロジェクト項目実施

平成２１年度（実績）

湘南広域都市行政協議会 広域環境部会で平成２２年度の事業計画(案）を検討し、詳細につ
いては、これまでの取り組み内容の見直しも含め、下記の項目をもとに、二市一町の首長会
議で決定した

平成２３年度（予定）

区域内5大学生を集めて、身近な話題から地球温暖対策化などをワールドカフェ形式で行っ
た　11月12日　参加　約35人

広報プロジェクト

緑の保全と普及プロジェクト

藤沢市民まつりの中で、電気自動車の展示及び試乗体験を開催した（試乗参加者53名）

電気自動車のユーザーに対しての「湘南エコウェーブカード」の発行に向けての取組

４項目（６事業）

平成21年度
具体的な
取組内容

日本大学生物資源科学部の演習林を使用し植林を実施(12/3)

各取り組みをホームページで作成し、二市一町でリンクを張り広報ＰＲを実施中

４項目

地球温暖化防止月間（12月10日）にイルミネーションライトダウンを実施

平成２２年度（実績）

　　　　①湘南エコウェーブ
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・

・

整備支援事業 建設着手 建設中

③バイオガス化施設

・ バイオガス化施設の調査研究
・

・

・

・

・

・

調査研究

(20%)

平成２３年度（予定）

バイオガス化施設施設

整備基本検討業務

20%

平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績）

建設工事進捗率 25.2%

支援事業進捗率   100%
建設工事進捗率 0.004%

湘南東ブロックごみ処理広域化実施計画に基づき、計画された２箇所の施設整備のうち、藤沢
市域のバイオガス化施設整備事業を進める。

湘南東ブロックごみ処理広域化実施計画に基づき、計画された２箇所の施設整備のうち、藤沢
市域のバイオガス化施設整備事業を進める。

支援事業進捗率 82%

支援事業進捗率   100%
建設工事進捗率 0.004%

平成23年度
具体的な
取組内容

平成２１年度（実績）

平成25年度竣工に向け建設中

平成２３年度（予定）

進捗率1%

バイオガス化施設視察

施設整備検討委員会

湘南東ブロックごみ処理広域化実施計画に基づき、平成２４年度からの第二次湘南東地域循
環型社会形成推進地域計画は策定済みで、県をとおして国に提出する

平成２２年度（実績）

②リサイクルセンター整備・運営事業

平成21年度
具体的な
取組内容

目標値
（効果額等）

湿式バイオガス化施設視察
（東京都大田区　バイオエナジー(株)　処理能力　110ｔ／日）

（京都府南丹市　カンポリサイクルプラザ(株)　処理能力　50t／日　及び　京都市役所）

バイオガス化施設整備に係る基本検討として、バイオガス化施設を導入した場合における基
礎となる情報等の整理、検討を行い施設導入の有効性を検証する業務を実施し、詳細な調
査、研究を進めている

支援事業進捗率 82%

スケジュール

目標値
（効果額等）

平成22年度
具体的な
取組内容

バイオガス化施設整備検討委員会の設置及びバイオガス化施設の調査・研究

実績値
（効果額等）

　　　　③バイオガス化施設

進捗率1%

建設工事進捗率 25.2%

乾式バイオガス化施設視察実施

湘南東ブロックごみ処理広域化実施計画に基づき、計画された２箇所の施設整備のうち、藤沢
市域のバイオガス化施設整備事業を進める。

平成23年度
具体的な
取組内容

湘南東ブロックごみ処理広域化実施計画に基づき、平成２４年度からの第二次湘南東地域循
環型社会形成推進地域計画は策定済みで、県をとおして国に提出する

バイオガス化施設の調査研究

スケジュール

実績値(見込み)
（効果額等）
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所管課

イ

　

　

　

　

　

　

建設工事

30 30

29 31

平成２１年度（実績）

取組項目　実施計画書

所管部

1

（3）

②

広域連携の推進

環境対策、産業振興対策及び観光施策等の広域連携の推進

　建設及び運営の具体化に向けた事業実施計画の策定を進めるとともに、施設の基本
設計及び実施設計を行った。

・湘南C-X（仮称）「アーバンライフサポートプラザ」企画提案プロポーザルコンペ
の提案を踏まえ、市内部において「運営の仕組み」の制度設計、事業内容について検
討を行い、方向性を明らかにした

推
進
方
策

市民と取り組む公共経営

経営企画部・経済部

　（仮称）アーバンライフサポートプラザの建設・運営・維持管理を行う事業者につ
いて、建設主体である藤沢市開発経営公社が藤沢市との協働により公募を実施し、大
成建設グループを優先交渉権者として選定し、事業実施計画の検討を行った。
　さらに、産学協働や産学融合交流プラザの広域利用に向けた検討を行った。

目標

平成21年度
具体的な
取組内容

平成22年度
具体的な
取組内容

スケジュール

１-(3)-②-ｲ取組項目番号

取
組
項
目
の
内
容

取組
項目名

概要

経営企画課・資産経営課・産業振興課

　人間力、地域力を高めるための先導的プロジェクトとして湘南Ｃ－Ｘ（シークロ
ス）の広域連携機能ゾーンに整備する（仮称）アーバンライフサポートプラザのコア
機能として、藤沢市及び周辺自治体の広域連携を視野に、産学融合交流プラザを設置
し、産学が協働して地域力の源となる新しい産業を創出する。

広域連携による産業振興の推進

・プラザ全体の制度設計を踏まえ、最優秀提案者と共同で事業及び施設の基本計画を
検討した

産学融合交流プラザの設置及び産学協働による地域力の源となる新しい産業の創出を
図る。

・湘南藤沢コンソーシアム設立（10月）
・引き続き実施設計を行い、所定の建設手続きを進め、平成23年末に建設工事に着手
し、平成25年春の施設オープンを目指す。また、産学協働や産学融合交流プラザの広
域利用に向けた検討を引き続き行う

・特に、最優秀提案者の提案内容を踏まえた中で、既存の行政施策のスクラップ・ア
ンド・ビルドを行うこととした

・また、基本計画に基づき、施設全体の建設・運営・維持管理を行う事業者の公募に
着手した

平成２３年度（予定）平成２２年度（実績）

建設スケジュール

実績値(見込み)
（効果額等）

目標値
（効果額等） 湘南新産業

コンソーシアム
における事業提案数

30

33

産学融合交流プラザ

平成23年度
具体的な
取組内容

基本計画の策定 

事業運営者の公

基本設計 

実施設計・建設準備 

産学協働・広域利用に向けた検討 
既存施策の 
スクラップ＆ビルド 

事業運営者の公
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所管課

ウ

　

　

　

・南足柄市「アサヒビール神奈川工場」での本市観光ＰＲコーナーの設置

（設置期間：9月16日～10月31日）

　

　

（キャンペーン場所：埼玉県所沢市、横浜、羽田空港）

　クルーズコース： 大磯港～片瀬漁港（２回運航　参加者７７人）

葉山港～片瀬漁港（２回運航　参加者予定５２人）

実施 　

・江の島大島航路で東海汽船による自主運行の実施（３回運航　参加者６４０人　う
ち宿泊者３６人）

・鎌倉藤沢観光協議会や湘南地区観光振興協議会での連携によるキャンペーン等の実施

・観光庁の日韓観光プロジェクトとして鎌倉、藤沢、江の島を舞台とする短編映画
　「スマイルバス」の撮影の実施

・羽田空港新国際線ターミナル「観光情報センター」の神奈川県ブース（羽田空港６
　県市観光情報センター運営協議会）に本市パンフレットを設置（１０月２１日オー
　プン）

・「小出川彼岸花まつり」で藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町と連携して実施（参加者数　約50,000人)

・江の島大島航路で東海汽船による自主運行の実施（３回運航　参加者４６５人　う
ち宿泊者２９人）

広域連携による観光振興の推進

・鎌倉市・藤沢市都市連携懇談会による広域観光への新たな観光商品として、小田急
　電鉄(株)、江ノ島電鉄(株)と連携し、電鉄と江の島1dayパスポートを組み合わせた
　観光商品を年度内に開発

・相模湾や港湾施設を素材とした新たな観光資源の開拓として、県と連携し実証運航の実施

・羽田空港国際化に伴う中国・韓国・台湾等の海外誘客の促進に向けた県内の自治体
　との連携

スケジュール

平成22年度
具体的な
取組内容

平成23年度
具体的な
取組内容

・近隣都市観光事業連絡会（横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市・藤沢市）の開催

・鎌倉藤沢観光協議会や湘南地区観光振興協議会での連携によるキャンペーン等の実施

・「小出川彼岸花まつり」で藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町と連携して実施（参加者数　約50,000人)

・「全国植樹祭かながわ２０１０」会場での観光キャンペーンの実施

・近隣都市観光事業連絡会（横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市・藤沢市）の開催

・鎌倉市・藤沢市都市連携懇談会による広域観光への新たな観光商品開発の検討

（キャンペーン場所：愛知県岡崎市、JR東日本八王子駅、東名高速道路海老名SA下り）

実績値(見込み)
（効果額等）

・栃木・茨城両県への官民合同による観光キャラバンの実施

目標値
（効果額等）

９６３万人

９７８万人

１，１１２万人

１，０００万人

１，１００万人

年間観光客数
（除く海水浴客数）

・横浜神奈川デスティネーションキャンペーンの実施

目標

・「横浜開港１５０周年記念イベント」への湘南の連携による観光ブースの出展

平成21年度
具体的な
取組内容

　天候等に左右される海水浴客を除く、本市への年間観光客数の対前年度比２０万人以上
の増加傾向を継続し、平成23年の年間観光客１，０００万人を達成する。

・江の島大島航路でのチャーター運航の実施

JR東日本、横浜市、鎌倉市、箱根町等との広域連携による全国キャンペーンを展開

・「小出川彼岸花まつり」での藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町との広域連携

・「浜松モザイカルチャー世界博」への観光ブースの出展

広域連携の推進　

取組項目　実施計画書

取組項目番号 1-(3)-②-ｳ

推
進
方
策

1 市民と取り組む公共経営

② 環境対策、産業振興対策及び観光施策等の広域連携の推進

（3）

所管部 経済部 観光課　

取
組
項
目
の

内
容

取組
項目名

広域連携による観光振興の推進

概要
　県内外の地域との広域連携により、誘客宣伝事業や広報宣伝活動の充実に取り組み、効
果的な観光振興の推進を図る。

９５５万人

平成２３年度（予定）平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績）
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所管課

エ

横浜藤沢線：川名緑地の自然環境への影響を検討する都市計画道路横浜藤沢線川名緑地

  環境影響評価検討委員会を設置、地元説明会に向けた準備

綾瀬インターチェンジ：ｽﾏｰﾄＩＣ制度実施要綱に基づく（仮称）綾瀬ｽﾏｰﾄＩＣ地区協議会に参画

  し実施計画書（案）を作成、関係機関に対し促進要望活動実施

　

　

綾瀬インターチェンジ：地元説明会開催、関係機関に対し促進要望活動を実施

　 　

横浜伊勢原線（用田ﾊﾞｲﾊﾟｽ）2期工区：信号機設置に向けた地元調整、用水路等関連工
事の調整

取組項目　実施計画書

所管部

1

（3）

②

1-(3)-②-ｴ

環境対策、産業振興対策及び観光施策等の広域連携の推進

　市民と取り組む公共経営

土木部

推
進
方
策

目標

　主要幹線道路整備事業の促進取
組
項
目
の
内
容

概要

取組
項目名

取組項目番号

横浜伊勢原線（用田バイパス）２期工区（約７００ｍ）：詳細設計に必要な地元調整･用地取得協力

横浜湘南道路：代替地斡旋等用地取得の協力

綾瀬インターチェンジ：環境アセスメント手続き、形式の検討

土木経営課

　広域連携の推進

横浜藤沢線：「新屋敷、片瀬山、川名地区地元との話し合い」地元説明会開催等

　横浜湘南道路については、平成27年度完成を目指し、国が実施する城南地区立坑設置
に伴う地元調整及び事業用地取得に協力する。
　横浜藤沢線は、平成21～22年度に地元説明会等の開催を進め、早期供用を目標として
取り組む。
　横浜伊勢原線（用田バイパス）２期工区は、平成21年度道路詳細設計を完了するた
め、水利組合等の地元調整をすすめ、平成25年度全線完成に向けた事業協力を進める。
　綾瀬インターチェンジについては、平成22年度より事業化の準備、平成29年度迄には
完成を目標としている。

　全国高速交通ネットワークへのアクセシビリティ向上や都市間連絡機能強化のため、
横浜湘南道路(平成27年度開通目標)、横浜藤沢線、横浜伊勢原線(平成25年度開通目標)、
（仮称）綾瀬インターチェンジ（平成29年度迄開通目標）の整備を促進する。

計画中

計画中

計画中

平成21年度
具体的な
取組内容

横浜湘南道路：国等への促進要望活動を実施

計画中

91%

計画中計画中

平成23年度
具体的な
取組内容

主要幹線道路事業の促進活動

横浜湘南道路(用地進捗)

横浜藤沢線

横浜伊勢原線(用地進捗)

綾瀬インターチェンジ

目標値
（効果額等）

実績値(見込み)
（効果額等）

100%

92%

事業中 事業中

平成２１年度（実績）

90%

平成２２年度（実績）

平成22年度
具体的な
取組内容 横浜伊勢原線（用田ﾊﾞｲﾊﾟｽ）2期工区：工事に伴う地元説明会開催、市道取付部の協議

横浜湘南道路：国等への促進要望活動を実施

横浜藤沢線：新屋敷地区地元説明会開催

スケジュール 平成２３年度（予定）
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所管課

オ

　

　

　

　

　

要望・検討 　

実現に向けた具体的検討

検討会により延伸の実現化
に向けた方向性を示す

実績値
（効果額等）

相鉄延伸の要望及び延伸の検討

経営企画部・計画建築部

鉄(軌)道の整備の促進

①相模鉄道いずみ野線の延伸
市民の内外にわたる自由な交流・連携・活力を支える本市交通体系の市北部の東西基
幹軸として、相模鉄道いずみ野線の湘南台駅から以西への延伸実現に向け、鉄道事業
者へ強く働きかけるとともに、さらに関係機関と具体化に向けた検討を進め、鉄(軌)
道の整備の促進を図る。

②新南北線の検討（ＬＲＴ：ライトレールトランジット）
都市環境の向上に寄与するシステムとして、辻堂駅から西北部・綾瀬市方面へ向かう
鉄(軌)道系公共交通機関（ＬＲＴ等）の検討を進める。

市民と取り組む公共経営

広域連携の推進

取組項目番号

経営企画課・都市計画課

取組項目　実施計画書

所管部

1

（3）

② 環境対策、産業振興対策及び観光施策等の広域連携の推進

推
進
方
策

概要

1-(3)-②-ｵ

取
組
項
目
の
内
容

取組
項目名

①相模鉄道いずみ野線延伸の実現を図る

②骨格的公共交通軸の機能強化による利便性の向上、自動車から公共交通への転換に
よる交通混雑の緩和、環境への負荷軽減を図る

平成２１年度（実績）

目標

「いずみ野線延伸の実現に向けた検討会」において「交通システムの選定、ルート・
構造等の検討、事業スキーム及び沿線地域のまちづくりの将来像」についての検討、
「導入すべき環境施策」の研究を進めた。併せて、神奈川県鉄道輸送力増強促進会議
を通じ、早期実現を要望した。
 また、リニア中央新幹線や新幹線新駅など、相模鉄道いずみ野線の延伸に関連する
広域公共交通の動向を把握した。

平成21年度
具体的な
取組内容

相模鉄道いずみ野線延伸の実現に向け、環境に配慮した交通システム（鉄道、ＬＲＴ
等）の導入について、協働して検討を進めることに合意した４者（県・市・相鉄・慶
應大学）による「いずみ野線延伸の実現に向けた検討会」が６月に発足し、検討会に
ついては４回、ワーキングは９回行った。

相模鉄道いずみ野線延伸について、関係機関（県・市・相鉄等）と、地域の活力を支
える交通システム（鉄道、ＬＲＴ等）を視野に入れ、具体化に向けた検討を進めると
ともに、神奈川県鉄道輸送力増強促進会議を通じ、早期実現を鉄道事業者へ要望し
た。

平成22年度
具体的な
取組内容

①相模鉄道いずみ野線の延伸

平成２３年度（予定）

平成23年度
具体的な
取組内容

平成22年度に発足した「いずみ野線延伸の実現に向けた検討会」において引き続き検
討を進めており、12月末までに検討会を２回、ワーキングを４回開催している。今年
度末には、この地域に適した交通システムを選定し、また、建設費や事業採算性、沿
線地域のまちづくりのあり方などの検討成果をとりまとめる予定である。併せて、神
奈川県鉄道輸送力増強促進会議を通じ、早期実現を要望した。
 また、リニア中央新幹線や新幹線新駅など、相模鉄道いずみ野線の延伸に関連する
広域公共交通の動向を把握する。

スケジュール 平成２２年度（実績）

検討会により延伸の実現化
に向けた方向性を示す

目標値
（効果額等）
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調査 研究 研究
新南北線の検討（ＬＲＴ等）

目標値
（効果額等）

実績値(見込み)
（効果額等）

スケジュール 平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績） 平成２３年度（予定）

平成22年度
具体的な
取組内容

・新幹線新駅やいずみ野線延伸の検討など、新南北線に関連する広域公共交通の動
 向を把握した
・広域連携の視点から、『藤沢市・綾瀬市による都市連携懇談会』においては広域
 的交通ネットワーク上の課題について互いに話し合った

・新南北線の広域的公共交通ネットワークとして、「いずみ野線延伸の実現に向け
 た検討会」における検討結果なども踏まえつつＬＲＴ等導入の研究を行う
・広域連携の視点から他市との情報交換を進める

平成23年度
具体的な
取組内容

・新幹線新駅やいずみ野線延伸の検討など、新南北線に関連する広域公共交通の動
 向を把握する
・新南北線の広域的公共交通ネットワークとして、「いずみ野線延伸の実現に向け
 た検討会」における検討結果なども踏まえつつＬＲＴ等導入の研究を行う
・湘南大庭地区において、藤沢市の交通について説明を行い意見交換を行った
・湘南大庭地区の地域経営会議と市長との意見交換会を踏まえ、センター職員と情
 報交換を実施するとともに、地域で研究を進めるにあたっての協力について、打合
 せを実施した
・中短期的に導入を図る連節バスについて、バス事業者と協議を行った

②新南北線の検討（ＬＲＴ等）

平成21年度
具体的な
取組内容

新南北線の広域的公共交通ネットワークとして、ＬＲＴ等導入計画に向けた調査を
行った。
リニア中央新幹線が２０２７年の営業運転開始を目標に進められると発表され、その
実現により東海道新幹線のダイヤ構成が大きく変わると想定され、新駅設置に向けた
環境が整ってきている。こうした状況下で、本市にとって望ましい、将来の総合的な
交通ネットワークの形成を目指し、広域連携も視野に調査を進めた。

研究成果整理

研究成果整理
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・資産白書を広く公表しているが、これに対する照会、取材、視察等がある

　

　

　

１８件２０件

・１３地区へ各地域の状況について出張部長室等を活用して地域経営会議などに説
明した

４４件

公表

１５件１５件

・広域施設について検討及び改善策を検討し、まとめた

・広域施設（市民会館等）の利用実態についてまとめた

地域経営会議などでの公表

・広域施設の利用実態をまとめた資料は、白書として公表するとともに藤沢駅周辺
地区の再整備の資料としても使用した

平成２１年度（実績）

・施設の利用状況について必要に応じて再調査する
・公共施設マネジメント白書の改訂版の作成に向けたデータ収集及び作成を行う
・公共施設マネジメント白書は市民との対話のツールであり公民連携で行う事業等
の基礎資料として、また、地域住民自らが地域施設のあり方について検討していた
だく資料として普及啓発に努めていく

スケジュール

取組項目　実施計画書

所管部

1

（4）

①

推
進
方
策

市民と取り組む公共経営

資産経営課

情報公開と説明責任の更なる推進

経営企画部

目標 資産白書を広く公表することにより、情報公開と説明責任の更なる推進を図る。

　市が保有する資産について、経営資源の観点から客観的な評価を行い、その結果
を資産の概要と共に公表する。具体的には、平成20年度に作成した公共施設マネジ
メント白書（資産白書）に、必要に応じて広域施設を追加し、公表する。

取
組
項
目
の
内
容

概要

資産白書の作成と公表

・１３地区へ概要版を作成して説明した

保有資産の状況、事業別のトータルコスト、公共料金のトータルコスト及び借入金の状況等の公表

実績値
（効果額等）

・地域経営会議などの求めに応じて、施設の利用実態等について説明した

目標値
（効果額等）

平成２３年度（予定）

照会・回答を含む公表件数

取組
項目名

１５件

1-（4）-①-ｱ

平成21年度
具体的な
取組内容

平成２２年度（実績）

・地域経営会議などで施設の必要コストや利用状況について公表した

取組項目番号

平成22年度
具体的な
取組内容

平成23年度
具体的な
取組内容

　（取材等）日経ビジネス、東洋経済、ぎょうせい、浜銀総合研究所、
(財)国土計画協会、日建設計、全国市議会議長会

・（照会）福岡県田川市、新潟県上越市、山口県宇部市、三重県四日市市、

総務省行政評価局評価監視官室、みずほ銀行藤沢支店、浜銀総合研究所
（地銀２１行）、新潟県柏崎市議会、滋賀県大津市、高知県高知市議会、
愛知県大府市、愛知県名古屋市、長野県中野市議会、大阪府守口市議会、
長崎県長崎市議会、愛知県豊橋市議会、岩手県立大学、静岡県富士市、三
重県伊勢市、総務省自治財政局財政調査課、東京都府中市、神奈川県大和
市、山口県萩市、千葉県松戸市、神奈川県横須賀市議会、愛知県安城市、
栃木県足利市、広島県福山市、福島県いわき市、神奈川県横浜市、東京都
中野区議会、山形県鶴岡市議会、神奈川県相模原市、静岡県浜松市、岩手
県八幡平市、市民
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・

　

・

・

・

・

・

・

・

公開 　

市民センター、公民館のトータルコストを各施設に設置された災害ベンダーに表示し
た

スケジュール

事業別・公共料金の
トータルコストの公開

目標値
（効果額等）

公共料金のトータル
コストの公表数・
事業別のトータル
コストの公表数

実績値(見込み)
（効果額等）

平成２２年度（実績）

１１１件
３３１事業

（概要説明シートを含むと
約800事業）

１８件
２８８事業

１０３件
３０８事業

（公民連携用を含むと
797事業）

５０件
２８８事業

５０件
２８８事業

平成２３年度（予定）平成２１年度（実績）

平成23年度
具体的な
取組内容

公共料金のトータルコストをホームページで公開するとともに、該当する施設に掲示
した

平成22年度に実施した全事務事業について事務事業概要説明シートを作成し、トータ
ルコストを公表する予定

平成21年度に実施した全事務事業について公民連携提案制度用事務事業評価シートを
作成し、トータルコストを公表した

目標

公共料金のトータルコストをホームページで公開するとともに、該当する施設に平成21年度
具体的な
取組内容

掲示した

事業別のトータルコストをホームページで公開した

平成22年度
具体的な
取組内容

　事業別のトータルコスト及び公共料金の算定の基礎となるトータルコストを公開
し、情報公開と説明責任の更なる推進を図る。

公共料金の見直し年に合わせて、平成２１年度決算に基づく公共料金のトータルコス
トを追加公開するとともに、該当する施設に掲示した

市民センター、公民館のトータルコストを各施設に設置された災害ベンダーに表示し
た

市民経営推進課・財政課

市民と取り組む公共経営

情報公開と説明責任の更なる推進

概要

取組
項目名

経営企画部・財務部

事業別のトータルコスト、公共料金のトータルコストの公開

　事業ごとにかかる現金を伴わない経費を含むトータルコスト、及び公共料金（使用
料及び手数料）の算定の基礎となる現金を伴わない経費を含むトータルコストについ
て、市民にわかりやすい内容で、ホームページ等で公開するとともに、該当する施設
にも掲示する。

取
組
項
目
の
内
容

取組項目　実施計画書

所管部

1

（4）

①

1-（4）-①-ｲ取組項目番号

保有資産の状況、事業別のトータルコスト、公共料金のトータルコスト及び借入金の状況等の公表

推
進
方
策
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災害ベンダーに借金時計を表示した。(市役所、各市民センター･公民館等３３箇所)

　

　

災害ベンダーの表示箇所を４０箇所に増やした。

実施（改善） 　

平成22年度
具体的な
取組内容

平成23年度
具体的な
取組内容

１，７００件
（見込み）

平成２１年度（実績）

４，１９８件 ２，１１４件

取組項目　実施計画書

所管部

1

（4）

①

取組項目番号

情報公開と説明責任の更なる推進

1-(4)-①-ｳ

市民と取り組む公共経営

保有資産の状況、事業別のトータルコスト、公共料金のトータルコスト及び借入金の
状況等の公表

財務部

さらにわかりやすい解説、表示方法などの改善を行った。

地域ICT利活用モデル事業に合わせ各市民センター・公民館、本庁舎におけるディスプ
レイ表示を２月から実施。

取組
項目名

推
進
方
策

財政課

平成22年度決算に基づき、平成22年度末残高の数値を更新した。

平成21年度決算に基づき、平成21年度末残高の数値を更新した。

平成20年度決算に基づき、平成20年度末残高の数値を更新した。

概要

平成２３年度（予定）

借金時計の設置
取
組
項
目
の
内
容

平成２２年度（実績）

目標

平成21年度
具体的な
取組内容

　市債の借入状況が一目でわかる「借金時計」をホームページ上に設置、公開する。
起債の前年度末未償還残高と当該年度末残高を比較し、その差額を秒単位で割って得
た額を秒単位で増減変化して表示する。

　市の借金状況が一目でわかる「借金時計」をホームページ上に公開し、情報公開と
説明責任の更なる推進を図る。

さらにわかりやすい解説、表示方法などの改善を行う。

目標値
（効果額等）

スケジュール

ＨＰアクセス件数

借金時計の設置

実績値(見込み)
（効果額等）
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・市民活動団体との協働により、各メールマガジンの配信を実施した

　

　

　 　

・市民活動団体との協働により、市民目線の視点から情報内容の充実を図った
平成22年度
具体的な
取組内容

平成23年度
具体的な
取組内容

・メールマガジン利用者への調査結果を受け、「休日・夜間診療情報」について、2012年2
月からメールマガジンの配信を始め、内容の充実を図った

平成２３年度（予定）

メールマガジン登録者
数を５％増加させる。

・本事業における市民活動団体との連携・協働について、その意義や効果について再考
し、次年度以降の運用のあり方について検討した

取組項目　実施計画書

所管部

1

（4）

② 情報通信機器等を活用した情報発信の推進

推
進
方
策

１-(4)-②-ｱ

広報課

取組項目番号

市民と取り組む公共経営

情報公開と説明責任の更なる推進

市長室

市民活動団体との協働による
メールマガジン配信

目標値
（効果額等）

実績値(見込み)
（効果額等）

９，６１０人

１２，７３９人

１３，３７５人

概要

目標

取
組
項
目
の
内
容

　広報メディアを活用した情報発信の充実
取組

項目名

　新しい公共の視点に立ち、市民活動団体と連携・協働し、市民目線のメールマガジン
の配信等を行うことで、メールマガジンの登録者数の増加を図り、市政情報をより広く
周知する。

  より開かれた市政運営を行うためには、行政の情報をより積極的に発信し、市民の皆
さんに市政へ関心を持って頂くことが重要である。このため、広く普及している携帯電
話のメール機能を活用し、ピンポイントで周知を図りたい情報及び新鮮な市政情報等
を、広くより多くの市民の方々へ配信する。

・市民活動団体との協働により、市民目線の視点から市民の知りたい情報を、より親
しみやすい記事にして配信
・庁内各課に呼びかけ新規メールマガジン３件の配信を開始し、2010年１月現在10件の
メールマガジンを配信。今後も庁内各課に呼びかけメールマガジン配信数を増やした
・広報ふじさわ等で、ふじさわメールマガジン配信サービスを広く周知し登録者数の拡
大を図った

・市民活動団体との協働により、市民目線のメールマガジンの配信を行った

平成21年度
具体的な
取組内容

・メールマガジン利用者への配信情報評価及びニーズ調査を実施した

スケジュール 平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績）

１４，０４３人

１５，７８２人
（前年実績比　１２４％）

１６，５７１人
（前年実績比　１０５％）
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　４月に本庁から地域へ一部の業務（５９件）を移譲したことに伴い、各部門総務

課に地域支援担当主幹を配置した。

　

　

　

　平成24年度に移譲を予定している業務は16件。

検討・協議・確定

市民のための分権

（1） 庁内分権の推進

① 庁内分権の推進

所管部 総務部 行政総務課

概要 市民ニーズに迅速かつ的確に対応できる組織体制の確立を図る。

取組項目　実施計画書

取組項目番号 2-(1)-①-ｱ

推
進
方
策

2

平成21年度
具体的な
取組内容

　市民の視点に立ったサービスを迅速に提供することにより、市民の行政サービスに
対する満足度を高める。

目標

取
組
項
目
の
内
容

取組
項目名

市民ニーズに迅速かつ的確に対応できる組織体制の確立

４月の組織改正により、これまでの調整課を廃止し、人事・予算を含む一定の判断権
限を持った部門総務課を配置し、庁内分権の推進を図った。

　市民ニーズに迅速かつ的確に対応するとともに、地域主体のまちづくりを進めるた
め地域へ移譲する権限・予算・対象事業の検討を行った。

  地域への権限移譲に伴う、本庁と各市民センターの執行体制についての検討を進め
た。

　また、地域へ移譲した業務に関する本庁各課の支援のあり方を調整するとともに、
平成23年度の移譲事業（６７件）を選定し、適正な執行体制の検討を進めた。

　引き続き、平成23年度移譲業務（６７件）について、本庁各課の支援のあり方と１
３地域における業務執行体制の検証を進めるとともに、平成24年度移譲業務に関する
執行体制の確定に向けた調整を行う。

平成22年度
具体的な
取組内容

平成23年度
具体的な
取組内容

　地域へ移譲した業務に関する本庁各課の支援のあり方を検証し、市民自治推進課を
中心に平成22年度の移譲業務の検証結果を報告書にまとめた。

実績値(見込み）
（効果額等）

平成２２年度の状況をふま
え、本庁と地域に適正な人
員配置を行う。

スケジュール 平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績）

地域への権限移譲に
伴う執行体制の構築

平成２３年度（予定）

実施(５９件) 実施（６７件）

業務量に見合った適
正な人員配置

移譲事務の業務量の
把握

検　証

平成２２年度移譲業務量と
２３年度の新規移譲業務量
を勘案した結果、本庁から１
人を削減、１３地域へは正
規職員１人と任期付き職員
１２人を配置した。

本庁から１９人を削減
し、１３地域に３０人の
職員を配置した。

地域への権限移譲に
伴い、本庁と１３地域
に適正な人員の配置
を行う。

部門毎の課題の整理
検　証

目標値
（効果額等）
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検討・協議・プロジェクト設置等

 　　総務部試行・検証

　　　　　　　　　　基本方針決定・庁内周知

　Ｈ２４年１月導入

実績値
（効果額等）

10%

平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績） 平成２３年度（予定）

目標値
（効果額等）

100%

40% 100%

10%
導入進捗率

スケジュール

40%

内部統制制度の導入

平成23年度
具体的な
取組内容

・制度運用及び初年度の基本方針についての説明会を開催した（１２／１６）

・試行導入の結果を評価・課題整理し、全庁的な導入フレームの構築を行った

・経営戦略会議にて、基本方針を決定した（１１／１７）

・内部統制制度の全庁的な導入を開始した（平成24年１月）

・ＰＴ会議の実施　第２回４／18，第３回５／10，第４回６／30，第５回７／15，

　　　　　　　　　第６回７／30，第７回８／４，第８回８／13，第９回11／26

③監査事務局と連携を図り、定期監査時に対象部門の危機管理対応等の現状及び課題
を調査した

平成22年度
具体的な
取組内容

④部内各課から課長補佐級職員１名を選出し、プロジェクトを平成22年１月に設置
し、全体フレーム、課題事項の検討等を行った

・第１回ＰＴ会議　１／１８

⑤民間企業が実施したコンプライアンス研修に参加した（３／１２）

　検討内容等　各課の業務マニュアル等の作成状況について、先進事例の取り組みに
ついて、民間企業が実施したコンプライアンス研修の結果報告、リスクに対する考え
方、関係帳票の検討及び作成等

・代表監査（監査事務局）と内部統制のフレームや組織体制などについて、協議を
行った（４／２８）。監査事務局に進捗状況の報告を行った（８／２０）

・総務部に試行導入（１月）した

・説明会後、各課最低２業務を抽出し帳票の作成を開始した

・全庁向けに制度説明会を開催した（８／３０）

①組織改正による部門総務課の設置（平成21年４月）

②先進事例の調査、情報収集を行った

市民のための分権

（1）

目標

庁内分権の推進

所管部 総務部 行政総務課

取
組
項
目
の
内
容

・「地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会」の最終報告（平成21年
４月）の公表を受けて

庁内分権の推進

①

内部統制の強化

　行政の事務執行は、効率性及び有効性の視点から適切に執行されなければならな
い。この目的を達成するためには所定の基準や手続きを定め、それに基づいて管理、
監視、保証を行えるような仕組みづくりが必要とされている。

取組
項目名

　事務事業の決定、執行、進行管理についての総合調整を行い、部門内、部門間にお
ける相対的、横断的な役割を果たすとともに、事務事業の執行については、適法かつ
適正に行われるのみならず、効率性及び有効性の観点からも適切に執行されているか
留意し、二重チェック体制を構築し、組織の内部統制の強化を図る。

平成21年度
具体的な
取組内容

取組項目　実施計画書

取組項目番号 2-(1)-①-ｲ

推
進
方
策

2

概要



46

所管課

ア

・

・

・

・

・

・

　地区総合防災訓練・防災リーダー講習会・地区防災マップの作成

予算額計　２，２２９千円（各地域移譲分）　

・

・

・

・

・

・

　

・

　

・

・

・

平成22年度
具体的な
取組内容

　市内公立中学校　19校中18校延べ28回(5,526人参加)実施した

各地域と連携し、自主防災組織が企画運営する防災訓練や防災講話などの支援、及び
未結成団体に対して組織結成に向けての働きを行った

　

中学生（3,500人）に対する「応急手当教育」による救命講習に加え自治会や事業所
等に対する救命講習（4,500人）を実施し年度合計8,000人を目標とする

目標

各地域が地区内の中学校と連携しながら事業計画等を企画立案し、市内公立中学校に
対する「防災教育」及び「応急手当教育」を実施した。災害対策課及び救急救命課
は、その指導等にあたった
市内公立中学校　19校中18校延べ28回(5,909人参加)実施した
　※1校は東日本大震災のため実施できず

各地域と連携し、未結成団体に対して、防災講話などを実施し組織結成の働きかけを
行った結果、6団体が新に結成された(解散1団体)

防災教育・応急手当教育

１．訓練等の予算と権限の移譲

２．市内公立中学校全校防災教育・応急手当教育の実施

取組項目番号

市民のための分権

市内公立中学校全校（19校）で「防災教育」「応急手当教育」を実施する

総務部・消防本部

地域防災力の強化の推進

地域防災力の向上のため、予算と権限を移譲し地域住民を主体とした総合的な訓練（地震及
び水害）、地域住民が主体となって作成している防災マップ及び地域の防災リーダーとして活
躍してもらうための防災リーダー講習会を実施する

自主防災組織が抱えている、役員の高齢化や昼間の活動員不足などの課題を解消するため
自主防災組織内に「ジュニア防災リーダー班」を編成し、災害時に子どもたちにもできる役割を
明確にし、大人主体の運営組織から子どもたちが参加できる組織へと転換し、将来にわたる地
域防災力の充実・強化の推進を図るため、市内公立中学校全校（19校）において「防災教育」
及び「応急手当教育」を実施する

2020年度までに市民人口の20％（約80,000人）が応急手当技術を取得するよう、計画事業
（計画値：4,500人／年）として救命講習を実施する

14地区で地区総合防災訓練（地震及び水害）、防災マップ作成及び防災リーダー講習
会を実施するとともに、予算と権限の移譲を進める

取組項目　実施計画書

所管部

2

（2）

① 権限と予算の地域移譲

地域分権の推進

推
進
方
策

災害対策課・救急救命課

2-(2)-①-ｱ

取組
項目名

取
組
項
目
の
内
容

概要

平成22年度
具体的な
取組内容

防災リーダー講習会を６地区において実施

各地域が主体となって、地区総合防災訓練及び防災リーダー講習会を14地区で実施した

市内１２地区において地区総合防災訓練を実施

平成21年度
具体的な
取組内容

地域への予算と権限の移譲について、市民自治部と協議・検討を図った・

片瀬地区・御所見地区が主体となって、防災マップを作成した

平成23年度
具体的な
取組内容

　　※1校は新型インフルエンザのため実施できず平成21年度
具体的な
取組内容

　結成地区：鵠沼(3)、藤沢西部(1)、湘南台(1:自治会未加入)、湘南大庭(1)

自主防災組織の新規結成

　結成数　：6団体

各地域と連携し、地区防災訓練等を実施する
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・

・

・

・

・

・

・ 中学生に対する応急手当教育を、1,551人に実施した（2時間教育の433人は除く）

・

・ 中学生に対する応急手当教育を、470人に実施した（2時間教育の255人は除く）

・

・

３．救命講習会

各地域が地区内の中学校と連携しながら事業計画等を企画立案し、「防災教育」及び
「応急手当教育」を市内公立中学校19校に対して実施する。災害対策課及び救急救命
課は、その指導等にあたる

各地域と連携し、自主防災組織が企画運営する防災訓練や防災講話などの支援、及び
未結成団体に対して組織結成に向けての働きを行う

ジュニア防災リーダーの自主防災組織内での位置づけの確立

平成23年度
具体的な
取組内容

中学生に対する応急手当教育を、2,291人に実施した

また、自治会や事業所等に対する救命講習を、7,008人に実施し、平成２１年度の受
講者数合計は9,299人となった

平成21年度
具体的な
取組内容

平成22年度
具体的な
取組内容

また、自治会や事業所等に対する救命講習を、5,286人に実施し、平成２２年度の受
講者数合計は6,837人となった

引き続き、各地域と連携し応急手当教育等を実施していく

また、自治会や事業所等に対する救命講習を、5,398人に実施し、平成２３年度の受
講者数合計は5,868人となっている

実績値
（効果額等）

53,692人
13.2%

455組織
96.0%

455組織
96.0%

69,393人
16.8%

60,962人
14.9%

69,393人
16.8%

450組織
94.9%

450組織
93.9%

実績値
（効果額等）

目標値
（効果額等）

訓練等の予算と権限の
移譲

防災教育・応急手当教
育の実施

目標値
（効果額等）

予算と権限の地域移譲

スケジュール

19校（延38校）
100%

14地区での検討・協議

平成２３年度（予定）

実施

平成２２年度（実績）

実施

14地区
100%

0地区
0%

平成２１年度（実績）

445組織
93.9%未結成組織に対する結

成の促進 444組織
93.7%

市内公立中学校全校防災教育
・応急手当教育の実施

実施

18校（延28校）
73.7％

18校（延28校）
73.7%

救命講習会

14地区
100%

目標値
（効果額等）

14地区
100%

実績値
（効果額等）

実績値
（効果額等）

目標値
（効果額等）

19校（延38校）
100%

19校（延31校）
81.6%

19校（延38校）
100%

0地区
0%

14地区
100%

52,393人
12.9%

60,393人
14.9%救命講習会

（応急手当教育及び救
命講習）

平成23年度
具体的な
取組内容

津波避難情報マップを作成し、藤沢バイパス以南の市民に各戸配布済み
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所管課

イ

　

　

・平成23年度の予算・権限の地域移譲（67業務）に向けた検討・調査を進めた

・地域契約事務について、各地区で円滑に進められた

　

検討・協議・確定 実施 実施・検証

・平成22年度移譲業務の検証結果（非常に効果的であった業務10業務・効果的であっ
た業務7業務・やや効果的であった業務22業務・従前からの取扱業務で変化がない業
務10業務・あまり効果がなかった業務5業務・取扱がないため効果が不明な業務5業
務）を踏まえて、引き続き平成23年度上半期の検証及び平成24年度の移譲に向けての
取り組みを進める
・地域で執行できる工事契約金額の拡大を図った（1,000万円から2,200万円に拡大）

・平成22年度の移譲業務（59業務）について、地域からの声に対して必要に応じた対
応を図った

平成23年度
具体的な
取組内容

１００％

１００％

平成21年度
具体的な
取組内容

平成22年度
具体的な
取組内容

・平成22年度以降、１３地区にて実施を予定する155件の予算と権限の移譲に向け
て、条例、規則改正などの具体的な準備を進めた

・平成23年度の業務移譲が円滑に進められるよう市民センター・公民館及び事業所管
課との調整を図った

・３カ年計画の初年度として、１３地区において、移譲された予算・権限に基づき、
業務を開始するとともに、本庁が各地区のバックオフィスとして業務を支援した

・平成23年度に向けて、地域で執行できる工事契約金額の拡大について、契約課と検
討・調整を図った

取組項目番号

・平成22年度予算編成時点までに、本庁所管の全ての事務事業を精査し、１３地区の
市民センター・公民館に移譲する事務、予算、権限を決定した

取
組
項
目
の
内
容

目標

概要

取組
項目名

　庁内分権を推進し、各地区において、より効果的、効率的に業務を執行することに
より、地域に密着した行政サービスの一層の向上を図る。

市民自治部・計画建築部他関係
各部

地域完結型事業執行の推進

　１３地区を拠点とした地域主体のまちづくりを推進するため、建設事業（道路、下
水、公園等）をはじめとした本庁が所管して実施している全ての事業について、地域
完結の視点から精査し、平成２２年度からの３カ年計画で権限と予算の地域移譲を行
う。

市民自治推進課・建設総務課他関係各課

各地区での様々な事業の拡大実施

平成２２年度（実績）平成２１年度（実績）スケジュール 平成２３年度（予定）

実績値(見込み）
（効果額等）

目標値
（効果額等） 拡大後の業務領域を

確定

１００％

１００％

１００％

１００％

取組項目　実施計画書

所管部

2

（2）

① 権限と予算の地域移譲

推
進
方
策

2-（2）-①-ｲ

市民のための分権

地域分権の推進
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所管課

ウ

　

　

　

調査検討・一部実施 実施

平成22年度
具体的な
取組内容

平成23年度
具体的な
取組内容

・地域まちづくり基金の設置（４月１日）

・市民に広報紙で周知を行った

1,313千円1,313千円

650千円720,355円

地域独自歳入確保策

実績値(見込み）
（効果額等）

目標値
（効果額等）

歳入金額（１３地区）

スケジュール

概要

地域分権の推進

市民自治部・生涯学習部
市民自治推進課・市民センター
生涯学習課（藤沢公民館・村岡公民館）

・各地区における歳入確保策の運用・実施

推
進
方
策

2-（2）-①-ｳ取組項目番号

市民のための分権

目標
　地域分権を推進し、地域特性を活かした地域づくりを進めるため、独自収入確保
策を検討し、地域ごとに財源を確保することで、地域独自事業の実施に資する。

取
組
項
目
の
内
容

地域独自の収入の確保

　市民センター・公民館における独自収入確保策の検討と実施

　市民センター・公民館において、独自収入確保の観点から、地域に在る公共施設
等の有効活用等を図るとともに、地域の独自性を活かした収入確保策を検討し、取
り組みを進める。

取組
項目名

取組項目　実施計画書

所管部

2

（2）

① 権限と予算の地域移譲

への基金の活用を検討し、地域の賛同を得ながら寄附の拡充に努める

・各地区における歳入確保策の運用・実施及び新たな歳入確保策の検討

・地域経営会議と連携し、地域経営会議が実施する自助共助による地域独自の事業

・広告料収入（公用車）、エコ堆肥、景観ガイドマップの販売収入等、独自収入の
確保を行った

・地域まちづくり基金制度を市民へ周知を行った

・地域まちづくり基金制度の運用・市民への更なる周知

①既存の手法による収入確保策の実施

平成21年度
具体的な
取組内容

・広告料収入等の確保（建物壁面・公用車・刊行物等）

地域独自収入確保策の検討・一部実施

②新たな手法による収入確保策の検討

・地域の独自性を生かした財源の確保

・（仮称）「地域まちづくり基金」の創設（条例化）

平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績） 平成２３年度（予定）
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所管課

ア
ウ

　

　

　

　

実施：全１３地区

１３地区
実績値(見込み）

（効果額等）

・(H21)地域経営会議設置地区数
・(H22）地区別まちづくり実施計
画（案）の策定
・(H23)地区別まちづくり実施計
画事業進捗率

地域経営会議の運営

目標値
（効果額等）

地域経営会議の創設

取組項目　実施計画書

所管部

2

（2）
（3）

②
①

地域主体のまちづくりの推進
福祉・環境・教育施策等の取り組みへの市民参画の促進

推
進
方
策

市民のための分権

2-(2)-②-ｱ
2-(3)-①-ｳ

取組項目番号

・モデル地区を定めて試行した(湘南台地区）

・モデル地区以外の12地区では、地域経営会議に向けた準備会を設置した

・モデル地区での試行内容を検証し、検証結果を10月の全地区設置に反映させた

・全地区に「地域経営会議」を設置し、円滑な運営を推進した

　更なる地域分権を進めるため、市民センター・公民館を拠点として、地域住民
による地域自治の意思決定機関となる「地域経営会議」を新たに設立し、地域の
特性を生かした13地区別まちづくり計画を策定するとともに、地域独自の施策を
地域主体で取り組み、地域の個性を生かした地域主権・地域完結型のまちづくり
を推進する。

目標

平成21年度
具体的な
取組内容

平成22年度
具体的な
取組内容

平成23年度
具体的な
取組内容

・「地域経営会議」の円滑な運営を推進し、13地区別の「地域まちづくり計画」
及び「地区別まちづくり実施計画」に基いて、地域主体で取り組む地域独自の施
策の展開を支援する。具体的な取り組みとして市政の積極的な情報提供を行う
「出張部長室」や地域の課題等について協議を行う「地域経営会議と市理事者等
との協議」を開催
・地域経営会議と地域団体との連携による地区内の課題への取り組みや各地域経
営会議間の連携による地区間に共通する課題への取り組みが、自助共助により主
体的に行われた
・地域経営会議が主体となり地区全体集会を開催し、「地区別まちづくり実施計
画」に基づく事業の進捗状況等に関して説明を行い、地区住民と意見交換等を
行った

・各地区における「地域経営会議」の円滑な運営を支援した
・「地域まちづくり計画（案）」及び「地区別まちづくり実施計画（案）」の策
定にあたり、地区全体集会を開催し、地区住民との意見交換等を行った
・地域経営会議における各市民センター・公民館と連携した取り組みである「地
域まちづくり計画（案）」及び「地区別まちづくり実施計画（案）」を策定した
・「藤沢市地域分権及び地域経営の推進に関する条例」等が制定され、「地域経
営会議」の役割及び位置づけが明確化された

地域分権の推進

市民自治推進課

地域経営会議の運営

　地域住民が市政に参画し、自らが意思決定する仕組みとして、13地区に「地域
経営会議」を設置し、地域の特性を生かした13地区別まちづくり計画を自ら策定
するとともに、地域独自の施策を地域が主体となって推進する。

市民自治部

取
組
項
目
の
内
容

概要

取組
項目名

試行：湘南台地区

１３地区

100%

100% 100%（126/126事業）

98%（123/126事業）

平成２３年度（予定）スケジュール 平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績）
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所管課

ア

　

　

　

　

目標値の設定 実施 実施及び検証

・現審議会等委員の名寄せを行い、一人でも多くの市民が様々な審議会等の委員として
市政へ参画できるように、委員選考の際の参考となるようデータベース化し庁内への周
知を図った（４月）

・８２審議会のうち平成２２年度に委員の改選を予定している審議会が３９審議会、２
３年度が３７審議会あるため、今後、市民委員の参画及び公募委員数の増大を図る

・基本指針及び公募要綱の更なる周知を図るとともに、審議会委員のデータベースの活
用を再度、徹底した（１０月）

・平成２２年度、２３年度の審議会等委員の改選状況を基に、市民委員の参画状況等の検
証を行う

実績値（見込
み）

（効果額等）

公募枠を設定する審議
会等の割合 41% (34/82) 41%(36/86)

30%(218/726) 33%(239/726)

40%(33/82)

公募枠を設定する審議会
等における市民公募委員
の割合

27% (195/726) 22%(172/768) 22%(153/685)

45%(37/82) 49%(40/82)

市民公募委員構成比の増

目標値
（効果額等）

公募枠を設定する審議
会等の割合

公募枠を設定する審議会
等における市民公募委員
の割合

スケジュール 平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績） 平成２３年度（予定）

平成23年度
具体的な
取組内容

審議会等への市民公募委員の参画の促進

概要
　市民の自主的、主体的な市政参画を促進し、市民に開かれた市政の推進及び市民との協
働による市民経営の実現を図るため、「審議会等の設置及び運営等基本方針」及び「審議
会等の市民委員の公募に関する基準」を見直し、市民公募委員の参画を促進する。

所管部 総務部 行政総務課

平成22年度
具体的な
取組内容

目標
・市民公募枠を設定する審議会等の拡大
・市民公募枠を設定する審議会等における市民公募委員数の増大

平成21年度
具体的な
取組内容

・現行の「基本方針」等における課題整理及びその見直しを行った
・県内他市の状況調査を平成２１年１１月に実施した
・平成２２年２月に「審議会等の設置及び運営等基本指針」及び「審議会等の市民委員
の公募に関する基準」を新たに「藤沢市審議会等の設置及び運営に関する基本指針」及
び「藤沢市審議会等の委員公募要綱」を制定し、庁内周知を図った

取
組
項
目
の
内
容

取組
項目名

取組項目　実施計画書

取組項目番号 2-（3）-①-ｱ

推
進
方
策

2 市民のための分権

（3） 市民参画の促進

① 福祉・環境・教育施策等の取り組みへの市民参画の促進
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市民のための分権

所管課

イ

○

○

○

・ 「おやじの会」活動団体調査（平成２２年度発足および活動継続の有無等）

・ 「おやじの会」活動団体へのアンケート調査の実施（主な活動、課題等）

・ おやじの会連絡会「交流会」を２回実施した（第１回６／１２　第２回９／１１）　

・

・

 おやじの会は任意団体であり、設置のためにはその必要性を理解してもらう必要がある。

また、今後はＰＴＡや地域の方にも理解を深めてもらい、設置数の増加を図る。

○
・

・

○

パトロール等安全・安心に関わること、父親同士の交流・情報交換に関わること

「おやじの会」の設置数増加に向けた施策を実施した（夏休み中に未設置校小９・中学
校１・特別支援学校１，計１１校の学校長を訪問）

おやじの会活動への理解促進に向けた「父親の教育参加を考える講演会」を１２月に実
施した（川崎市のおやじの会「いたか」世話人　大下勝巳氏の講演）

【目的】

取組項目　実施計画書

2-(3)-①-ｲ

市民参画の促進

福祉・環境・教育施策等の取り組みへの市民参画の促進

2

（3）

①

推
進
方
策

取組項目番号

生涯学習課

多様な世代による地域貢献活動の促進

目標
　子育て中の父親を中心とした世代の地域活動に対する意欲・能力の維持向上を図るた
め、学校と地域との連携を進める「おやじの会」の設置数を増加させる取り組みを実施
する。

生涯学習部

　子育て中の父親を中心に活動する「おやじの会」について、その知識と経験を地域活
動に活かすため、活動の原資となる資質向上を図る場の提供を行うとともに、活動の場
となる団体組織を拡充する。

所管部

取
組
項
目
の

内
容

概要

取組
項目名

平成2１年度
具体的な
取組内容

　「おやじの会」は様々な目的で15年ほど前から自発的に設置され始めたが、ある中学校
の「おやじの会」の活動により教育環境の改善に効果があったことから、その必要性を重
視し、全校設置を目指す。

おやじの会連絡会「交流会」を２回実施
・第１回６／１３　「活動事例発表」を実施した。（鵠沼おやじパトロール・藤ケ岡お
やじの会）（１５団体３５人参加）
・第２回９／１２　「活動事例発表」及び「三者連携会長会との懇談会」（１２団体他
５２人参加）
「男性の子育てを考える講演会」を２回実施
・第１回　１２／１３　「講演会」　５３人参加

・第２回　「パネルディスカッション」　３５人参加
「おやじの会」の設置数増加に向けた施策を実施（夏休み中に未設置校小５・中学校
４、計９校の学校長を訪問）

平成23年度
具体的な
取組内容

おやじの会連絡会「交流会」の実施

既存の「おやじの会」を参加対象とし、相互の交流・情報交換を目的とする全体交流会
（７/２８）

該当地区の「おやじの会」、未設置校を含む学校教職員及びＰＴＡ（保護者会）を
参加対象とし、新規の設置も目的とするブロック交流会（１０/２９：六会地区、
１／１４：明治地区）

おやじの会の周知に向けたホームページの開設

各団体の取り組みを紹介し、既存団体の活動の活性化および新規設置の支援

平成22年度
具体的な
取組内容

スケジュール 平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績） 平成２３年度（予定）

父親を中心としたコミュニティー形成 ４回４回４回

に向けての様々な会合の開催 ７、１０、１、２月６、９、１２、１月 ６、９、１２、２月

目標値
（効果額等）

市内公立校における設置数

  ５５団体

実績値（見込み）
（効果額等）

２４団体２３団体

３３団体 ４４団体

２４団体



53

所管課

エ

取組項目番号 2-(3)-①-ｴ

取組項目　実施計画書

所管部

2

（3）

①

推
進
方
策

環境都市政策課

市民のための分権

市民参画の促進

福祉・環境・教育施策等の取り組みへの市民参画の促進

（１）普及・啓発事業
①環境フェアの開催
　6/27、6/28に実施。６２団体、5,860人が来場。環境団体のパネル展示、三菱自動
車、神奈川県の電気自動車の同乗体験等を実施。
②環境ポータルサイト運営
　環境クリック募金、エコライフチェック（毎月、１００件前後のアクセス）。
③「ふじさわ環境大賞」の審査・表彰式を実施
　平成２０年度に公募した「ふじさわ環境大賞」の審査・表彰式を実施。
④学校版ISO「チャレンジかわせみ」の実施
⑤「藤沢市地球温暖化対策地域協議会」との協働事業
　　環境関連施設バスツアー（9/19）

　環境基本計画の改定に合わせて、市民等との共同で温暖化対策地域推進計画を改
定し、平成２３年度以降の温暖化対策の目標達成に向けた具体的な施策を、これま
での施策と併せて展開していく。

経営企画部

低炭素都市づくり事業の推進

概要

取組
項目名

目標
　環境基本計画の改定に合わせて、市民等との共同で温暖化対策地域推進計画を改
定し、平成２３年度以降の温暖化対策の目標達成に向けた具体的な施策を、これま
での施策と併せて展開していく。

取
組
項
目
の
内
容

（３）温室効果ガス吸収
①三大谷戸を中心とした緑地の保全
　川名、石川丸山、遠藤笹窪の三大谷戸を中心とした緑地の保全
②屋上、壁面緑化設置への補助
　個人用３件、事業所用２件に補助
③緑のカーテン設置への補助
　１６件に補助

（４）気温上昇抑制
①打ち水大作戦の実施
　８月１日～７日に市内全域で実施
②園庭の芝生化
　善行乳児保育園

（５）資源の有効利用
①雨水貯留槽設置補助事業
　購入費に対し、補助率１／２、上限３万円。　４６件に補助。
②焼却灰の溶融化
③レジ袋削減の取組

（２）温室効果ガス発生抑制
①「エコポイント事業」を実施
　環境活動に対し、サムエルコッキング苑、展望灯台、岩屋、新江ノ島水族館を割引料
金で入場できる施設利用型のエコポイント券を交付
②グリーン電力証書の購入事業
　環境フェアの使用電力の一部に対し、グリーン電力証書を購入
③電気自動車の購入補助事業
④環境に配慮したまちづくりを進めるための規制緩和措置や誘導指針等による大型プロ
ジェクト等の環境に配慮したまちづくりを推進

平成21年度
具体的な
取組内容
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（２）温室効果ガス発生抑制
①「藤沢市地球温暖化対策実行計画」の策定に向けたプロポーザル審査、策定作業を実
施した
②「エコポイント事業」を実施
　環境活動に対し、サムエルコッキング苑、展望灯台、岩屋、新江ノ島水族館を割引料
金で入場でき、さらには市内飲食店（７店舗）でサービスが受けられる施設利用型のエ
コポイント券を交付した
③電気自動車の購入補助事業を実施した（２９件の申請）
④グリーン電力証書の購入事業
　環境フェアの使用電力の一部に対し、グリーン電力証書を購入した。
⑤一定規模以上の土地利用転換や開発計画時に、低炭素なまちづくりを誘導するため、
パナソニック工場跡地において、省エネ、創エネ、蓄エネによりＣＯ２排出量70%削減
に向け、再生可能エネルギー等を最大限に活用する「FUJISAWAサスティナブル・スマー
ト・タウン構想事業」を開始した。また、湘南Ｃ‐Ｘにおいても環境に配慮した都市づ
くりに向けた企業誘導を継続実施した

（３）温室効果ガス吸収
①三大谷戸を中心とした緑地の保全の拡大
　川名（4,014.6㎡ ２筆取得）、石川丸山（638㎡ １筆取得）、遠藤笹窪（8,827㎡ 7
筆取得）の三大谷戸を中心とした緑地の保全の拡大。
②屋上、壁面緑化設置への補助（補助率は１／２で、５件の申請）
③緑のカーテン設置への補助（補助率は１／２で、５件の申請）

（４）気温上昇抑制
①打ち水大作戦の実施
　８月に市内全域で実施した。
②園庭の芝生化
　善行乳児保育園以外の園でも実施できるように検討した。

（５）資源の有効利用
①雨水貯留槽設置補助事業
　購入費に対し、補助率１／２、上限３万円を助成した（４２件の申請）。
②焼却灰の溶融化を実施した
③レジ袋削減の取組
　片瀬・鵠沼地区にレジ袋削減推進モデル地区協議会を設置し推進した。

（６）新エネルギーの利用
①太陽光発電設置補助事業
　２１０件に補助。

（７）市の事業者としての取組
①公用電気自動車の導入
　イタリア製電気自動車を２台運用、国産電気自動車を１台導入。環境イベントでの試
乗会、業務用として活用。
②公共施設の壁面緑化導入
　本庁舎新館、本館、長久保公園。

（８）広域連携事業
①湘南エコウェーブプロジェクト
　環境イベント、公共施設緑大作戦、電気自動車の同乗体験等を実施。
　広域連携を踏まえた、市内大学生との意見交換会を実施。
　地球温暖化防止月間である１２月に電気自動車の二市一町の共同導入式、イルミネー
ションライトダウン、アイドリングストップ・ノーカーデー、レジ袋削減等の各取組を
実施。

（１）普及・啓発事業
①環境フェアの開催（6/26、27）
　従来の内容に加え、７０周年記念事業として、ソーラーカー展示・工作教室を実施した。
　また、市内大学も参加した。
②環境ポータルサイト運営
　環境クリック募金に６企業が参加した（今後も参加企業の増加を図る）。
　エコライフチェック（毎月、１００件前後のアクセス）。
③「ふじさわ環境大賞」の審査・表彰式を実施
　２１年度に公募した「ふじさわ環境大賞」の表彰式を実施した（6/27）。
　市内４大学との連携等協力協定に基づき、４大学への表彰も実施した。
④学校版ISO「チャレンジかわせみ」の実施
　小学校３５校、中学校１９校が参加した。
⑤「藤沢市地球温暖化対策地域協議会」との協働事業
　　大学生との意見交換会を実施した（11/13、大学生15人、協議会会員10人参加）。
　　ストップ温暖化親子バスツアーを実施した（11/14、53人が参加）。

平成22年度
具体的な
取組内容

平成21年度
具体的な
取組内容
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（６）新エネルギーの利用
①太陽光発電設置補助事業
　１Ｋｗあたり、５万円、上限１５万円で、１９５件に補助した。

（７）市の事業者としての取組
①公用電気自動車の運営
　 １台新規導入し、導入済みと併せ合計４台を活用（国産２台、イタリア製２台）。
②公共施設への太陽光発電ｼｽﾃﾑの設置
　明治、遠藤、御所見市民ｾﾝﾀｰ、保健所等へは設置済み。
　建て替え計画のある１校を除き、全小・中・特別支援学校に蓄電池付き１９Kwのｼｽﾃﾑ
を設置した。
③市民ｾﾝﾀｰへのＬＥＤ照明の設置
　長後、遠藤、湘南台、村岡の市民ｾﾝﾀｰ・公民館に合計で40w蛍光灯１１４７本、20w蛍
光灯２２１本、110w蛍光灯２４本、60w電球１３３個を設置した。
④公共施設の壁面緑化実施
　本庁舎新館、本館、長久保公園、小・中学校、保育園。

（８）広域連携事業
①湘南エコウェーブプロジェクト

（４）気温上昇抑制
①打ち水大作戦の実施
　７月下旬から８月上旬にかけて市内全域で実施した。
②園庭の芝生化
　善行保育園の園庭の一部芝生化を実施。

平成23年度
具体的な
取組内容

　地球温暖化対策実行計画の「温室効果ｶﾞｽを1990年比2022年に40％削減」という目標
に向け、また、本市も市内の一事業所として率先して温室効果ｶﾞｽの削減を図るために
策定した「環境保全率先実行計画」に基づき、全庁的に次の施策を実施した（又は予
定）。
（１）普及・啓発事業
①12月の地球温暖化防止月間に「あついぜ！藤沢Ｅｃｏ２祭り２０１１（旧環境フェ
ア）」を開催した
　キャンドルナイト湘南台など約５０団体が参加した
②環境ポータルサイト運営
　環境クリック募金に６社が参加した（今後も参加企業の増加を図る）。
　エコライフチェック（毎月、１００件前後のアクセス）。
③「ふじさわ環境大賞」の企画・審査・表彰式を実施
　「あついぜ！藤沢Ｅｃｏ２祭り２０１１（旧環境フェア）」の市民ｼｱﾀｰでの催しとし
て、「環境ｸｲｽﾞ王決定戦」を実施・表彰し、併せて「地域環境活動団体部門」の表彰も
行った。
④環境モニター制度の創設
　温暖化防止の取組を家庭で実践し、その効果を地域に広げる「環境モニター制度」を
創設した。
　参加モニター：９５名の参加
⑤学校版ISO「チャレンジかわせみ」の実施
　小学校３５校、中学校１９校が参加した。
⑥「藤沢市地球温暖化対策地域協議会」との協働事業
　　大学生との意見交換会を実施した（11/12、大学生13人、協議会会員9人参加）。
（２）温室効果ガス発生抑制
①「藤沢市地球温暖化対策実行計画」に基づき、進捗管理体制を構築する
②「エコポイント事業」を実施
　環境活動に対し、サムエルコッキング苑、展望灯台、岩屋、新江ノ島水族館を割引料
金で入場でき、さらには市内飲食店（１５店舗）でサービスが受けられる施設利用型の
エコポイント券を交付した。
③電気自動車の購入補助事業（３６件の申請があった）
④パナソニック工場跡地における、省エネ、創エネ、蓄エネにより再生可能エネルギー
等を最大限に活用した低炭素なまちづくりである「FUJISAWAサスティナブル・スマー
ト・タウン構想」の具体化を図るため、まちづくり方針を10月に策定し、低炭素型地区
計画の都市計画決定に向けた手続きに入った。また、湘南Ｃ‐Ｘにおいても環境に配慮
した都市づくりに向けた商業施設、テラスモール湘南等での温室効果ガス削減の具体化
を図った

（３）温室効果ガス吸収
①三大谷戸を中心とした緑地の保全の拡大
　川名（297㎡、1筆取得）、石川丸山、遠藤笹窪の三大谷戸を中心とした緑地の保全の
拡大。
　なお、ごみ処理有料化指定袋手数料相当額の一部をみどり基金へ積み立て、緑地を継
続取得する。
②屋上、壁面緑化設置への補助（補助率は１／２で、１件の申請）
③緑のカーテン設置への補助（補助率は１／２で、４件の申請）
④農地の多面的機能活用としての水田保全

平成22年度
具体的な
取組内容



56

省エネ・自然エネルギーの活用等、温暖化協議会との協働

スケジュール 平成２３年度（予定）平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績）

（７）市の事業者としての取組
①公用電気自動車の導入
　 導入済み４台を活用（国産２台、イタリア製２台）するとともに、さらに国産電気
自動車を１台追加導入予定。
②公共施設への太陽光発電ｼｽﾃﾑの設置
　導入済みの市民ｾﾝﾀｰ、小・中・特別支援学校５４校での活用を図るとともに、本町小
学校にも蓄電池付きの19Kwのｼｽﾃﾑを設置。
③市民ｾﾝﾀｰへのＬＥＤ照明の設置
　善行、湘南大庭、御所見、３市民ｾﾝﾀｰ及び六会市民センター石川分館、片瀬しおさい
センターに設置予定。
④公共施設の壁面緑化実施
　本庁舎新館、本館、長久保公園、小・中学校、保育園で実施。

「環境フェア」
 参加者数

６，０００人 ６，２００人

７０件「環境大賞」応募者数

２００件

計画の改定

自然エネルギーの活用等施策

改定作業

８０件

６，４００人

２，７１１人

３６件（申請）

３１人

－

２００件８０件

１０２件

大学生との意見交換会
参加者数

３０人

１４１件

３０人 ３０人

２９件

－

５３人

－

３２人

２５３件（申請）１９５件

５０人

１５件

１０件 １０件

５０人

１５件

２５０ｔ

（５）資源の有効利用
①雨水貯留槽設置補助事業
　購入費に対し、補助率１／２、上限３万円を助成した（４６件の申請）。
②焼却灰の溶融化を実施した。
③レジ袋削減の取組
　片瀬・鵠沼地区に設置したレジ袋削減推進モデル地区協議会を中心に推進した。

（８）広域連携事業
①湘南エコウェーブプロジェクト

新計画に基づく施策実行

　０件

２００ｔ

５０人

１５件

２１０件

１００人 １００人

５，８６０人 ６，１１０人

環境関連施設バス
ツアー参加者数

電気自動車購入補助
件数

６０件

太陽光発電施設補助
件数

風力発電設置補助件数 －

温室効果ガス削減量

実績値（見込み）
（効果額等）

温室効果ガス削減量 －

大学生との意見交換会
参加者数

３７人

「環境大賞」応募者数 １４６件

風力発電設置補助件数

太陽光発電施設補助
 件数

２３６．１ｔ ３３２．０ｔ

－

地球温暖化防止月間
 講演会参加者数

環境関連施設バス
ツアー参加者数

２１人

電気自動車購入補助
件数

「環境フェア」
参加者数

－ ４８人
地球温暖化防止月間
  講演会参加者数

２２人

１００人

平成23年度
具体的な
取組内容

（６）新エネルギーの利用
①太陽光発電設置補助事業
　１Kwあたり、４万円、上限１２万円で、２５３件の申請があった。

目標値
（効果額等）
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所管課

ア

　

　

・１３地区で「各地区公園愛護会連絡協議会」を設立した。

　

　

　

　

設立促進実施 (１３地区で各地区公園愛護会連絡協議会が設立された)

見直し 活動内容の拡大の実施

ボランティア募集・養成実施

 

・公園美化ボランティアの募集・養成、団体の設立（独立）、活動実施

・公園愛護会の活動内容の発展・拡大のため、各地区公園愛護会連絡協議会に活動費を

平成21年度
具体的な
取組内容

・公園美化ボランティアの募集・養成、団体の設立

・公園愛護会の設立促進を行い、年３団体が設立された。

・公園愛護会の設立促進を行い、年１０団体目標としたが、結果７団体が設立された

・公園愛護会の現状について全愛護会に対しアンケート実施。これを基に新たな公園
愛護会制度案を作成した（公園愛護会の活動内容の拡大、交付金見直し～面積による
定額と申請方式の２本立て、地域経営会議の活用等）

・既存公園愛護会に対する新制度全体説明会を２０１０年１月２月に３回実施
・全体説明会の際に出た意見、その後寄せられた意見をもとに新たな制度案を一部
修正
・公園愛護会実施要綱の改正

　活動内容の拡大

平成23年度
具体的な
取組内容

・公園愛護会の設立促進を行い、１２月までに２団体が設立された

平成２１年度（実績）

実績値（見込
み）

（効果額等）

・活動内容の拡大（活動助成金方式により新たな取り組みが始まった）

公園愛護会設立促進

公園美化ボランティアの募集

７団体

取組項目　実施計画書

所管部

2

（3）

② 公共施設の市民及び地域主体の管理の推進

推
進
方
策

新規設立団体数
ボランティア募集人員

公園維持管理経費の削減

目標値
（効果額等）

１０団体
１５人

△６５０千円

市民のための分権

2-(3)-②-ｱ

市民参画の促進

取組項目番号

スケジュール

まちづくり推進部

公園等公共施設の市民及び地域主体の管理の推進
取組

項目名

公園愛護会の設立を促進する。

公園愛護会の活動範囲を拡大する。

公園美化ボランティアの募集・養成を行い、団体を設立する。

まちづくりみどり推進課

概要
　市民の参画による公園の維持管理をより推進するため、公園愛護会の設立を促進す
るとともに、新たに公園美化ボランティアを募集・養成し、公園愛護会のない公園の
維持管理や愛護会設立に向けた活動、既存の公園愛護会の支援を行う。

目標

取
組
項
目
の
内
容

１０団体

平成22年度
具体的な
取組内容

一括交付する形とし、各地区の愛護会の状況にあわせた予算配分ができることとした

平成２３年度（予定）平成２２年度（実績）

３団体
２８人

△１９５千円

１０団体
１５人

△１，３００千円

３団体
１５人

△１９５千円
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所管課

ア

　

　

　

　

検討・実施 検証・実施

目標

平成21年度
具体的な
取組内容

　専門的知識経験を有する任期付職員等の活用を図る中で、職員の専門性の向上と、優
れた人材の育成を図るとともに、職員の仕事に対する意欲を高め、職場の活性化と組織
力の向上を推進するもの。

・他自治体の制度内容を参考に専任職制度の検討を図り、本市独自の制度を策定した
・採用年齢を５９才までに拡大した民間経験技術者の採用試験を実施した（９月）
・専任職制度の要綱を策定し、平成21年度の人事意向調査から導入し、平成22年度の人
事異動に反映した

・引き続き優秀な人材の確保をおこなうため、学歴や年齢枠を拡大した試験等を実施し
た（５月）（事務職受験者数1842人、採用者49人）
・民間経験者採用（土木職）の採用試験を実施した（11月）
・専任職制度利用者及び所属長に対しヒアリングを実施し、現状の課題整理をおこな
い、今後の方向性を確認した

・４月の定期人事異動で、専任職制度の活用により、４職場に４人の専任職員を配置し
た

平成22年度
具体的な
取組内容

・新たな受験資格として学歴、年齢枠拡大の採用試験を実施した（５月）
（受験者数 755人、採用者6人）
・土木・機械の技術職について、民間経験者の採用試験を実施した（11月）
（受験者数 58人、採用者７人）

・４月の定期人事異動で、専任職制度の活用により、４職場に５人の専任職員を配置し
た

平成23年度
具体的な
取組内容

スケジュール

取
組
項
目
の
内
容

総務部

専門分野への社会人採用等優れた人材の確保とスペシャリスト及びエキスパート職員の育
成

概要

取組
項目名

3-(1)-①-ｱ-(ｱ)

人材の最適活用

人材育成・適正配置

取組項目番号

（ア）社会人採用・スペシャリスト及びエキスパート職員の育成
　人事異動の基本方針に基づき、専門・多様化する行政課題に対応していくための人材
育成や適正配置を行うとともに、職場の活性化と組織力の向上をより一層推進するため
の各種制度を研究・検討し、本市に適合した制度を構築する。
【具体的な取り組み】
・社会人採用については、採用対象年齢を拡大する中で幅広い人材の獲得を行っていく
とともに、特定の分野において専門的な知識を持った職員を必要とする場合には、多様
な任用形態を活用する中で柔軟な対応を図る
・専任職制を確立していく上においても、その前段として、エキスパート職員等の育成
が必要であり、ジョブローテーションを基本に、窓口部門、事業部門、管理部門という
違った部門を経験させ、計画的な人事異動を行うことで、仕事を通じた職員の能力開発
を行うとともに、専門研修の受講や派遣研修などを併行的に行い、職員のキャリアプラ
ン作成に取り組むことを可能とさせる
 (注) スペシャリスト－特定の資格を有し、その分野において高度かつ専門的な能力
　　　　　　　　　　　を発揮できる職員
　　  エキスパート職員－資格は有しないが、特定の分野において豊富な経験を有す
　　　　　　　　　　　　るとともに、高度かつ専門的な能力を発揮できる職員

平成２３年度（予定）

取組項目　実施計画書

所管部

3

（1）

① 優れた人材の確保・育成と専門職制の確立

推
進
方
策

職員課

平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績）

人材育成と組織力の向上

目標値
（効果額等）

専任職員の配置

３人 ３人

実績値（見込み）
（効果額等）

５人 ４人



59

所管課

ア

　

　

　

　

　

計画の検討・策定 研修

① 優れた人材の確保・育成と専門職制の確立

概要

（イ）子育てコーディネーターの育成
　保育経験を活かして、子育て支援に関する様々な相談や課題に対し、適切な判断と
関係機関との連携・調整により横断的な支援をアドバイスすることができる「子育て
コーディネーター」を育成し、地域や公立保育所等に配置して、市民に身近な距離で
子育て支援をサポートする。

取組項目　実施計画書

取組項目番号 3-（1）-①-ｱ-(ｲ)

推
進
方
策

3 人材の最適活用

（1） 人材育成・適正配置

目標

平成21年度
具体的な
取組内容

　藤沢市保育所整備計画（ガイドライン）で取り組む「子育て支援の拡充」にともな
い、人材育成の指針として、保育士の人材育成プログラム（計画書）を作成し、地域
の子育て支援を企画・実践できる「子育てコーディネーター」を育成し、地域の子育
て支援をサポートしていく。

・藤沢市保育所整備計画を策定し「人材育成プログラムの策定」「子育てコーディ
ネーターの育成」を明記

所管部 こども青少年部 保育課・子育て支援課

取
組
項
目
の
内
容

取組
項目名

専門分野への社会人採用等優れた人材の確保とスペシャリスト及びエキスパート職員の育
成

・保育所保育指針の改定に合わせた地域の子育て支援の充実を図るために、保育士の
段階別研修内容等を検討した

・地域の子育て支援をコーディネ－トする人材育成を目的とした研修を、保育士が受
講した

・保育士の人材育成を計画的に行うための「人材育成プログラム」を策定し、多様な
保育ニーズへの対応と、地域の子育て支援の拡充を図っていくための専門研修の受講
を予定

平成22年度
具体的な
取組内容

平成23年度
具体的な
取組内容 ・子育て支援の専門職として「子育てコーディネーター」となりうる人材を育成する

平成２３年度（予定）

研修受講者　２名

目標値
（効果額等）

子育てｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ育成数
実績値（見込み）

（効果額等）
研修受講者　２名

研修子育てコーディネーターの育成

スケジュール 平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績）
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検討・実施 検証・実施

取組項目　実施計画書

所管部

3

（1）

② 適材適所の職員配置を推進するための制度の充実

推
進
方
策

3-(1)-②-ｱ取組項目番号

人材の最適活用

職員課

取
組
項
目
の
内
容

総務部

取組
項目名

　人事異動の基本方針に基づき、専門・多様化する行政課題に対応していくための人材育成や
適性配置を行うとともに、職場の活性化と組織力の向上をより一層推進するための各種制度を
研究・検討し、本市に適合した制度を構築する。

計画的なジョブローテーションとジョブチャレンジ制度及びフリーエージェント制度の導入の
検討

 【具体的な取り組み】

フリーエージェント制度 ―職員が自ら希望する部課や業務等を選択できる制度

―職員に政策等を提案する機会を設けるとともに、その提案が採択さ
れた場合には、その事業を担当できるようにする制度

目標

○フリーエージェント制度
・他自治体の制度内容を参考に検討を図り、本市独自の制度を策定した
・制度の要綱を策定し、平成21年度の人事意向調査から導入し、平成22年度の人事異動に反映
した

　職員の業務に対する意識の高揚を図るとともに、これまでの取り組み成果を業務に反映させ
るもの。

・４月の定期人事異動で計画的なジョブローテーションを行うとともに、フリーエージェント
制度を活用した２人の人事異動を行った

・フリーエージェント制度の検証・推進と、人事異動の基本方針に基づいた計画的なジョブ
ローテーションを実施した

概要

人材育成・適正配置

平成21年度
具体的な
取組内容

平成22年度
具体的な
取組内容

・政策提案する機会を設けることや、主体的に業務に対し、ジョブチャレンジしていくという
職員の姿勢を活かすことにより、職員のモチベーションを高めることは大切である。ジョブ
チャレンジ制度の具体的内容としては、「アントレプレナーシップによる事業化提案制度」を
活用した政策提案により、その提案が認められ、実施されることとなった場合、その事業が担
当できるよう、事業を提案した職員の希望に合わせ、人事異動を含めた制度の検討を進める
・ＦＡ(フリーエージェント)制度については、他自治体における内容を研究するとともに、こ
れらの実施の効果なども参考にしながら検討を進める

(注)ジョブチャレンジ
制度

・４月の定期人事異動で計画的なジョブローテーションを行うとともに、フリーエージェント
制度を活用した２人の人事異動を行った

スケジュール

平成23年度
具体的な
取組内容

・引き続き、翌年度に向けてのフリーエージェント制度の検証・推進と、人事異動の基本方針
に基づいた計画的なジョブローテーションを進める

人材育成と組織力の向上

平成２３年度（予定）平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績）

目標値
（効果額等） ＦＡ制度による

職員の配置

２人 ２人

実績値（見込み）
（効果額等）

２人 ２人
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【平成22年度、23年度以降】

・H21選定事業について、事業化検討員の再任命（６月）

・事業アイデア提案の募集開始（５月）

　

　

【事業アイデアの具現化】

検討・実施 検討・実施・評価 検討・実施・評価

実績値
（効果額等）

【取組状況】

【事業アイデアの具現化】

・事業アイデアの募集(５月～７月）
・提案者によるプレゼンテーション（７月）
・提案のあった46事業アイデアを①予算化が必要な事業アイデア９事業、②予算化が必要ない事業アイデア
20事業、③100cm目線事業アイデア15事業（即実施）の４３提案に整理統合した　（７月）
・予算化が必要な事業アイデアのプレゼンテーション（１０月）
・全体発表会の開催（平成24年１月予定）

平成２３年度（予定）

目標値
（効果額等）

事業化審査対象件数
延べ参加人数

6件
94人

52件
203人

事業化件数
延べ参加人数

46件
176人

平成22年度
具体的な
取組内容

・事業化採択提案の決定・部局調整と予算化、人事記録への記載等　

・100㎝目線事業アイデア以外のアイデア（39アイデア）について、事業化検討員を募集(８月)

・提案のあった52事業アイデアを①事業アイデア(19)、②事務改善・組織活性に資するアイデア(24)、③市
民センター・公民館からのアイデア(9)に分類し理事者プレゼンを行い、その結果を①予算化が必要(17)、②
予算化が不要(22)、③100㎝目線事業アイデア(13)に分類した（７月）

　平成23年１月29日、平成21年度選定事業の実施結果及び平成22年度選定事業の取組開始について全体発表
会を労働会館で開催した。市議会議員、市職員、都市連携を締結している市町の職員及び市民など広く招い
て、制度そのものの共有化、充実化を図った。

・湘南藤沢グル麺コンテスト(H21アイデア)　H22年11月20日に開催。出店団体27団体。来場者数2万人
・幻のミュージアムショップ(H21アイデア）　江の島の風物を題材とした浮世絵ポストカード作成
・まるごと善行(H21アイデア)　まるごと善行運営委員会の開催、市民企画講座の実施　　等

平成23年度
具体的な
取組内容

平成21年度
具体的な
取組内容 ・検討メンバーの募集・決定と事業化審査会に向けた提案の検討

・理事者との選考委員会（一次審査）の開催：協議の結果、16件の提案のうち６件（幻のミュージアム
ショップ、健康づくり応援団、回遊性まちづくりプラン、お菓子屋さんマップ、グル麺コンテスト、まるご
と善行）を検討対象事業として選定

概要

取組
項目名

目標

取
組
項
目
の
内
容

　自ら課題に対して調査検討を図り、企画立案を行うことで問題発見・解決能力および政策形成
能力の向上を図り、本市の人的資源の蓄積を目指す。

・チャレンジ事業５件、部局検討事業１件について、事業化審査会を実施（１１月）
・事業化採択提案の決定・部局調整と予算化、人事記録への記載等
・全体報告会開催（３月）

人材の最適活用

職員の意識改革（経営的な意識の向上）

アントレプレナーシップ事業や特定課題等をテーマとした提案制度の推進

　本市の行政運営上の課題、社会的な課題等について、市民経営の視点から、その解決・実現に
向けた方針策定や事業化手法について提案職員自ら、あるいは職員の検討チーム等により、事業
化に向けて調査・検討、企画立案を行う。優秀なアイデア提案者等は表彰するとともに、採択事
業の提案者等については必要に応じ事業実施担当者として担当部局に異動、当該事業を担当する
ことも可能とすることにより、職員の意識改革と能力育成を図る。

事業化提案制度の導入

経営企画部

・新提案制度の検討・創設
・提案の募集（応募件数37件）、経営企画課によるヒアリング実施

取組項目　実施計画書

所管部

3

（2）

①

推
進

方
策

3-(2)-①-ｱ

経営企画課

取組項目番号

6件
250人

6件
50人

スケジュール 平成２２年度（実績）平成２１年度（実績）

・全体発表会の開催（H21選定事業の成果発表、H22選定事業の説明）

6件
150人

提案制度の実施

・庁内アーカイブズ制作事業（H23アイデア）　職員ポータルシステムに写真等の画像集を設置
・ライフサポートプロジェクト（H22アイデア）　御所見市民センターに生理用自動販売機の設置
・湘南ふじさわ天才キッズ育成事業（H22アイデア）　慶應イノベーションビレッジ見学及び動画制作講座の実施
・湘南藤沢グル麺コンテスト（H21アイデア）　11月5日、6日に開催。出店団体10団体
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・職場研修委員会を開催した・新採用職員マンツーマン研修、庶務実務研修を実施した

・階層別（新採用・任期付・一般職員・監督者・管理職）研修を実施した

・海外派遣研修を実施した　・自治大学校専門課程派遣研修を実施した

・職場ニーズに即した派遣研修を実施した　・省庁派遣研修を実施した

　

　

実施・効果測定

・継続的なＯＪＴ・職場研修を実施した

・自己啓発活動への支援を行った

・研修ニーズを把握し平成２３年度のカリキュラムへ反映した

・ジョブローテーションを踏まえたキャリア形成支援を行った

・階層別研修で「市民目線の行政経営」に関する研修科目を実施

・自己申告制度の適正運用（意向調査の反映）

・キャリア形成支援に向けた職員研修の実施

・自己啓発活動への支援

・職員公開講座（全５回）の実施

・民間企業派遣研修の実施

スケジュール 平成２１年度（実績）

人材育成システムの機能的運用

4.12

平成２２年度（実績） 平成２３年度（予定）

4.15
目標値

（効果額等）

階層別研修アンケート
中研修全体の感想３項
目（①スキルの向上②
意欲の高揚③活用度）
評価平均値　　※５点
満点

実績値（見込み）
（効果額等）

・各種専門研修を実施した（４科目）

・組織力向上に向けた合同研修の実施

・職場ニーズに即した派遣研修の実施

・自己申告制度の適正運用（意向調査の反映）　　

・ジョブローテーションを踏まえたキャリア形成支援研修を実施した

概要

　「市民経営の視点」・「費用対効果」を念頭に置いて業務を推進する職場環境及び
職場風土の確立に向けて、人材育成基本方針に明示している「人材育成システム」の
機能的運用を推進し、職場及び人事・研修部門が連携して職員の能力向上意欲や課題
への挑戦意欲をサポートする。

目標

取
組
項
目
の
内
容

取組
項目名

　時代に適合したシステム運用に向けて必要な見直しを加えつつ、継続的な取り組みを
推進する。

人材育成システムの機能的運用

・職場研修委員会及び職場研修推進会議を通じたＯＪＴの推進（職場研修の充実）

平成21年度
具体的な
取組内容

平成23年度
具体的な
取組内容

・自己申告制度を適正に運用した（意向調査の反映）

・海外派遣研修、民間企業派遣研修の実施

・各種専門研修の実施　・自己啓発活動への支援

・階層別研修及び専門研修で経営的感覚の養成を目的とした科目を実施した

平成22年度
具体的な
取組内容

・研修ニーズを把握し平成２４年度のカリキュラムへ反映する検討を行った

・継続的なＯＪＴを推進した

取組項目　実施計画書

所管部

3

（2）

② 職員の意識改革の推進

人材の最適活用

職員の意識改革（経営的な意識の向上）

3-(2)-②-ｱ

推
進
方
策

職員課総務部

取組項目番号

4.15

4.154.12
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・副市長から担当者までを対象とした目標設定研修を実施した（４月）

・階層別研修において人事評価研修を実施した（５月:課長補佐級、６月:参事級）

・全職員を対象とした人事評価（コーチング）研修を実施した（７・８月）

　

　

　

実施・検証 　

目標

職員課

取
組
項
目
の
内
容

総務部

新たな評価項目の検討及び評価結果の給与等への反映の拡大

概要

取組
項目名

　人事評価のみではなく、人材育成、組織力向上にも力点を置いた「人材育成」ツー
ルとしての人事評価制度の充実・推進を行っていく。
　具体的な検討としては、管理職向けのコーチング研修の導入や政策提案や自己啓発
などへの取り組み等を新たに評価項目への追加を図っていく。また評価結果の給与等
への反映拡大についても検討していく。

　人事評価制度を活用し、ＯＪＴを通じた質の高い人材の育成とそれに伴う組織力
の向上を図る。

取組項目番号

実績値（見込み）
（効果額等）

目標値
（効果額等）

平成21年度
具体的な
取組内容

・H22年度に向けての検討を行った

・人材育成、組織力向上にも力点を置いた「人材育成」ツールとしての人事評価制度
の充実を図った
・目標設定研修・コーチング研修を実施した（８月に５回実施）
・人事評価推進委員会及び人事評価苦情審査会を設置した

・全職員を対象にeラーニングを活用した目標管理研修を実施した（４月）
・階層別研修での人事評価研修を実施した（５・７月）
・全職員を対象とした目標管理中間報告研修を実施した（10月）
・部長級職員の評価結果を勤勉手当に反映した（６・１２月期）
・今後も継続して「人材育成」ツールとしての人事評価制度の充実を推進する

取組項目　実施計画書

所管部

3

（3）

① 人事評価制度の充実・推進

推
進
方
策

3-(3)-①-ｱ

人材の最適活用

人事評価制度の強化

・「人材育成」ツールとしての人事評価制度の充実・推進を図った
・部長級職員の評価結果を勤勉手当に反映した（６・１２月期）

平成22年度
具体的な
取組内容

平成23年度
具体的な
取組内容

・部長級職員の評価結果を勤勉手当に反映した（１２月期）

平成２３年度（予定）

人材育成と組織力の向上

平成２２年度（実績）平成２１年度（実績）スケジュール
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・平成21年度実施事業に係る評価シートを作成し、結果を公表した

　

説明会（６月）　導入 　

スケジュール

目標値
（効果額等） 評価シートの

公表事業数実績値（見込み）
（効果額等）

新評価方式による評価

平成23年度
具体的な
取組内容

・平成22年度事務事業に係る評価シートを作成し、結果を公表した

・評価シートを外部評価の参考資料として活用した

・行政評価の視点を予算編成方針に明記し、事業の再構築を行った

・平成24年度に実施する行政評価事務等に関する説明会を実施する

平成22年度
具体的な
取組内容

・平成23年度実施する行政評価事務等に関する説明会の実施

・行政評価の視点を予算編成方針に明記し、事業の再構築を行った

・職員の意見収集を行うとともに、課題の整理と評価方法について検討し、評価
　シートを修正した

・課題の整理と評価シートの改善に向けて検討を進める

行政評価制度の見直し

・外部評価方法の検証及び検討

事務事業評価シート等の改善及び評価結果の公表

・平成20年度事業結果から新評価方式により評価

市民経営推進課経営企画部

取組項目　実施計画書

所管部

4

（1）

①

推
進
方
策

4-(1)-①-ｱ取組項目番号

効率的で効果のある行政経営

行政評価制度の改善

３０８事業

平成21年度
具体的な
取組内容

・評価シートの改善

・平成22年度に実施する行政評価事務等に関する説明会の実施

　ＰＤＣＡサイクルを活かした簡素なシステムを確立するとともに、職員の意識改革に
資するシステムを構築する。

・行政評価の視点を予算編成方針に明記し、事業の再構築を行った

・評価結果の公表

・評価結果の集計

２８８事業

２８８事業

取
組
項
目
の
内
容

概要

取組
項目名

・従来の行政評価システムを廃止し、指標設定や評価基準を見直すことで、ＰＤＣＡサ
イクルの確立をより明確にする
・評価シートの簡素化を図ることで評価事務の軽減と個別事業の評価結果の公表へとつ
なげる
・外部評価（第三者評価）の対象事業や評価方法、及び実施時期について見直す

目標

平成２２年度（実績）平成２１年度（実績）

２８８事業

平成２３年度（予定）

３３１事業



65

所管課

ア

　

目標

実績値（見込み）
（効果額等）

１２事業

・実施時期を従前の10月から7～8月に変更し、6回開催し、12事業の評価を行い事業選
択との連携を図った

・外部評価委員会において、平成21年度に実施した事業仕分けの26事業等について、市
の方針・計画のとおり進捗しているか、4～8月にかけて検証・評価を行った

平成２１年度（実績）

（事業仕分け４４事業に
外部評価委員が参加）

２６事業
(事業仕分け34事業）

平成22年度
具体的な
取組内容

市民経営推進課

―

平成２２年度（実績）

７～８月／３月

２５事業

４月～８月,３月

・外部評価の一環として、7月16日・17日に実施した事業仕分けに外部評価委員会委員
が仕分け人として参画した

平成２３年度（予定）

概要

取組
項目名

　学識経験者（５人）・公募市民（４人）で構成する外部評価委員会を開催し、市で実
施した事務事業について、評価を行う。

　市民目線および専門家等の視点による評価を実施することで、ＰＤＣＡサイクルを確
立する。

平成21年度
具体的な
取組内容 ・評価結果のまとめを行い、公開した

取組項目　実施計画書

所管部

4

（1）

②

推
進
方
策

効率的で効果のある行政経営

4-(1)-②-ｱ取組項目番号

行政評価制度の改善

取
組
項
目
の
内
容

目標値
（効果額等）

評価事業数

５月,７月,１１月外部評価委員会の開催

・検証結果は、来年度に向けた予算編成・事業計画の参考とできるよう関係各課に配布
し、対応状況について年度内にまとめを行う予定である

スケジュール

平成23年度
具体的な
取組内容

・外部評価実施内容を見直し、次年度以降は、外部評価の一環として行われている事業
仕分け実施事業等について市の方針・計画のとおり進捗しているかの評価を行うことと
した

・外部評価の一環として7月17日・18日に実施した事業仕分けに、外部評価委員会委員
が仕分け人として参画した

第三者評価の充実

経営企画部

事務事業評価における第三者評価の更なる推進

・平成21年度に事業仕分けを実施した事業等に関し、平成22年度中の方針・計画の進捗
状況に関する調査項目等の検討を行った
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所管課

ア

　

　

　

　

　

　

再検討 　

－

実施

4-(2)-①-ｱ

実施

取組項目番号

経営企画課

事業再構築要求書による予算要求

平成22年度
具体的な
取組内容

実績値（見込み）
（効果額等）

－

スクラップ・アンド・ビルドの徹底

経営企画部

劣後順位方式の導入（事業再構築へ移行）

－

実施

事業再構築による財源
効果額

・H23年度予算編成に向け、全事業を対象に、「行政評価」・「事業仕分け」・「ス
クラップ・アンド・ビルド」の３つの視点にたった事業再構築による予算要求をH23
年度予算編成方針で示達し、この方針に基づき、各事業主管課が３つの視点による
事業の検証を行い、予算編成の中で事業の再構築を進めた

取組項目　実施計画書

所管部

4

（2）

①

推
進
方
策 事業選択の優先順位方式から劣後順位方式への転換

効率的で効果のある行政経営

概要

取組
項目名

　全事務事業について、各部ごとに不要な事業から順位付けを行い、行政評価及び
事業仕分けの結果と合わせて、翌年度の事業選択を行う。

平成21年度
具体的な
取組内容

・より効率的で効果のある行政運営を推進するため、劣後順位調査手法の再検討を
行い、「行政評価」・「事業仕分け」・「スクラップ・アンド・ビルド」の視点に
よる事業再構築要求方法へ移行した。　H22年度予算編成方針で示達し、この方針に
基づき、各事業主管課が３つの視点による事業の検証を行い、予算編成の中で事業
の再構築を進めた

目標
　事務事業の必要性、有効性等を検証し、事業の見直しと絞り込みを行うことで、
最少の経費で最大の効果を目指す。

取
組
項
目
の
内
容

スケジュール 平成２２年度（実績） 平成２３年度（予定）

・H24年度予算編成に向け、全事業を対象に、「行政評価」・「事業仕分け」・「ス
クラップ・アンド・ビルド」の３つの視点にたった事業再構築による予算要求をH24
年度予算編成方針で示達し、この方針に基づき、各事業主管課が３つの視点による
事業の検証を行い、予算編成の中で事業の再構築を進めた

平成23年度
具体的な
取組内容

目標値
（効果額等）

平成２１年度（実績）

劣後順位調査手法の再検討及び



67

所管課

ア

・

・

・

・

・ 平成22年度「藤沢市事業仕分け」に係る市民評価員の公募を行った

・ 平成22年度「藤沢市事業仕分け」実施事業を検討・決定した

・
・

・

・ 平成23年度「藤沢市事業仕分け」に係る市民評価員の公募を行った

・ 平成23年度「藤沢市事業仕分け」実施事業を検討・決定した
・

・

・

実施 7月17日・18日実施 7月16日・17日実施

実施事業数
２６事業

（約54,000千円）
４４事業

（約142,000千円）

４０事業
（約90,000千円）

スケジュール

7月17日(土）・18日（日）の両日で事業仕分け（４４事業）を実施した

仕分け結果を参考とし、事業の今後の方向性を決定し、公開した

平成22年度
具体的な
取組内容

平成２３年度（予定）

取組項目　実施計画書

所管部

4

（2）

② スクラップ・アンド・ビルドの徹底による事業の選択と集中

推
進
方
策

効率的で効果のある行政経営

4-(2)-②-ｱ取組項目番号

実績値（見込み）
（効果額等）

平成２２年度（実績）

事業仕分けの実施

市民経営推進課

３４事業

３４事業
目標値

（効果額等）

行政改革等特別委員会に報告した

スクラップ・アンド・ビルドの徹底

平成21年度
具体的な
取組内容

取組
項目名

行政改革等特別委員会に報告

事業仕分けの視点を予算編成方針に明記し、事業の再構築を行った

事業仕分けの導入

スクラップ・アンド・ビルドの視点から事業の再構築等を実施し、予算要求を行った

一部の抽出した事業（２６事業）を対象として、仕分けを実施し
（実施日7月26日（日））、その結果を公開した

仕分けした事業を検証し、スクラップ・アンド・ビルドの視点から事業の再構築等に
ついて担当課と協議した

スクラップ・アンド・ビルドの視点から事業の再構築等を実施し、予算要求を行った

取
組
項
目
の
内
容

経営企画部

　現在実施している行政サービスの中から一部の事業を抽出して、その事業のそもそ
もの必要性や実施主体などについて、公開の場で外部委員を交えた議論を行い、その
仕分け結果と本市の今後の方向性を併せて公開する。

　事業仕分けの結果を、本市の今後の方向性の策定に役立てることにより、スクラッ
プ・アンド・ビルドの徹底による事業の選択と集中を図る。

平成２１年度（実績）

概要

目標

平成23年度
具体的な
取組内容

7月16日(土）・17日（日）の両日で事業仕分け（３４事業）を実施した。その際、
個々の事業の見直しだけでは解決が出来ない行政課題に対応するため、テーマ型事業
仕分けを試行的に実施した
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所管課

ア

　

　

・６事業、６施設についてネーミングライツ募集した（４月２日締め切り）

・１事業、１施設について応募有り。審査委員会を実施した

・１事業について命名権の処分内容の交渉を行った

　

　

　

　

　

１事業

平成２３年度（予定）

１事業

２施設・事業

０施設

実施施設・事業数
実績値（見込み）

（効果額等）

取組項目番号

基本方針等の策定・実施

２施設・事業

平成２２年度（実績）平成２１年度（実績）

ネーミングライツの実施

概要

目標値
（効果額等）

・ネーミングライツを実施した場合に受け取る費用をその実施した施設や事業の維
持管理費又は事業費に充当するとともに、ネーミングライツ契約事業者に展示ブー
ス等のインセンティブを付与することを前提とする藤沢方式を構築した

・全施設、全事業を対象としての実施からの変更にともない、各課からの対象施設
や事業の洗い出しを行い実施した（命名権の処分対象施設５６施設、事業協賛対象
３６事業）

平成22年度
具体的な
取組内容 ・１事業について命名権の処分について基本合意書及び事業命名権の譲渡に関する

契約書を締結した

取
組
項
目
の
内
容

・ネーミングライツ募集、提案要綱等の策定

取組項目　実施計画書

所管部

4

（3）

①

推
進
方
策

資産経営課

4-（3）-①-ｱ

２施設・事業

平成21年度
具体的な
取組内容

ネーミングライツ制度の導入

・ネーミングライツ募集、提案要綱等の検討(６事業、６施設を対象)

取組
項目名

目標

・募集（平成22年2月募集開始）

効率的で効果のある行政経営

収入の確保

保有資産の有効活用による新たな収入の確保

全施設、全事業を対象とし、新たな収入の確保を図る。

　新たな自主財源の確保を図るため、市有施設等に企業名、商品名などを冠した
「愛称」を付与するネーミングライツ（命名権）制度を導入する。このことにより
施設の知名度や集客力の向上を図るとともに、事業のサービスを強化し利用料収入
の増につなげる。

経営企画部

・ネーミングライツ導入に関する基本方針の策定

・平成22年度募集したものについて選定、契約を実施
・ネーミングライツの対象施設や事業のうち未契約のものを再募集・実施
・施設や事業の単独のネーミングライツだけではなく、様々な企業協賛や指定管理
者制度、企業等の社会貢献などと組み合わせて実施するなど複合的な対応を検討す
る

・ネーミングライツの対象施設や事業のうち未契約のものを再募集・実施の検討

スケジュール

平成23年度
具体的な
取組内容
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所管課

イ

　

　

・藤沢市公有地活用検討委員会規定を改正し土地だけでなく建物も対象とした

・各部課で保有している土地、建物等調査を６月に実施した

・藤沢市公有地活用検討委員会において公有地の活用に向けた方針の検討実施

　

　

　

　

取
組
項
目
の
内
容

取組
項目名

目標

概要

６件

２件

０件

平成２１年度（実績） 平成２３年度（予定）

・各部課で保有している遊休資産の把握

平成22年度
具体的な
取組内容

平成23年度
具体的な
取組内容

効率的で効果のある行政経営

収入の確保

保有資産の有効活用による新たな収入の確保

・各部課で保有している遊休資産を把握した（10月実施）

・現在進んでいる又は今後進められる計画に係る保有資産の有効活用方策の検討

保有資産、遊休資産の有効活用による新たな収入の確保を図る。

・各課が管理する行政財産のうち、利用可能な資産の再度の洗い出しの実施
・資産の活用先として公社を含め、利用等を検討
・無償で貸している土地の有償化の検討

スケジュール

平成21年度
具体的な
取組内容

・現在進んでいる又は今後進められる計画に係る保有資産の有効活用方策の検討し
た

・施設更新に伴う統廃合により生まれてくる資産（余裕スペースを含む）について
有効利用を図る。有効利用ができない小規模な土地については売却する

・各部課で保有している公有地等の活用に向けた方針について経営戦略会議に報告
した

取組項目　実施計画書

所管部

4

（3）

①

経営企画部 資産経営課

4-（3）-①-ｲ-(ｱ)取組項目番号

推
進
方
策

０件

２件２件

平成２２年度（実績）

普通財産売り払い
実績値

（効果額等）

目標値
（効果額等）

有効活用方策の検討

（ア）保有資産の有効活用
　現在保有している資産のうち遊休資産（土地・建物）や施設更新に伴う統廃合に
より生まれてくる資産について、順次有効活用の方策を検討する。

・施設更新に伴う統廃合により生まれてくる資産（余裕スペースを含む）について
有効利用を図る。有効利用ができない小規模な土地については売却する

・現在進んでいる又は今後進められる計画に係る保有資産の有効活用方策の検討

公有財産の有効活用

・恒久的な収入確保方策の企画検討
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所管課

イ

【これまでの取組（現状）】

・

・

・

・ 市場関係者との調整

・

・ 関係各団体との調整

・ 民営化に向けた整備事業の中で、市場関係者用駐車場として利用、整備開始

①旧ゲートボール場部分･･･４月より業界用駐車場及び工事現場事務所として使用
②旧野球場部分･･･１０月より市場従業員用駐車場として整備開始

・

　市場の遊休地については、教育委員会がスポーツ広場として、また、土木部が資材
置き場として一時使用している。

平成21年度
具体的な
取組内容

庁内関係課との協議

民間事業者誘致のための情報収集

目標値
（効果額等） 遊休地有効活用

進捗状況実績値（見込み）
（効果額等）

遊休地の活用検討（現ゲートボール場　約6,000㎡）

（イ）地方卸売市場の遊休地活用
　地方卸売市場の遊休地（現スポーツ広場等）に、民間事業施設を誘致し、市場の活
性化と土地賃借料による歳入の確保を図る。

概要

協議・検討 検討・調整

（3） 収入の確保

目標 市場の活性化と地方卸売市場事業費特別会計の健全化

取組項目　実施計画書

取組項目番号 4-(3)-①-ｲ-(ｲ)

推
進
方
策

4 効率的で効果のある行政経営

① 保有資産の有効活用による新たな収入の確保

所管部 経済部 農業水産課（卸売市場担当）

取
組
項
目
の
内
容

取組
項目名

公有財産の有効活用

平成22年度
具体的な
取組内容

稲荷スポーツ広場（ゲートボール場、野球場）として使用している市場の遊休地を民
営化に伴い、有効利用することについて検討した。

平成23年度
具体的な
取組内容

民営化事業の計画内容の検討

平成２４年４月１日から民営化することになり、遊休地を含め市場用地全体を事業用
定期借地権契約により新開設者に賃貸し、３０年間で約１２億円の収入となる。
なお、民営化に伴って建物の固定資産税が新たに見込まれる

スケジュール 平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績）

100%

5%

5%

70%

70%

100%

契約の締結

平成２３年度（予定）

民間事業者の誘致
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所管課

ア

　

　

・平成２２年度決算でのコンビニ利用数、利用率

【内訳】個人市県民税普通徴収　62,032件　927,497,238円　件数21.72%　金額8.54%

　固定資産税(土地・家屋）都市計画税　51,867件 1,274,352,549円　件数10.08% 金額3.94%

　固定資産税(償却資産）885件　18,042,000円　件数6.30%　金額0.45%

　軽自動車税 33,549件　108,192,885円　件数37.76% 金額31.88%

・

広報紙掲載　ポスター掲示市内各駅２１カ所・大学４カ所　コミュニティＦＭ放送

当初納税通知書にチラシ同封等

・

・

・

検討 実施

①収納代行者の選定 　（７月）
②収納システム改造　（５～１２月）
③個人情報保護制度運営審議会への制度導入諮問　（１月）
④公金コンビニ収納制度導入議会報告　（１２月）
⑤公金コンビニ収納実施ＰＲ　（３～４月）
　（広報紙・ポスター・ＣＡＴＶ・コミュニティＦＭ放送等）

　上記のうち、滞納繰越分徴収率・前年対比　4.43%上昇

納期内納付率（前年対比）1.0%増　督促状発付状況　0.8%減

・平成２３年11月現在でのコンビニ利用数、利用率 　前年同月対比　26％増（利用件数）

　コンビニ利用全体　144,014件　2,263,094,089円　件数20.56%　金額4.89%

　コンビニ利用全体　148,333件　2,328,084,672円　件数16.43%　金額4.89%

市税全体徴収率、前年同月対比　0.07%減少（平成23年11月・現在）

上記のうち、滞納繰越分徴収率・前年同月比　1.68%上昇

また、コンビニ対象税目の徴収率　前年同月対比　0.39%上昇

０．０８％
（２６０，９８０千円）

０．１％
（３２６，２３１千円）

実績値（見込み）
（効果額等）

収納率向上
０．０９％

（２９３，６０８千円）

目標値
（効果額等）

０．０８％
（２６０，９８０千円）

【内訳】個人市県民税普通徴収　52,991件　766,730,704円　件数25.36%　金額6.81%

スケジュール 平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績） 平成２３年度（予定）

コンビニ収納の導入

目標

平成21年度
具体的な
取組内容

広報誌掲載・当初納税通知書にチラシ同封等による周知活動

・市税全体徴収率、前年対比　0.09%上昇（決算）

４月よりコンビニ収納実施（全国　約44,000店舗で市税等の納付が可能となる。）

納期内納付率（前年同月対比）0.7%増　督促状発付状況　0.7%減

　コンビニエンスストアでの公金の納付を可能とすることにより、
①納税者の利便性の向上による収納率増を図る
②軽自動車税等少額滞納者の納期内納付を促進し、督促、催告に係る事務経費の削減を図る
③併せて休日・夜間収納業務の縮減、相談業務の拡大を図る

　固定資産税(土地・家屋）都市計画税　53,973件 1,358,363,639円　件数13.75% 金額4.17%

　固定資産税(償却資産） 867件　17,637,000円　件数8.29%　金額0.46%

　軽自動車税 36,183件　120,362,746円　件数40.78% 金額35.26%

（3） 収入の確保

所管部 財務部 納税課

取
組
項
目
の
内
容

取組
項目名

コンビニ収納の導入による納付環境の整備

概要

　公金コンビニ収納の導入による納付環境を整備し、納入者の利便性向上を図るとともに収
入確保を図る。
対象　９税・料の９納付書、１納付書３０万円以下
①個人住民税（普通徴収）
②固定資産税（土地・家屋）・都市計画税
③固定資産税（償却資産）
④軽自動車税
⑤国民健康保険料
⑥介護保険料
⑦後期高齢者医療保険料
⑧下水道使用料
⑨下水道受益者負担金・分担金

効率的な税・料等の収入の確保②

平成22年度
具体的な
取組内容

平成23年度
具体的な
取組内容

取組項目　実施計画書

取組項目番号 4-(3)-②-ｱ

推
進
方
策

4 効率的で効果のある行政経営
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所管課

イ

　

　

・税・料等全体の滞納整理手法の体系化、滞納処分のノウハウの共有化、相互連携

・困難案件に特化した税・料等の一体的な徴収体制の推進

《保育料》合同滞納整理件数４４件（23,779,510円）
　臨戸催告１３件（納付・納付誓約１１件）、預金調査３６件、生命保険調査６０件

　差押１件（752,200円）

《介護保険料》情報提供件数２４９件（介護保険料１０万円以上滞納者）

　市税および介護保険料を滞納しているもの１２３人。分納履行中の者９７人。

　財産調査後訪問催告２９人

《国民健康保険料》新滞納管理システム連携で、リアルタイムに情報を共有できる環境を構築した。

・税・料等全体の滞納整理手法の体系化、滞納処分のノウハウの共有化、相互連携の実施

　債権管理各課への個別ヒアリングを実施し、滞納整理手法の指導を強化

　債権別滞納整理手法フローチャートを作成し、周知徹底

・困難案件に特化した税・料等の一体的な徴収体制の整備

　市税および国保料の滞納者に対し、国税徴収法に基づく捜索を実施

　（７件、内３件は直前に完納）

・効果を検証しながら、滞納整理強化に向けた研究・検討を継続

検討・一部実施 実施 実施

・税・料等の滞納整理に当たり、最も滞納処分等の手法が確立している市税滞納整理に関
するプロセスを料等の担当課に提供し、手法の提示、情報提供等相互に連携することによ
り、税・料等一体となった収入未済額の縮減を目指す

・滞納者に関する情報を共有化することにより、より効率的な滞納整理を目指す

平成23年度
具体的な
取組内容

収入未済額縮減額

取組項目　実施計画書

所管部

4

（3）

②

4-(3)-②-ｲ

納税課

取組項目番号

収入の確保

推
進
方
策

効率的で効果のある行政経営

取
組
項
目
の
内

容
　税・料等の収入確保について、税・料等担当課が相互に財産調査、差押え、公売等の滞
納処分等のノウハウを共有化し、より効率的な収入の確保を目指す。

概要

取組
項目名

滞納整理手法の体系化と滞納処分等のノウハウの共有化

効率的な税・料等の収入の確保

財務部

５９０，０００千円 ６１０，０００千円

５８５，０００千円

平成２３年度（予定）平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績）スケジュール

６３８，６９４千円

滞納整理手法の体系化と滞納処分等の
ノウハウの共有化

・料等は滞納処分等のノウハウを取得することにより、高額・困難案件の解決、差押え、
公売等を強化し、収入未済額を縮減させる。税も自らのスキルアップを図る

目標

平成22年度
具体的な
取組内容

実績値（見込み）
（効果額等）

平成21年度
具体的な
取組内容

・税・料等収入確保対策本部会議の小委員会における法律面、実務面からの現状の課題研
究、実施に向けた検討

・困難案件に特化した税・料等の一体的な徴収体制の整備（保育料を中心とした各種料
等）

・税・料等全体の滞納整理手法の共有化に向け、税・料等相互の情報交換、情報の提供方
法の整備

　

・債権管理に関する基本指針の作成

・滞納整理手法のノウハウを示した詳細なマニュアルの作成

・市税情報の提供による各強制徴収債権担当課における効率的な滞納整理の実施

目標値
（効果額等）
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・

・

　

　

課題事項整理 実施 料金改定

スケジュール

・公共料金の見直しを各事業課に依頼（地域分については，地域経営会議に依頼）
・見直し作業の実施（有料・無料　計１１２３件）
・見直し結果　有料１０２３件のうち乖離幅が１．５倍以上３１４件，うち改定対象
１１８件　改定１０６件　無料１００件のうち有料化５件
・見直しする公共料金について，１２月議会に条例改正議案を上程した
（１１条例の改正と１条例の制定）
・継続検討事項　市民センター・公民館に付属する駐車場，無料の自転車駐車場の有料化

平成22年度見直しに基づき、料金を改定した。
（市民センター・公民館付属駐車場，無料の自転車駐車場の有料化については，各担当
部門で検討中）

平成23年度
具体的な
取組内容

公共料金改定の効果額

21,136（千円）

0 0 21,136（千円）

0 0

4-(3)-②-ｳ取組項目番号

推
進
方
策

効率的で効果のある行政経営

収入の確保

平成22年度
具体的な
取組内容

取
組
項
目
の
内
容

概要

取組
項目名

財政課

　行政サービスの提供に対する費用と現行料金との間に乖離が生じているものについ
て、受益と負担の適正化を図り、社会的公平性を確保するため、定期的な見直しを行
う。
　3年に1度のサイクルで全使用料・手数料の見直しを実施しており、直近では平成19年
度に実施している。

取組項目　実施計画書

所管部

4

（3）

② 効率的な税・料等の収入の確保

財務部

公共料金のトータルコストに基づく使用料・手数料等の見直し

目標 見直し基準に基づき、使用料・手数料の改定を行う。

見直しに向けて課題事項等の整理を行った

平成20年度決算額をもとに各事業及び施設毎に公共料金コスト計算を実施平成21年度
具体的な
取組内容

実績値（見込み）
（効果額等）

目標値
（効果額等）

平成２３年度（予定）平成２１年度（実績）

公共料金の見直し

平成２２年度（実績）
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・

・

・

・

実施

全法人

スケジュール

９９％ ９９．５％ １００％

９８．８％
収納額：648,318千円

９９．０％
収納見込額：765,014千円

在園児
収納率実績値（見込み）

（効果額等）

目標値
（効果額等）

９８．６％

保育料収納事務委託 検討・協議

平成２１年度（実績） 平成２２年度（実績） 平成２３年度（予定）

平成23年度
具体的な
取組内容

平成21年度
具体的な
取組内容

平成22年度
具体的な
取組内容

効果的な収納方法として収納事務の外部委託制度を検討、法人立保育所と協議を実施
し、保育料収納業務の委託試行を検討した

法人立保育所への保育料収納事務の委託契約を２法人と締結し、平成23年1月から４園
で実施（うち１園は分園）

委託内容の細部調整、法人立保育所との協議

法人立保育所への保育料収納事務の委託
取組

項目名

引き続き、法人立保育所への保育料収納事務の委託の実施（２法人４園）

（3） 収入の確保

② 効率的な税・料等の収入の確保

取組項目　実施計画書

取組項目番号 4-(3)-②-ｴ

推
進
方
策

4 効率的で効果のある行政経営

取
組
項
目
の
内
容

保育課

概要 法人立保育所に対して保育料収納事務を委託し、保育料の収入確保を一層強化する。

目標
　法人立保育所の入所児童による保育料滞納について、法人立保育所に収納事務を委託
し、在園児の保育料の滞納額をゼロにする。
（法人立保育所現年度（平成19年度）滞納額８，５０５千円）

所管部 こども青少年部
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制度改正の検討・協議

平成２３年度（予定）

実施条例改正

取組項目　実施計画書

取組項目番号 4-(3)-③-ｱ

推
進
方
策

4 効率的で効果のある行政経営

③ 積極的な企業誘致による税収の拡大

取
組
項
目
の

内
容

取組
項目名

企業立地等促進事業の推進

　本市産業振興の上で重要と認められる地域における企業立地のための優遇措置を講じる
ことなどにより、企業誘致の促進と既存企業の再投資の誘発を図る。

概要

（3） 収入の確保

所管部 経済部 産業振興課

目標

平成21年度
具体的な
取組内容

　「新産業の森モデル地区」などへの企業誘致の促進と市内工業系地域における既存企業
の再投資の誘発により、雇用の促進と税収増を図る。

・市内既存企業の新規投資誘発に向けた企業情報収集活動を実施した
・「新産業の森モデル地区」への企業誘致について、事業主体である地権者で構成する「まちづ
くり推進協議会」等とともに進めた （新産業の森北部地区土地区画整理組合設立準備会に出
席）
・これまでの状況を踏まえ、平成23年3月31日までの適用期限となっている企業立地支援条例に
ついて検討した
・「新産業の森北部地区」の進捗状況について、市内製造業者に対し説明会を開催した

平成２２年度（実績）

平成22年度
具体的な
取組内容

・企業立地支援条例の適用期限が、平成23年3月31日で終了となることから、引き続き市内工業
系地域における企業誘致や既存企業の再投資誘発を図るとともに、新たな産業用地である「新産
業の森北部地区」への企業誘致を進めるため、税制上の支援措置を定めた本条例の改正を行うと
ともに、あわせて「企業立地雇用奨励補助制度」等の企業立地支援施策の見直しを行った
・市内既存工業系企業の新規投資誘発に向けた企業情報収集活動を実施した
　しかしながら、リーマンショック・サブプライムローン問題等により端を発した世界的な金融
恐慌の影響が継続しており、市内企業による新たな設備投資は冷え込んだ
・急激な景気悪化の状況を把握するため、市内企業情報収集活動を実施した

平成23年度
具体的な
取組内容

・新たな企業立地支援条例等による「新産業の森北部地区」への企業誘致の促進と市内工業系地
域における既存企業の再投資の誘発を図っている
　しかしながら、東日本大震災・円高・タイ洪水等の影響により、市内既存工業系企業による新
たな設備投資は冷え込んでいる
・「新産業の森モデル地区」への企業誘致について、事業主体である地権者で構成する「まちづ
くり推進協議会」等とともに進めている（新産業の森北部地区土地区画整理組合設立準備会に出
席）
・新産業の森北部地区土地区画整理組合設立（平成２４年度設立予定）後は、住工混在により操
業環境が悪化している企業を優先的に誘致するとともに、積極的な企業誘致を図る
・市内既存工業系企業の新規投資誘発に向けた企業情報収集活動を実施している

スケジュール

企業立地支援条例等企業誘致策について

平成２１年度（実績）

目標値
（効果額等）

年間事業計画認定数

８件

実績値（見込み）
（効果額等）

・雇用創出効果累計3,069人
　　（新規雇用累計 1,267人）
・税収効果（平成21年度分）
　　　　　　　　 　445,342千円

１２件

１件

８件

・雇用創出効果累計3,177人
　  （新規雇用累計 1,372人）
・税収効果（平成22年度分）
　　　　　 　　　　 551,517千円

・雇用創出効果累計4,377人
　  (新規雇用累計 1,372人）
・税収効果（平成23年度分）
　　　　　　 　　　525,737千円

１件
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　平成２1年度決算における公債費比率（７．２％）は目標を達成。

引き続き、市債の発行にあたっては、公債費比率１０％以内を堅持していく。

　公債費比率１０％以内を堅持する。

平成２３年度決算見込みにおける公債費比率は７．４％

　公債費比率１０％以内を堅持する。

　

将来償還額のシミュレーション

目標値
（効果額等）

実績値（見込み）
（効果額等）

公債費比率

市債の計画的な発行と有効活用による財政健全性の維持
取組

項目名取
組
項
目
の
内
容

概要

目標

  後年度の財政負担を的確に見通すことを基本に、市債の計画的な発行と有効活用を
図り、公債費比率並びに実質公債費比率を一定水準に堅持することにより財政健全性
を維持していく。市債の発行にあたっては、将来の償還額についてシミュレーション
を行う。

  公債費比率（標準財政規模に占める公債費に充当した一般財源額の割合）１０％以
内を堅持する。

平成22年度
具体的な
取組内容

平成23年度
具体的な
取組内容

平成２２年度決算における公債費比率（７．２％）は目標を達成。

平成21年度
具体的な
取組内容

財政課

健全な財政運営の確保

健全な財政運営

5-(1)-①-ｱ

７．２％ ７．２％

１０％以内

財務部

１０％以内

取組項目　実施計画書

所管部

5

（1）

①

推
進
方
策

７．４％
（見込み）

取組項目番号

計画的な市債発行による財政健全性の維持

１０％以内

スケジュール 平成２１年度（実績）

市債の計画的な発行

平成２２年度（実績） 平成２３年度（予定）
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所管課

ア

　

　

　

　

推
進
方
策

目標値
（効果額等）

実績値（見込み）
（効果額等）

実質収支比率：未達成（22
年度決算6.1％）その他：
財政力指数を除き達成（21
年度決算）

概要

実質収支比率：過去
5年平均(16～20年度
7.9%)を上回る
その他：類似団体前
年度平均値を上回る

実質収支比率：未達
成（21年度決算
6.8％）その他：類
似団体前年度平均値
を上回った

5-(1)-②-ｱ取組項目番号

取組項目　実施計画書

所管部

5

（1）

② 財政収支均衡の維持と自主財源の確保

健全な財政運営

健全な財政運営の確保

財務部

　自主財源の確保に努めながら、実質収支比率を一定水準で維持するよう財政運営に努
め、財政健全化法に定める健全化判断比率を始めとする各財政指標についても一定水準
を維持する。

　実質収支比率について過去５年平均を下回らないよう維持するとともに、健全化判断
比率及びその他各財政指標の数値についても、類似団体の前年度平均値を上回るよう財
政運営を行う。

・実質収支比率の平成２０年度決算数値（7.5％）は、過去５年平均（15～19年度平均
7.1％）を下回らなかった。類似団体との比較では平成１９年度決算数値による各指標
は実質公債費比率を除きすべて類似団体平均値を上回った
・財政健全化法に基づく指標を平成21年9月議会で報告
・引き続き予算執行凍結を始めとする歳出削減と財源の確保に努める

財政課

・実質収支比率の平成２１年度決算数値（6.8％）は、過去５年平均（16～20年度平均
7.9％）を下回った

・財政力指数，実質収支比率，自主財源比率，経常収支比率，公債費比率，公債費負担
比率，実質公債費比率，起債制限比率は，類似団体の平成２０年度決算平均値を上回っ
た

スケジュール

・自主財源の確保と歳出の節減

平成21年度
具体的な
取組内容

取組
項目名

・実質収支比率の平成２２年度決算数値（6.1％）は、過去５年平均（17～21年度平均
8.0％）を下回った
・財政力指数を除き，実質収支比率，自主財源比率，経常収支比率，公債費比率，公債
費負担比率，実質公債費比率，起債制限比率は，類似団体の平成２１年度決算平均値を
上回った

目標

取
組
項
目
の
内
容

・自主財源の確保と入札残・執行残の凍結による歳出の節減

平成２３年度（予定）平成２２年度（実績）

健全財政の指標数値
実質収支比率：達成
(20年度決算7.5%)
その他：実質公債費
比率を除き達成（19
年度決算）

実質収支比率：過去
5年平均(15～19年度
7.1%)を上回る
その他：類似団体前
年度平均値を上回る

実質収支比率：過去5年平
均を上回る
その他：類似団体前年度平
均値を上回る

実質収支比率の維持と自主財源の確保

平成22年度
具体的な
取組内容

平成23年度
具体的な
取組内容

実質収支比率の維持と自主財源の確保

平成２１年度（実績）
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所管課

ア

　

　

推
進
方
策

健全な財政運営

病院総務課

　市民病院経営健全化プランに基づき健全経営を推進し、公立病院として、また地域の
基幹病院として求められる医療サービスを安定的、継続的に提供する。
　また、新たな経営形態について引き続き研究を行う。

・外部委員も含めた市民病院再整備・経営討委員会において、市民病院の再整備計画及
び経営のあり方等について検討が行われ、１０月に答申書が提出された。経営形態につ
いては、当面は現在の「地方公営企業法一部適用」を継続していくべきと考えるが、将
来の経営への外的影響予測が難しく、経営が悪化する可能性も全く否定できるものでは
ないため、他の経営形態についても引き続き十分な検討、研究を行うとともに、将来を
見据えた経営シミュレーションを今から行っておく必要があるとの付言があった

・東館の建て替えを中心とする再整備については、９月議会で、再整備事業費に係る債
務負担行為の設定の承認を得たことを踏まえ、１０月に再整備基本構想・基本計画等を
策定するとともに、設計施工一括発注方式によるプロポーザルのための公募を行った。
平成２４年２月末までに提案を受け、３月末に事業者を決定する予定
　また、本年度で市民病院経営健全化プランの計画年度が終了することから、将来にわ
たる健全経営の維持、継続に向けた経営基盤強化を目的に、市民病院短期・中期経営計
画の策定作業を、年度内を目途に進めている

市民病院経営健全化プランに基づく健全経営の推進及び新たな経営形態の研究

　市民病院の平成21年度以降の経常黒字を達成するため、市民病院経営健全化プランに
基づく収支改善策に取り組むとともに、施設の建て替えの検討も含めた将来計画を策定
する。また、新たな経営形態については、さらに検討・研究を行う。

・入院患者の平均在院日数の短縮及びＶＲＥ（バンコマイシン耐性腸球菌）院内感染防
止対策として一部病床の受入制限を行ったこと等により、１０月末現在の病床利用率は
目標を下回っているが、月平均外来延べ患者数は目標を上回っていること及び診療単価
が増になったこと等により、入院・外来収益の合計では予算を上回っている
　引き続き、病床利用率の引き上げ及び外来延べ患者数の維持に務めるとともに、収益
増・費用削減策に取り組み、経常収支比率１００％以上を確保する

目標値
（効果額等）

１０７．１％

スケジュール 平成２１年度（実績）

市民病院経営健全化プランに基づく
健全経営の推進

市民病院

・昨年度に引き続き、病床利用率９２％の確保及び外来延べ患者数の対平成２０年度上
半期比５％増（月平均２９，０００人）の達成を目標に患者確保に努めるとともに、収
益増・費用削減策に取り組んだ結果、病床利用率は９１．８％で０．２％及ばなかった
ものの、月平均外来延べ患者数は２９，７０９人を達成し、経常収支比率も目標を上回
る１０７．１％となった

平成23年度
具体的な
取組内容

・市民病院経営改善行動計画を実施し、病床利用率９２％の確保及び外来延べ患者数の
対平成２０年度上半期比５％増（月平均２９，０００人）の達成を目標に患者確保に努
めるとともに、収益増・費用削減策に取り組んだ結果、病床利用率９３．４％、月平均
外来延べ患者数は２９，７４４人を達成し、経常収支比率も目標を上回る１０５．５％
となった

取
組
項
目
の
内
容

取組項目番号 5-(1)-③-ｱ

健全な財政運営の確保

平成２２年度（実績） 平成２３年度（予定）

取組
項目名

概要

目標

平成21年度
具体的な
取組内容

取組項目　実施計画書

所管部

5

（1）

③ 病院事業の健全経営

平成22年度
具体的な
取組内容

１０２．０％

１０２．０％

１００．６％ １０１．２％

実績値（見込み）
（効果額等）

１０５．５％

経常収支比率
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所管課

ア

・

・

・ 各種審議会、出張講座、研修等での情報提供でも活用

・

・

・

・ 職員研修等で活用

・

（キッズコーナー等内容の充実を図る）

・ 各種審議会、出張講座、研修等での情報提供でも活用

・

・

・

（普通交付税交付制度，骨格予算についての説明を加える）

・ 各種審議会、出張講座、研修等での情報提供でも活用

　 　

実績値（見込み）
（効果額等）

  財政指標や財政状況を分かりやすく解説して公表することにより、財政状況に対す
る市民の理解を広める。

目標値
（効果額等）

平成２２年度（実績）

1,000部 1,000部

スケジュール

1,000部

「わかりやすい藤沢市
の財政」発行部数

取組項目　実施計画書

所管部

5

（2）

①

新たな財政指標の活用

5-(2)-①-ｱ取組項目番号

財政指標の公表

推
進
方
策

取
組
項
目
の
内
容

財務部

財政健全化法お知らせ版の作成（家計簿等に例えた具体的で分かりやすい財政指標）
取組

項目名

  財政健全化法に基づく財政指標（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比
率、将来負担比率）などを家計簿に例えて、財政運営の状況を市民へ情報提供する。

概要

財政課

健全な財政運営

平成21年度
具体的な
取組内容

市ホームページに財政状況解説冊子の掲示

市ホームページに財政状況解説冊子の掲示

目標

市民センター等での財政状況解説冊子の配布

「わかりやすい藤沢市の財政2010」の作成

市民センター等での財政状況解説冊子の配布

市民センター等での財政状況解説冊子の配布

平成22年度
具体的な
取組内容

市ホームページに財政状況解説冊子の掲示

「わかりやすい藤沢市の財政2012」の作成

「わかりやすい藤沢市の財政2011」の作成

平成23年度
具体的な
取組内容

財政状況解説冊子の作成・配布

1,000部 1,000部

平成２１年度（実績） 平成２３年度（予定）

1,000部
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所管課

ア

　

　

　

作成・公表 　

（普通会計、７特別会計、２企業会計、１２出資法人、一部事務組合の連結版）

７１６件
（見込み）

平成２１年度（実績）スケジュール

８１１件

平成２２年度（実績）

９０７件

財務４表の作成と公表

目標値
（効果額等）

実績値（見込み）
（効果額等）

・公表の際の解説、表示方法などについて、更に分かりやすく工夫する

ＨＰアクセス件数

平成２３年度（予定）

5-(3)-①-ｱ

公会計制度の整備・改善

・貸借対照表・行政コスト計算書・資金収支計算書・純資産変動計算書

財務部

簡潔で分かりやすい財務４表の作成と公表

平成21年度
具体的な
取組内容

財務４表を作成し、市議会への資料提出、市民への公表（ホームページ等）を行った。

行った。

概要
　「総務省方式改訂モデル」の財務４表（貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計
算書、純資産変動計算書）について、出資団体を含む連結ベースで、かつ簡潔に要約し
て作成するとともに、公表にあたっては分かりやすい解説を加えるなど工夫に努める。

（普通会計、７特別会計、２企業会計、１４出資法人、一部事務組合の連結版）

・貸借対照表・行政コスト計算書・資金収支計算書・純資産変動計算書

財務４表を作成し、市議会への資料提出、市民への公表（ホームページ等）を

  財務４表を作成して得られた情報を市民に開示することにより、市民への説明責任が
更に推進されるとともに、資産及び債務の適正管理や類似団体との比較など行政経営へ
の活用を図り、健全な財政運営の一層の確保を図る。

取
組
項
目
の
内
容

平成23年度
具体的な
取組内容

財務４表を作成し、市議会への資料提出、市民への公表（ホームページ等）を行った。
・貸借対照表・行政コスト計算書・資金収支計算書・純資産変動計算書
（普通会計、８特別会計、２企業会計、１４出資法人（３株式会社を含む）の連結版）
  分かりやすい解説を加えてホームページ等で公表した

平成22年度
具体的な
取組内容

取組
項目名

目標

取組項目　実施計画書

所管部

5

（3）

① 財務４表の作成と公表

推
進
方
策

財政課

健全な財政運営

取組項目番号
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